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ゼーションと中小企業ゼーションと中小企業

特 集

本号は、労働総研・中小企業問題研究部会が特

集テーマの執筆を担当した。前回 2010 年刊行の

夏季号№ .79「特集　経済危機下の中小企業問題」

から 11 年あまりを経ている。

新型コロナ感染症が世界を席巻してまもなく３

年、その間、世界と日本経済は新たな激動を経験

している。長期デフレから過去の石油ショック以

来のインフレ傾向への転換、資源高、物価高にど

う立ち向かうか、各国経済は今までにない複雑な

課題に直面している。

本誌編集委員会の要請に応えて、特集テーマを

「新型コロナ禍・日本型グローバリゼーションと

中小企業」とし、収録された論文は極めて広範囲

に及ぶ内容となっている。

巻頭論文「中小企業の存立危機と雇用・労働条

件の悪化を生み出す日本型グローバリゼーショ

ン」（吉田敬一会員）は、本特集の総論として現

局面における日本の中小企業を直撃する危機の性

質、日本経済の長期低迷の原因を「日本型グロー

バリゼーション」にもとめ、そのオルタナティブ

として「持続可能で地域特性を生かしたローカル

循環型経済の再生」を提言している。

今回の特集では、全労連運動の中で継続的に取

り組まれてきた全国一律最低賃金制実現の現局面

巻頭言
松丸 和夫

と、それと不可分の中小企業支援に関する提言や

現状分析がなされているのをはじめ、労働政策研

究・研修機構（JILPT）の呉学殊統括研究員によ

る「韓国の最低賃金引き上げと中小企業」は、日

本の最低賃金制度改善のための示唆を与えてい

る。さらに、目次に示されているように、当部会

員と会員以外の研究者、労働組合、中小・商工業

者団体、政党関係者から多数の玉稿をお寄せいた

だいた。ご多忙のなか原稿執筆にご協力いただい

たすべての方にお礼を申しあげたい。

今、2023 年春闘を目前に控え、労働者の生活

は相次ぐ物価値上げ、社会保障改悪、増税で困難

さを増している。日本では 30 年間賃金が上昇し

ないどころか、低下し続け、大企業の内部留保は

史上最高水準に達している。世界に希なこうした

ゆがんだ経済構造にメスを入れ、富の一方への過

剰な蓄積を是正し、地域循環型の経済への転換を

図るためには、今こそ大幅な賃上げ要求をし、全

国一律最低賃金制の確立を政治日程に載せる必然

性をかつてなく強くしている。

ぜひ本特集の論考を一読いただき、批判や感想

をお寄せいただければ幸いである。

（まつまる　かずお・中小企業問題研究部会部会長、
中央大学教授）
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ての一方通行型の生産機能の海外移転である。ち

なみに 2021 年末の日本の対外純資産は約 411 兆

円で 31 年連続世界一であった。

図３は主要国における対内直接投資金額が名目

注）2000 年を 100 とした 2019 年の指数。
資料 : 国際貿易投資研究所「国際比較統計」2021 年 4 月 16 日より作成。

1　日本型グローバリゼーションに起因
する日本経済の長期低迷

（１）先進国の中で長期低迷する日本経済

日本経済は 21 世紀に入ると長期低迷局面を歩

み続け、新たな成長軌道への道筋が見えていない。

図１は、G7 諸国の 2000 年の GDP（国内総生産）

を 100 としたときの、コロナ禍直前の 2019 年

の GDP の伸び率を示している。日本の GDP は

19 年間で 3.9％しか伸びていないが、アメリカは

209.1 で 2 倍に伸びた。実体経済がゼロ成長状態

であるため、労働者の賃金も据え置き状態のま

まである。図２は、G5 諸国の製造業の「時間当

たり賃金」の上昇率を示している。日本の賃金は

2005 年から 2017 年の間に 2.4％しか上がってい

ない一方、アメリカは 41.4％も上昇した。他の主

要先進国と比べても、日本の賃金上昇率は非常に

低い。

したがって、内需拡大による経済回復を実現す

るための前提条件である賃上げ実現をするために

は、日本経済が低迷している原因を明らかにする

必要がある。結論を先取りすると、日本経済低迷

の原因は、世界的に異常な日本型のグローバル化

にある。

経済のグローバル化は世界共通の傾向である

が、欧米諸国では進出国と受入国との間での資本

の相互乗り入れ型・双方向型になっている。これ

に対して日本経済のグローバル化は、外へ向かっ

中小企業の存立危機と雇用・労働条件の悪
化を生み出す日本型グローバリゼーション

吉田 敬一

図１　G7 諸国の GDP 伸び率

図２　2005 年～ 2017 年の G5 諸国の賃金上昇率

注）各国通貨を基準とした 2005 年～ 2017 年の製造業の時間当たり賃金
の上昇率（％）。

資料 : 労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較 2019」209 頁
より作成。

図３　対内直接投資の対名目 GDP 比率

注）2018 年末：％。
資料 :「ファイナンス」2019 Oct.（財務省広報誌）より作成。

中小企業の存立危機と雇用・労働条件の悪化を生み出す日本型グローバリゼーションhttps://rodosoken.com/
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GDP に占める割合を示したものである。アメリ

カの割合は 36.4％、ドイツは 23.5％、フランスは

29.7％、イギリスは 66.9％に上っているのに対し

て、日本は 4.3％で中国の 12.0％をも下回ってい

る。国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）の発表に

よれば、2019 年時点で日本は世界 201 カ国中最

下位であった１。こうした異常な日本型のグロー

バリゼーションは、価値を生み出す産業である製

造業および関連する雇用と技能・熟練労働の海外

流出を推し進め、ゼロ成長下での貧困と格差を拡

大しつつある。

（２）先進国型経営に移行しきれていない日本
の大企業

経団連は、「メイド・イン・ジャパン」の時代

は終わり、「メイド・バイ・ジャパン」の時代で

あるという方針を 2003 年の「奥田ビジョン」で

打ち出した。「メイド・バイ・ジャパン」戦略とは、

「メイド・イン・チャイナ」でも、「メイド・イン・

USA」でもよい、日本企業が生産・販売して儲

かればよいという戦略である。こうした戦略によ

り輸出が増えなくても、利益を上げる仕組みを大

企業は造り出してきたので、国内の下請企業や流

通に携わる中小企業・自営業は利用価値がなくな

り、アトキンソン氏に代表されるような中小企業

淘汰論が出てきた。

第二次大戦後、欧米の大企業は利益率の高い高

級品市場にシフトしたのに対して、日本の機械・

電機産業の大企業では大衆市場向けの量産・量販・

低価格戦略を取ってきた。その結果、利益率は低

くなるが、販売数量を増やすことによって利益額

を増やしてきた。図４は、日本とドイツの主要輸

出製品価格を比較したものである。マシニングセ

ンタ、船舶用ディーゼル・エンジン、乗用車、光

学顕微鏡という輸出製品については、日本はドイ

ツ製品と比べて非常に安い価格で売ってきたこと

が分かる。

高級品市場の場合、ドイツのベンツや BMW

の高級車を見ればわかるように、誰が、どこで、

どのようにして作ったのか、ということが問題に

なる。メイド・イン・ジャーマニーでなければ世

界中の富裕層は買わない。これらの製品には必ず

技能・熟練労働が携わっており、技能・熟練労働

が大切にされ、専門的加工機能に特化した中小企

業の存在は不可欠になる。その結果、国内の実体

経済は持続的な発展の道を辿り、GDP も着実に

拡大する。

21 世紀になって日本は先進国型になったと言

われている。そうであるならば、大企業は、主力

製品分野において、高級品市場に移行しなければ

ならなかったが、依然として量産・量販戦略を脱

し切れていない。図５は、日本とアメリカと欧州

の上場企業の ROE（自己資本利益率）の

推移を比較したものである。2009 年の日

本はアメリカ、ヨーロッパと比べて、半分

以下の利益率で、とても先進国型とは言え

ない。2018 年になると、日本の利益率は

伸びているが、これは外資の株式市場への

参入増による「物言う株主」が増えたこと

で「利益を配当に回せ」という主張がなさ

れ、利益率重視の指標として ROE が高まっ

た結果である。

図４　日独比較主要輸出製品価格（2011 年）

注）MC はコンピュータ制御の高級工作機械のマシニングセンタの略、DE はディーゼ
ル・エンジンの略。

資料 :『2012 年版通商白書』308 頁より作成。
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中小企業の存立危機と雇用・労働条件の悪化を生み出す日本型グローバリゼーション

日本株の所有状況２をみると「外国法人等」

の割合は 1980 年度には 5.8％に過ぎなかった

が、バブル崩壊後に外資の参入が増え、2000

年度には 18.8％となった。さらに政府・財界

が経済グローバル化にのめり込む中で、外資

は直接投資ではなく、日本の大企業への資本

参加を推し進めた。こうした動きに大規模金

融緩和による円安傾向が重なり、2020 年度

には「外国法人等」の保有比率は 30.2％に達

し、金融機関の 29.9％、事業法人の 20.4％を

抜いて、株式市場では外資が支配する日本経済に

変質した。今日の政府・日銀による大規模金融緩

和による円安堅持方針は亡国・売国の経済・金融

政策といわざるを得ない。

（３）コロナ禍で明らかになった薄利多売戦略
の問題点

コロナ禍で大きな問題点となっているのが、原

燃料・資材価格高騰に起因する価格転嫁問題であ

る。帝国データバンクの調査結果３によると、仕

入単価が上昇した企業のうち、2020 年 12 月と比

べて 2021 年 12 月の販売単価について「上昇」し

た企業の割合は 43.8％で半数以下にとどまった。

他方で「不変」であった企業の割合は 47.9％、逆

に「低下」した企業は 6.3％存在していた。この

調査では、仕入単価の上昇分の一部しか上乗せで

きていない企業も含まれているために、仕入単価

の上昇分の全てを販売単価に上乗せでき

ているか否かは不明であるが、コスト上

昇分が販売価格に転嫁できない経済構造の

実態が浮かび上がっている。

そこで『2022 年版中小企業白書』に掲

載された原油・石油製品に限定した価格

転嫁状況調査結果をみると（図６参照）、

「転嫁できていない」企業が７割近くを

占め、転嫁できた企業でも８割以上の転

嫁が 3.2％に過ぎない。なぜ転嫁できないのか、

その理由として一番多い回答（複数回答）は「販

売先との交渉が困難」（63.4％）であり、次いで「市

場での競争が激しい」（52.4％）、「長期契約のため

価格改定が困難」（8.7％）であった。この回答結

果には、取引関係の不公平さと下請企業の立場の

弱さが示されている。こうした現実の改善の道筋

は見えず、大企業は依然として薄利多売戦略の道

を選び、コストダウンの追求に活路打開の道筋を

求めている。例えば、トヨタは今年（2022 年）の

６月 23 日までに一部の部品メーカーに値下げ方

針を通知した４。例年、４月と 10 月の年２回、部

品メーカーと交渉し、年率１％程度の値下げを求

めるのが一般的であり、それが踏襲されている。

こうした原価低減運動は、重層的な下請構造の下

では、より下層の中小・零細企業へと順次転嫁さ

れ、中小企業の経営体質は弱体化し、賃上げ余力

を失ってしまう。

図６　原油・石油製品高騰と価格転嫁状況

注）原資料：政策公庫「中小企業景況調査」2021 年 12 月付帯調査
資料：『2022 年版　中小企業白書』57 頁より作成。

図５　日米欧上場企業の ROE の推移

注）ROE とは Return On Equity の略称で、和訳は自己資本利益率のこと。
資料 : 経済産業省経済産業政策局産業資金課作成資料（2019 年 11 月）7 頁より作成。
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2　持続可能な日本経済づくりに逆行す
る大企業のグローバル化戦略の構図

（１）国民経済のあり方を規定する３つの経済
循環

20 世紀の日本経済は国内産業基盤の拡充によ

る内需拡大と輸出強化によって生産規模を拡大し

てきた。その結果、大企業の業績拡大は生産・流

通を支える中小企業の仕事量を増やし、雇用拡大

と賃金上昇を実現し、いわゆるトリクルダウン効

果が機能していた。しかし 1985 年のＧ５・プラ

ザ合意を契機とする急激な円高により輸出環境は

大幅に悪化し、生産の海外移転が進み、支配的な

経済循環は国内中心（ナショナル循環）から国際

的な枠組み（グローバル循環）へと激変した。

資本の循環は「資金調達→労働力・原材料調達

→生産・加工→卸売機能→小売機能→売上代金の

還流→再投資」という経緯を経て再生産されるが、

各企業はすべての工程・機能を自社内で完結する

ことは不可能であり、一定の生産分業・ネットワー

クを形成している。その結果、生産・供給される

財・サービスの特性および市場規模ならびにネッ

トワークを統括するリーディング・カンパニーの

戦略に応じて、①ローカル循環（地場産業に代表

される地域内生産分業構造＝地域経済循環）、②

ナショナル循環（かつての自動車メーカーにみら

れた国民経済レベルでの企業内地域間分業構造＝

国民経済循環）および③グローバル循環（現在の

自動車メーカーに代表される世界的規模での企業

内国際分業構造＝世界経済循環）の３つに大別さ

れる。

（２）グローバル循環では円安は国民経済にとっ
てメリット消滅

政府・財界が目指す 21 世紀の日本の経済構造

とは、中小企業の受注増および勤労者の所得増に

つながる国内生産基盤の拡充による内需・輸出拡

大を可能にするナショナル循環およびローカル循

環の強化ではなく、アメリカとアジア地域に重点

を置いた企業内国際分業構造（グローバル循環）

の構築である。

ナショナル循環からグローバル循環へ

の移行は、アベノミクスの成長戦略の下

で急速に進んだ。支配的な経済循環パ

ターンが変わると経済・金融政策の効果

も変わる。その典型例の１つが自動車の

輸出動向にみられる。安倍政権登場前の

2012 年の円相場（年平均）は 1㌦＝ 79.8

円だったが、翌年の大規模金融緩和実施

以降の円相場は下落傾向が進み、2015

年には 121 円の円安になった。ナショナ

ル循環の場合には円安になると輸出は増

える。しかし日本経済を主導する自動車

工業の場合、グローバル循環に移行し

た結果、四輪車の輸出台数は 2012 年の

480.4 万台から増えるどころか逆に減少

図７　円相場と四輪車輸出の動向

資料：日本自動車工業会資料より作成。
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しており、2015 年は 457.8 万台に留まった（図７

参照）。グローバル戦略（消費地で生産・販売す

るという大企業版の地産地消戦略）を取る大企業

にとって、後述するような理由により、円安は国

内生産と輸出の拡大に全く効果がなかった。

以上のように異次元の金融緩和政策による急速

な円安傾向にもかかわらず、アベノミクス効果に

よる製造業国内回帰や輸出数量拡大という希望的

観測は裏切られ、国内生産増大のための設備投資

には繋がらず、アジアを中心に海外での日本企業

の増産計画が相次いできた。こうした推移をみて

異次元の金融緩和を推進してきた日銀の黒田総裁

は「教科書には為替が下がると輸出が増えると書

いてある。しかし日本では円安でも輸出は大幅に

は増えなかった」と嘆いた（17 年５月６日アジ

ア開発銀行関連イベントでの発言）５。

この黒田発言は日本経済の実態分析を抜きにし

て、経済学の理論を無原則に適用したものである。

アダム・スミス以降の経済学はナショナル循環を

基本にした国民経済を対象としたものである。し

かし日本の現実は、ナショナル循環とローカル循

環の分野も巻き込んだグローバル循環主体の経済

構造に変質している。大企業が現地生産・現地販

売を基本にしている限り、円安が進行しても国内

生産や輸出は増えない。

これに対して欧米の場合には、例えばアメリカ

ではＧＭやフォードは大衆品を中心

に海外生産を進めているが、他方で

フォルクス・ワーゲンやトヨタがアメ

リカでの現地生産を拡大しているの

で、アメリカ国内でのナショナル循環

は形式的に確保されており、既存の経

済学の理論は当てはまるが、日本の場

合は出ていく一方のグローバル化な

ので経済学理論は当てはまらない。逆

に行き過ぎた円安は輸入資材の高騰

に繋がっている。

（３）自動車工業にみるグローバル循環構造の
到達点

自動車工業では、既に 2000 年には海外生産（629

万台）が輸出（446 万台）を上回っており、リーマン・

ショック前の 07 年度に海外生産が国内生産を凌

駕した。その後も国内生産と輸出実績は低迷傾向

をたどり、コロナ禍直前の 2019 年実績は国内生

産 968.4 万台に対して海外生産は 1885.2 万台へと

増加した一方、輸出台数は 481.8 万台に留まり、

海外生産比率は約 66.1％に達した（図８参照）。

円安効果が輸出拡大効果を生み出さなかった理

由は以下のとおりである。

自動車工業を例にとれば、240 万円の日本車の

輸出価格（ドル建て）は１㌦＝ 80 円レートの場

合（安倍政権登場直前の 2012 年の為替レート）

には３万ドルであるが、１㌦＝ 100 円の円安（13

年初頭）になると２万 4000 ドルと２割安での輸

出が可能になる。基本的に生産拠点を国内に配置

していた 20 世紀には、この理屈に従って円安は

輸出拡大につながり、中小企業での受注拡大や労

働者への賃上げ効果があった（ナショナル循環の

時代）。しかし生産の海外移転が進み、グローバ

ル循環が支配的になり海外生産が大幅に国内生産

を上回っている現状では同じ車種を海外でも生産

図８　自動車工業の生産・販売動向の変化（単位 : 万台）

資料：日本自動車工業会 HP 資料より作成。
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しており、日本からの輸出価格（ドル建て）を円

安効果を反映した形で引き下げることはできなく

なった。なぜなら海外拠点では円安効果は存在し

ないからである。その結果、円安が進んでもドル

表示価格は変えなかったので日本からの輸出台数

は増えなかった。しかし従来どおりの３万ドルで

輸出した結果、手取りのドル価格を円に転換する

と１㌦ 100 円レートでは 300 万円になり、60 万

円の為替利益が生じる。加えて海外拠点から日本

への送金は、例えば 2012 年も 13 年も１億ドルで

変わらなかったとしても円表示では 80 億円から

100 億円へと増加する。生産や輸出は不変でも利

益だけが増大する現象が生じる。この特別利益は

生産増とは無縁なので、内部留保と配当にのみ回

る。これがアベノミクス景気の実態であり、一部

の大企業・資産家と国民多数派との間の格差拡大

を推し進めた。

自動車工業では国内生産や輸出が減少しても本

社の利益は増える構造を確立している。すなわち、

トヨタやホンダなどの日本の本社が設計図や生産

技術を海外子会社に「貸す」ことで本社は安定し

た特許や生産性向上・現場改善ノウハウなどの使

用料・技術指導料から多額の知財収入を得てい

る。とくに技術指導料は海外工場の出荷額の５～

10％といわれている。すなわち海外の現地法人の

採算が悪化しても生産している限り、海外から国

内本社への技術指導料は支払われる６。さらに海

外現地法人からの配当などの利益配分の本国送金

がこれに加わる。加えて円安の場合、海外事業所

から本国にドルで送金される金額は為替差益分だ

け膨らむことになる。多国籍大企業が国内生産を

犠牲にしても海外生産拡大の道に邁進する理由は

この点にある。

（４）グローバル循環型経済の下での国内生産
と中小企業の役割

それではグローバル循環における日本の国内経

済と中小企業の役割はどこにあるのか。この点を

トヨタが国内生産 300 万台体制にこだわる理由を

手掛かりに考えてみよう。

まず第１の理由は、グローバル需給調整機能を

維持するための輸出能力の確保である。トヨタは

今日、国内 12 工場に加えて、海外で約 60 の工場

を展開しており、消費地で生産するという多国籍

企業版の地産地消システムを構築している。その

際、トヨタのグローバル戦略における日本国内の

役割と位置づけは、どのようになっているのか。

まず海外生産拠点の生産能力は、損益分岐点と生

産効率を考慮して年間 20 万台が基本ユニットと

いわれている。そのため高級車や特殊仕様の自動

車の場合、国内で生産し輸出する方が経営効率が

良い。またある国の需要が好調で例えば主力車種

の「カムリ」が年間 30 万台販売可能だと仮定す

ると、現地生産能力では供給不足となる 10 万台

は他国のトヨタの工場から調達する。その場合の

グローバルな需給ギャップの最終的な調整機能の

拠点が日本である（グローバルリンク輸出）。現

地生産が基本戦略であるので円安がいかに進行し

ようが、日本からの輸出が増える可能性は出てこ

ない７。

第２は国内需要への対応である。国内市場は依

然として年間 500 万台を数える世界有数の市場で

あり、トヨタの国内販売目標台数は 150 万台が基

本となっている。以上のグローバルリンク輸出と

内需向け生産２つの役割を合わせるとトヨタの国

内生産目標は 300 万台となっている。内需と輸出

に関わる量産能力を土台・収益源として、一定数

の中小企業への仕事量を確保することにより、仕

事が不規則に発生し採算性が悪い多品種・少量の

部品生産や試作・開発能力を有する中小企業の営

業が維持されており、その結果としてトヨタと下

請中小企業との間の運命共同体的意識が強化され

https://rodosoken.com/
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ている。

国内工場の第３の役割は母工場機能である。母

工場の第１の役割は次の点にある。新しいモデル

の企画・開発から試作を経て量産試作から量産化

に至るまでのプロセスでは、生産工程面で様々な

問題（金型の不具合、部品仕様の欠陥、加工や組

立工程間での仕掛品の滞留など）が生じる。こう

したネック工程に対応し、問題点を解消していく

ためには高度な技術水準を有する多くの部品加工

関連の下請中小企業群との間の密接な連携が不可

欠である。とくに日本の下請構造では長期継続取

引に基づく信頼関係が緊密であり、中小企業が有

する生産ノウハウや提案・改善能力の点で海外で

は構築不可能な生産分業ネットワークとなってい

る。こうして母工場で試作品の量産化への移行に

関するネック工程が量産試作段階で解消され、生

産のマニュアル化が実現した後、新車の生産は海

外工場に移転可能になる。下請中小企業の存立基

盤はこうした高度な機能を有する中小企業に限定

されてくるので、規格化された量産部品を担当し

てきた下請中小企業は整理・淘汰の対象となって

きた。

母工場としての第２の役割は既述のように、海

外生産では採算が合わない少量多品種生産の高級

車の生産機能である。

母工場としての３つ目の役割は、先端技術を駆

使した新しい発想のモデルの開発拠点の役割であ

る。また既存車種の部分的改良や生産性向上・ム

ダ排除運動の追求とマニュアル化が指摘される。

加えて新素材の利用、電気自動車の開発のための

電池システムの開発、無人運転システムのための

センサー・制御機構開発などは広範な業種の企業

との密接な連携が必要なため、海外では実現不可

能である。このような母工場機能から生まれる生

産ノウハウや知的財産が、海外現地工場によって

本社に支払われる技術指導料の根拠になっている。

以上の考察から明らかなようにグローバル企業

は世界最適地生産の基本戦略の下で、国内生産や

中小企業を位置づけているのに過ぎないので、20

世紀のように大企業の生産拡大が地域経済や中小

企業の発展につながるというストーリーは描けな

い。

3　岸田政権による対米従属型新自由主
義の新局面

（１）「新しい資本主義」はアベノミクスの焼き直し

岸田首相は、今年６月７日に「骨太の方針」と

「新しい資本主義実現実行計画」を閣議決定した。

その中身をみると昨年の自民党総裁選挙で訴えて

いた分配重視の観点は消え去り、富裕層を念頭に

置いた「金融所得課税の見直し」は姿を消した。

また 60 年代の高度成長の発端となった池田勇人

元首相になぞらえた「令和版所得倍増計画」（国

民全体の所得向上）は「金融資産倍増計画」（資

産家の所得向上）に修正された。

実行計画では「経済財政運営の枠組みについて

は、大胆な金融政策、機動的な財政政策、そして

民間投資を喚起する成長戦略の３本の矢の枠組み

を堅持する」と明記され、アベノミクスの路線踏

襲が宣言された。加えてロシアのウクライナ侵攻

を利用し、台湾危機をあおり、骨太方針では「防

衛力を５年以内に抜本的に強化する」ことが盛り

込まれ、GDP 比で軍事費を従来の１％から２％

（NATO 加盟諸国の基準）への倍増が盛り込まれ、

国民の暮らしや平和と安全を危うくする政策方針

を打ち出した。

（２）対米従属深化・中国敵視政策に繋がる経
済安保法とブロック経済化の危険性

中国の軍事的・経済的影響力の強化によってア

メリカ主導の国際的な安全保障体制が揺らぎ始め
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る中で、ロシアのウクライナ侵攻が加わり、アメ

リカの中国封じ込め政策と歩調を合わせる形で、

５月 11 日に経済安全保障推進法が成立した。そ

の中身は、①重要物資のサプライチェーン強化、

②電力・通信などの基幹インフラ設備導入の際の

政府の事前審査、③官民協力による先端技術の開

発支援、④安全保障上の重要な特許の非公開の４

つからなっている。要約すると、アメリカの中国

封じ込め政策に対応して、日本国内の基幹設備か

ら中国・ロシアなどの企業を排除することと軍事

産業の育成を狙っており、日本の対米従属的安全

保障を軍事的側面だけでなく、経済面でも拡大す

ることにある。他方で、国民生活にとって重要な

食料とエネルギーの自給率向上については触れら

れておらず、誰のための経済安全保障なのかが問

われる。

こうした国内での対米従属的な経済軍事化と並

行して、対外的には５月 23 日に始動したアメリ

カ主導の新経済圏構想「インド太平洋経済枠組み

（IPEF）」に日本は率先して参加した。日米のほ

かに韓国やインドなど 13 カ国が発足メンバーと

なり、中国に対抗したサプライチェーンの再構築

やデジタル貿易のルール作りなどで連携すること

が目論まれている。しかしバイデン政権は議会の

承認が必要な関税交渉を IPEF に含めておらず、

参加国にとってメリットが乏しく、政権が変わっ

ても合意が守られるかどうか不透明なので、アジ

ア諸国の中では不安がくすぶっている。

他方で中国は広域経済圏構想「一帯一路」を

推進し、東アジアの地域的な包括的経済連携

（RCEP）に加わり、また TPP にも加盟申請して

おり、アジア太平洋地域での経済的影響力は強

まっている。

（３）中国敵視政策によるサプライチェーン問
題の激化

日本経済はすでに中国と密接な経済的関係を作

り上げており、政治的思惑先行のブロック経済化

は日本経済の不安定性をいっそう強める可能性が

ある。例えば米独日の輸入依存度の高い国を比較

すると（図９参照）、日本の場合、中国への依存

度が極端に高いこと、加えて第４位に韓国が入っ

ており、政府が敵視政策を取っている中国と韓国

への輸入依存度が３割近くも占めている。輸入品

目をみると自動車部品やハイテク部品、パソコン

や事務機器から食品・雑貨・繊維製品まで多岐に

わたる品目で中国依存が高いのが実情である。こ

れに対してアメリカの場合、中国以外ではメキシ

コとカナダという北米自由貿易協定（NAFTA）

の相手国と日本という友好国となっている。ま

たドイツは中国への依存度が相対

的に小さく、他の輸入依存度が大

きな国はいずれも EU 加盟国であ

る。つまりアメリカに盲従した理

念なき中国敵視のブロック経済化

の試みは、日本の内需関連産業や

国民生活にとって必要な製品・素

材の調達が危機に瀕する危険性が

ある。

以上の懸念について、内閣府が

公表した調査結果（「世界経済の

図９　米独日の主要輸入先国（2019 年、金額構成比％）

資料：「世界経済の潮流 2021 年Ⅱ」（2022 年２月）内閣府より作成。
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潮流　2021 年Ⅱ」2022 年２月）によると、

米独日の集中的供給財（輸入シェアが１

カ国で５割以上を占める品目）の割合を

みると（図 10 参照）、日本の場合、ある

製品の輸入の５割以上を中国から輸入し

ている品目数は調査対象の約５千品目の

うち 1,133 品目（23％）を占めており、

米（590 品目、11.9％）、独（250 品目、５％）

とは雲泥の差がある。こうした実態を踏

まえて内閣府は「仮に中国で何らかの供

給ショックや輸送の停滞が生じて輸入が

滞った場合には日本では多くの品目で他の輸入先

国への代替が難しく、金額の規模でも影響が大き

い」（上記調査結果の 57 頁）と述べている。アジ

アの中の日本という原点に立ち返り、中国・韓国

に対してはアメリカ追従の敵視政策ではなく、自

主・独立の外交的立場と平等・互恵の原則に従っ

た民主的対応が求められる。

4　持続可能で国民生活向上を目指す日
本経済の変革課題

（１）新自由主義から経済民主主義に基づく国
づくりへ

市場経済システムを社会・経済・生活などのあ

らゆる領域に全面的に導入するのか、それとも市

場経済システムを導入すべき領域、市場経済をコ

ントロールしつつ上手く活用すべき領域、市場経

済システムを導入してはいけない領域に区分した

多元主義を土台に据えた経済民主主義の道筋に舵

を切るのかが、今問われている。この点で、EU（欧

州連合）が活用している社会的市場経済の考え方

が参考になる。

EU の市場に対する考え方を整理すると以下の

ように要約できる。まず第１に、市場原理を無制

限に適用すると格差が拡大し、社会不安が増大す

るので、無制限に適用するのではなく、上手く活

用することが必要であるという発想が共通了解事

項となっている。

第２に市場経済を有効に活用するためにも非市

場制度を守り、育成する必要性が強調されている。

なぜなら、個性豊かな労働力を生み出し育てる家

庭やコミュニティ、文化・芸能・民族行事などを

市場が自ら作り出すことはできないからである。

第３に企業利潤の極大化（最大限利潤の追求）

を唯一の企業行動原理としていない。イタリアや

ドイツ、フランスの中小企業・家族経営を見れば、

利潤極大化を経営の基本原理としていないけれど

も高度な競争力を保持しており、所得水準も高く、

安定した地域経済を構築する土台となっており、

「人間の顔をした資本主義」が指向されている。

2000 年に制定された EU の小企業憲章は、こう

した発想から生まれた。

第４に、株主利益極大化を絶対命題とする市場

原理主義・競争万能主義は多様性を駆逐し、社会

全体の規格化・標準化を推し進める。EU では多

様性・個性が尊重され、社会福祉の向上が政策的

に大きな位置づけを与えられており、社会的公正・

福祉の向上に向けた政府の役割の重要性が打ち出

されている。

ドイツの元首相Ｈ・シュミットは「市場それ自

図 10　集中的供給財の主要依存先国（品目数、2019 年）

注）集中的供給財とは輸入シェアが１カ国で５割以上を占める品目、対象品目数は約
5000 品目。

資料：「世界経済の潮流 2021 年Ⅱ」（2022 年２月）内閣府より作成。
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体が、自動的に社会的公正を、あるいは十分な職

場を創出するなどということを、今日だれ一人信

じる者はいない」。「公共の福祉こそ最高の掟であ

る。エゴイズムが最高の掟であってはならない」。

それゆえ、すべてを市場に委ねるのでなく、市場

経済の有効性を活かすためにも「われわれは社会

的国家にとどまるべきである」。「したがって、ヨー

ロッパ大陸の産業民主主義国家では、アメリカ的

な見本は問題外である」（ヘルムート・シュミッ

ト『グローバリゼーションの時代』集英社）と断

言した。

（２）社会的責任放棄の大企業と中小企業の存
在意義

大企業は、円安だろうと円高だろうと、国内生

産を増やさずに国民経済を犠牲にして、利益を上

げている。その利益はどう配分されているのか

というと、図 11 の「日本の大企業の利益分配状

況」から明らかになる。2009 年度と 2018 年度を

比べて、日本の大企業の経常利益は 17.9 兆円か

ら 48.2 兆円と 2.69 倍に増えており、配当金も同

じ勢いで増えている。また現預金も 1.6 倍に増え

た。ところが、賞与・給与は 6.3％しか増えてい

ない。設備投資も 1.4 倍にとどまっている。

こうして見ると、結局、日本で賃金が低い理由

は、小泉改革から始まった新自由主義的構造改革

に端を発し、その後のアベノミクスによる株価高

騰と、国内生産を無視するかたちで大企業の利

益急増を実現させてきたこと、すなわち

勤労者の所得向上による内需拡大ではな

く、賃金・加工賃引き下げによる大企業

の利益追求政策によるものである。その

結果、日本では貧困と格差が 21 世紀に

入って急速に拡大した。

そういうなかで、中小企業の持続的発

展こそ、賃上げと国民生活向上の基本で

あるということは、図 12 から明瞭であ

る。利益をなにに配分しようとしている

のかについて、大企業と中小企業を比較

したデータである。「雇用拡大」は、大

企業はわずか 9.3％であるが、中小企業

は 24％に上っており、大きな差がある。

「従業員還元」も中小企業は大企業の倍

の割合である。さらに、「労働分配率」

の実績をみると、大企業の 43.5％に対し

て、中小企業は 69.8% に上っている。こ

れらのことから、中小企業が安定的に発

展し利益が増えると、従業員の雇用が増

え、賃上げ可能性を広げることが分かる。

図 11　日本の大企業の利益配分状況

図 12  利益配分のスタンス（数値は指摘割合：％）

注）金額は兆円、増加指数は 2009 年度を 100 とした 2018 年度の指数。
資料 : 経済産業省経済産業政策局産業資金課作成資料（2019 年 11 月）7 頁より作成。

注）10 項目の選択肢から３つまでの複数回答。大企業＝資本金 10 億円以
上、中小企業＝１億円未満。労働分配率の大企業は資本金 10 億円以上、
中小企業は 10 億円未満の数値。

資料：内閣府・財務省「法人企業景気予測調査」2019 年第１四半期、労
働分配率は財務省「法人企業統計調査」2017 年第２四半期より作成。
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中小企業の存立危機と雇用・労働条件の悪化を生み出す日本型グローバリゼーション

１　独立行政法人経済産業研究所 HP、2020 年 12 月 24 日掲載「新春特別コラム：2021 年の日本経済を読む～コロナ危機を日本
経済再生のチャンスに」参照。

２　東京証券取引所・名古屋証券取引所・福岡証券取引所・札幌証券取引所「2020 年度株式分布状況調査の調査結果について」
2021 年 7 月 7 日参照。

３　帝国データバンク「企業の価格転嫁動向（2021 年 12 月調査）」2022 年 1 月 26 日参照。
４　「日本経済新聞」2022 年 6 月 24 日付け参照。
５　「日本経済新聞」2017 年 6 月 7 日付け。
６　「日本経済新聞」2016 年 12 月 26 日付け。
７　財部誠一『メイド・イン・ジャパン消滅！』朝日新聞出版、2012 年、第 4 章参照。
８　地域資源を活かした食・住・エネルギーのローカル循環の仕組みづくりについては、岩手県住田町における経験を紹介した『地

域循環型経済への挑戦』労働総研ブックレット№５、2012 年、を参照されたい。

（３）持続可能で地域特性を生かしたローカル
循環型経済の再生を目指して

国民の間での格差と貧困を深める日本型グロー

バリゼーションを打破し、持続可能な国民経済を

実現するためには、疲弊の度を増し続けている地

域経済の再生、すなわち地域資源を活かしたロー

カル循環型経済づくりが前提条件となる。これま

でにも企業誘致ではなく、内発的発展を目指して

きた自治体の事例は数多く存在している８。その

際に重要なポイントは、地域住民が消費している

財・サービスの中で無駄に地域外に資金が流出し

ている品目に注目し、地域で消費しているものは

出来るだけ地域内で生産するという発想（地消地

産）である。この場合に域外資金流出の中心は食

料品とエネルギーへの支出である。イタリア、ド

イツ、フランスなどの中部ヨーロッパ先進諸国の

地域経済が安定しているのは、これらの分野での

「地消地産」システムが確立しているからである。

また地消地産あるいは地産地消システムが形成さ

れても、販売過程を域外資本が支配している場合

には、売上利益は域外に流出する一方である。す

なわち地消地産・地産地消システムづくりで忘れ

てならないのは、流通過程を地域内の企業・業者

が担うという「地産地商」システムづくりである。

日本の地域経済の現状は、地域内の農林漁業や製

造業（価値を作り出す産業）が生産の主役になっ

ていても、製品を販売する流通過程（価値を実現

する産業）が東京を中心にした大都市圏の企業に

支配されているため、ローカル循環の地域内での

経済的波及効果が削減され、経済的側面でも東京

一極集中現象が生じているのである。

日本の場合、先進国の中で異常なまでに地域資

源を活用したローカル循環が疲弊化した結果、ど

の地方に行っても「食」と「住」は大企業主導の

ナショナル循環が基本になっている。飲食では

チェーン店ばかりが乱立し、地元の飲食店が疲弊

している。住宅をみても規格化されたハウスメー

カーの住宅が目に付く。EU 諸国のような「記憶

を重ねる街づくり」ではなく、日本中が規格化さ

れた効率性重視の「記憶を消し去る街づくり」と

なっている。これでは地域資源は放置され、自然

環境は破壊され、地域の個性的な生活文化は廃れ

てしまう。エネルギーに関しても東日本大震災以

降、被災地を中心に地域資源を活かした木質バイ

オマスや小水力発電・風力発電などの再生エネル

ギーの創出が試みられてきたが、残念ながら東京

電力などの地域独占大企業による発送電システム

が前提のため、地域の努力が報われていない。こ

の点では地方分権の在り方を真剣に考え、地域を

単位にした運動をさらに強めていく必要がある。

（よしだ　けいいち・駒澤大学名誉教授）
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はじめに

全労連は、全国一律最低賃金の実現をめざした

「最賃アクションプラン」を第 28 回定期大会（2016

年７月）で決定し、全国一律最低賃金 1500 円の

実現をめざし、とりくみを進めてきた。

全国一律最低賃金実現に向けた
全労連が考える「中小企業支援政策」

秋山 正臣

全労連が行ってきた最低生計費試算調査では、

全国どの地域でも生計費が変わらないことが明ら

かになった（図１）。

2022 年の最低賃金改定では、中央最低賃金審

議会は A、B ランクで 31 円、C、D ランクで 30

円の一律引き上げ額を答申した。

しかし依然として、最高額と最低額の格差は

219 円のままとなっており、是正への道のり

はまだまだといわざるを得ない。

全国一律最低賃金の実現には、中小企業支

援政策の充実が必要であり、中小企業団体と

も意見交換しながら提言をとりまとめた。

提言は、①中小企業への直接支援、②公正

な取引の実現、③有効需要の創出という３つ

の柱で構成されている。本稿では、その内容

を報告する。

1　最低賃金引き上げの重要性

前述のとおり、最低賃金の地域間格差是正

には、多くの壁が立ちはだかっている。とり

わけ、低い水準の県において、地域最低賃金

の急激な引き上げが中小零細企業の経営を圧

迫しているとの声が強く、経営者団体との懇

談においても、中小企業支援策が欠かせない

課題・話題となる。

日本経済の鍵を握る中小企業（図２・図３）

を活性化させるには、個人消費を拡大させな

ければならない。そのためには、全国一律最

図１　最低生計費試算調査結果（全労連作成）

図２　従業者規模別事業所数の
割合

図３　従業者規模別従
業員数の割合

資料：最低生計費試算調査結果 2022 年２月現在（静岡県立大学短期大学部　中澤
秀一准教授監修）

資料：総務省「2019 年経済センサス基礎調査」より作成。（単位：％）
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全国一律最低賃金実現に向けた全労連が考える「中小企業支援政策」

低賃金制を確立させて多数の労働者の賃金を引き

上げ、地域経済の好循環を図ることが必要だと考

える。

同時に考えなければならないのは、地域最賃の

地域間格差の是正だ。地域間格差は、図４のとお

り拡大してきた。2002 年は 104 円であった地域

間格差が、現在では 219 円と２倍を超えている。

だからこそ、国による支援で引き上げを行いつ

つ、収益の流出を抑え、地域循環型経済を実現す

ることが求められる。この地域循環型経済は、エ

ネルギーをはじめ食料などについても域内での調

達と消費を行うこととなり、気候危機打開に向け

たとりくみとも軌を一にする。

2　中小企業への直接支援

前述したとおり、中小企業支援策の第一は国に

よる直接支援である。直接支援といっても助成金

を支給するといったものから、税・社会保険料な

どの負担軽減によって支援する方法が考えられる。

これはどちらか一方だけを行えばよいというも

のではなく、相乗的に行うことが必要と考える。

施策の中には「卵が先

か、鶏が先か」といっ

たものもあるが、労働

者の生活と、中小企業

経営者の生活と営業の

どちらも壊すことが

あってはならない。こ

うした観点から、施策

を提言している。

（１）最低賃金引き上
げに伴う助成金支給

① 法定の最低賃金

が引き上げられたこと

により、賃金の改善を行わなければならなくなっ

た事業所に対し、経営状態などを勘案して、事業

規模に応じた助成を行うものに改正するよう求め

る。

② 必要な財源を試算する。加重平均で最低賃

金は 930 円（2021 年）のため、最低賃金を 1500

円に引き上げるため、１時間あたりの助成額は

300 円程度必要と考える。そのため、月 150 時間

労働で１人あたり年額は 54 万円となる。

③ 対象労働者数については、厚生労働省が中

央最低賃金審議会に提出している「賃金分布に関

する資料」（都道府県別・総合指数順）で、東京

都でも 1500 円未満の労働者が 150 万人近く存在

し、鳥取県でも 10 万人程度存在することが確認

できる。ただし、当該労働者には、大企業で働く

労働者も多数存在していることが考えられる。

④ 助成金の支給については、地域経済の好循

環につなげるため、必要な資金を事前に提供し、

賃金引き上げからスタートさせることが必要だと

考える。

⑤ 中小企業に対し、賃金引き上げのための助

成金を最低賃金改定時に国から前渡しして支給す

図４　最低賃金の推移

資料：厚生労働省資料をもとに全労連作成。
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る制度を創設し、１人あたり年額 54 万円を支給

する。

（２）社会保険料の負担軽減で雇用をまもる

最低賃金の引き上げは、対象となる労働者の大

部分が中小零細企業で働く労働者であることか

ら、経営に多大な影響を与える。そのため、賃金

支払いが困難との判断が強くなれば、雇用労働者

を正規雇用からパート雇用へ切り替えることにつ

ながる危険性が生じる。

これでは、労働者の収入拡大にはつながらず、

地域経済にもメリットはうまれない。賃金を底上

げし、正規雇用労働者を拡大させていく方向につ

ながるようにしなければならない。

以下、社会保険料の種別ごとに負担軽減策につ

いて説明する。

① 健康保険料

全国健康保険協会の事業年報「協会管掌健康保

険の適用状況（第一表）」（表１）によれば、2019

年３月現在で適用事業所数が 232 万 4,510、被保

険者総数が 2,479 万 3,285 人、標準報酬額の平均

は 29 万 2,462 円となっている。このため、事業

所負担分は年額で約 19 万円となる。したがって、

協会管掌健康保険適用事業所の事業所負担分全額

を負担するとした場合の財源は、４兆 4,300 億円

余りとなる。

② 年金保険料

厚生年金保険料は、保険料率の引き上げが終了

し、2018 年 10 月から 18.3％となっている。

厚生労働省「厚生年金保険業態別規模別適用状

況調」（2019 年９月１日現在）（表２）によれば、

規模 299 人以下の被保険者数は 2,137 万 5,295 人

となっている。規模別の標準報酬月額の平均で

は、５～９人の標準報酬月額の平均が 30 万 7,604

円と一番高く、当該額を基礎に試算すると、年額

で事業所負担額は 34 万 3,000 円余りとなるため、

全額で７兆 7,400 億円程度となる。

③ 介護保険料

2021 年度の介護保険料率は 1.92％とされてい

る。全国健康保険協会の事業年報「協会管掌健康

保険第一表（続）法第３条第２項被保険者」によ

れば、被保険者数は1,317万9,000人となっており、

標準報酬月額の平均は 31 万 7,069 円となってい

る。したがって、事業主負担分は年額で３万 7,097

円となるため、全額を負担する場合の財源は 4,900

億円弱となる。

④ 労災保険料

労災保険の趣旨は、勤務中の災害を補償するこ

とであり、保険料の減免で事業主責任が軽減され

るわけではない。賃金が引き上げられることによ

り、保険料収入が増えれば収支が改善され、全体

的な保険料率引き下げが可能となる。また、保険

料率の計算で労災事故によるメリット制が導入さ

れていることもあり、保険料を国が負担すること

表１　協会管掌健康保険（第一表・適用状況）

表２　厚生年金保険業態別・規模別適用状況調

資料：「健康保険協会事業年報」（2019 年 3 月現在）より。

資料：厚生労働省年金局調べ、2019 年 9 月 1 日現在。
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による軽減措置をとることは、技術的・事務的に

も困難と考える。

⑤ 雇用保険料

雇用保険料は、失業給付・雇用継続給付及び雇

用安定事業などのための保険料であり、賃金の引

き上げによって保険料収入が増大し、収支が改善

されて保険料の引き下げが可能となる。

保険料を国が負担する軽減措置をとることは技

術的・事務的にも困難であることから、失業者に

対する給付改善、助成金の拡充のため、国庫負担

を拡大することを求める。

ただし、雇用安定事業として徴収される事業主

負担分については、雇用調整助成金などの事業所

を対象とする給付金であるため、中小企業に対す

る保険料は免除対象とする。

⑥ 負担軽減案とそれに伴う財源について

以上の通り、社会保険料に関する中小企業の負

担軽減は、事業主負担分からどの程度軽減するか

による。試算した社会保険額の総額は 13 兆円と

なっており、全額免除とするには財政負担があま

りにも大きいといわざるを得ない。単年度の負担

軽減では済まされない課題でもあり、政治的な決

断・判断が必要となる。

これらをふまえ、恒常的に負担軽減を図る必要

があるとの立場から、社会保険料を一律３割減免

とし、４兆円弱の予算確保を提言する。

社会保険料の減免などに必要な財源は、大企業

に対する法人税減税の見直し、所得税の最高税率

見直し等によって賄うことが必要と考える。加え

て、増額し続けている防衛費を削減し、中小企業

支援の予算に回すべきと考える。なお、時限的に

内部留保課税も検討を始める必要がある。

（３）税制改革による中小企業の負担軽減策

① 消費税法の見直し

消費税の引き上げにより、価格転嫁のできない

中小零細企業は次々と廃業した。また、導入が進

められようとしている適格請求書（インボイス）

制度も負担が大きい。

原油価格の上昇をはじめ円安による物価上昇も

続いていることから、消費税の引き下げとともに

インボイス制度の導入見送りを求める。

② 所得拡大促進税制

賃上げを実施する企業に対する税制上の優遇措

置として、「中小企業向け所得拡大促進税制」が

ある。これは、継続雇用者給与等支給額が前年度

比より 1.5％以上増加した場合、増加額の 15％を

税額控除できる。前年度比で 2.5％以上増加させ

た場合は、25％を税額控除できる。ただし、法人

税額の 20％が上限となっているため、賃金引き

上げの効果を高めるためにも、増加額の 50％を

法人税額から控除するよう求める。

③ 事業承継税制の継続もしくは恒久化

事業承継については、中小企業庁による相談対

応、「事業引継支援センター」の設置、「事業承継

補助金」、「税制措置（非上場株式等にかかる相続

税免除、事業用資産の承継にかかる相続税・贈与

税の納税猶予・免除など）」、「経営承継円滑化法

による総合的支援」などだが、相続税・贈与税の

納税猶予・免除措置の期間延長もしくは恒久措置

とすることを求める。また、総合的支援窓口の拡

充を求める。

3　公正取引の実現

（１）低価格入札の防止

印刷業界では、重層下請構造で最下層にあたる

製本業者にしわ寄せがなされ、最盛期から 70％

もの事業者が減少し、業界の存続さえ危ぶまれて

いる。口頭契約、後指値、支払いの先延ばし、過

剰なクレームによる返品や、やり直しなどがまか

り通り、公正取引委員会にも訴えることができな

全国一律最低賃金実現に向けた全労連が考える「中小企業支援政策」https://rodosoken.com/
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いなど、深刻な実態にある。低価格入札の防止が

必要であり、下請代金支払遅延防止法の履行確保

を図ることなどにより、防止措置を実効性のある

ものとしていくことが必要だ。

実効性を高めるためには、罰金額の大幅な引き

上げなど実効性の確保が欠かせない。また、厚労

省と中小企業庁における通報制度が十分に活用さ

れていない。

経営者が「買いたたき」など不当なしわ寄せを

受けていると考えられる場合は、労働組合から積

極的に告発する。

（２）フリーランサーへの保護やプラットフォー
ム事業者への規制について

公正取引を実現させる観点では、増大するフ

リーランサーへの保護やプラットフォーム事業者

に対する規制を検討する必要がある。

労働者としての判断がされない場合であって

も、労働者に対する賃金支払いなどで保護される

水準に必要な経費相当分を加味した額が保障され

なければ、下請法に反するとして、反則金の徴収

など罰則を加えることを求める。

プラットフォーム事業者については、国内法で

規制することには限界がある。したがって、国際

的な取り決めを行うよう政府に求めるとともに、

国内法による規制法の創設を求める。

（３）「下請代金支払遅延等防止法」の履行確保
と法改正

下請代金支払遅延防止法第２条の２にもとづき

定められている指針では、「下請代金の減額」、「返

品」、「買いたたき」などが禁止されている。この

ため、公正取引委員会では中小企業者専用相談窓

口を開設し、情報の提供を呼びかけている。

法の履行を確保するため、公正取引委員会の拡

充を求める。

急速なデジタル化の中、このような形態で働く

個人が増加しており、支払いに関する紛争も増加

している。弱い立場にある個人請負労働者を保護

するため、対象範囲を見直し、法改正を行うよう

求める。

4　有効需要の創出

（１）地域における有効需要の創設では、公共

投資が中心として考えられてきたが、建設業に従

事する労働者数は減少を続ける一方、医療・福祉・

介護分野に従事する労働者が増加している。これ

らの分野で働く労働者の賃金は、公務員労働者の

賃金を参考にしつつも、診療報酬や介護報酬など

保険制度による制約を受けている。

これらの点から、社会保険の診療報酬・介護報

酬などの改定を国に迫ることも重要となってい

る。保育の分野でも同様であり、運営費の増額が

なければ保育士の賃金改善は進まない。劣悪な労

働条件が保育士不足の原因でもあり、運営費の増

額で賃金引き上げを求める。

（２）中小企業振興条例の制定が進展（理念条

例を含む）しているが、中小企業振興、地域経済

の活性化の施策を具体化する「円卓会議」を設置

するなど、実効性の担保が課題となっている。そ

のため、自治体による中小企業への発注等を義務

づける等の対策が求められるが、引き続き、すべ

ての自治体で中小企業振興条例が制定されるよう

求める。

（３）社会生活にとって欠かせないインフラを

整備することは、持続可能な社会を構築する上で

欠かせないことであり、長期にわたる計画的な工

事を行うことが求められる。計画的なインフラ整

備は、技術者の育成と「地消地産」にもつながる。

こうしたインフラなどの整備は、気象条件をは

じめ、地域に応じた計画と対策が求められるため、
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国による支援を元に、地方自治体が主体となって

住民とともに計画を作成し、実行することが求め

られる。この際、予算単年度主義による工事発注

などではなく、耐用年数や減価償却なども考慮し

た限界工事量を設定し、長期にわたる計画的な発

注を行うことが求められる。

（４）官公需についての中小企業者の受注の確

保に関する法律を実践するため、発注単価の計算

に最低制限価格を必ず導入する。その積算におい

ては、従事する労働者の労働時間を勘案するもの

とし、国において発注単価を示すこととする。

なお、国・自治体などが発注する場合における

入札参加資格において、中小企業が参加できる範

囲を拡大するため、分割発注を増加させるととも

に、設定金額の引き下げを求める。

（５）2016 年に公共サービス基本法が制定され

ているが、実質的に機能していないことから、従

事する労働者の賃金を重視した「公契約法」及び

「公契約条例」の制定及び、労働報酬下限額の設

定を求める。

（６）「小規模企業振興基本法」において、下請

企業振興法が定める「振興基準」を条文に付加し、

下請け事業者に不利益な契約に対するコスト負担

などを定める。

小規模企業以外の下請け企業に対する振興基準

に反するような取引に対し、中小企業庁による監

視体制の強化、親企業に対する指導など行政処分

を強化する。

（７）事業協同組合等が労働環境の「改善計画」

を策定し、認可を受けることによって助成措置を

受けることができることとされている。これら助

成金については、申請が複雑であることなどから、

簡素化や要件の緩和などを求める。

加えて、「独占禁止法」第 22 条の活用を図るに

は、「中小企業等協同組合法」に基づく届け出な

どを必要としているため、手続きの簡素化など要

件緩和を求める。

（８）最低賃金の引き上げは、中小零細企業の

経営に多大な影響を与えることから、密接な関係

にある地域金融機関を強化・重視すべきであり、

金融政策においても政策の方向転換が求められる。

おわりに

以上提言の内容を紹介してきたが、新型コロナ

ウイルスによる感染防止対策の必要性などによ

り、中小企業の経営が脅かされ続けている。ロシ

ア政府によるウクライナ侵略から、国際情勢は戦

禍が広がる危険な状態にある。

日本が戦争に巻き込まれるようなことがあって

はならず、平和を維持するための外交努力がいま

ほど求められているときはない。

一方で、人びとの営みをまもるため、政府が役

割を発揮することが求められる。諸物価の高騰に

よって実質賃金の低下に苦しむ労働者が増加する

ことが懸念される。

最低賃金の引き上げは、「持続可能な地域社会

の実現」につながるものであると考える。

本提言を契機として、政府の中小企業対策が強

化され、「全国どこでも 1500 円の最低賃金」が早

急に実現し、国民の誰もが、環境に優しく豊かで

ゆとりある生活を送ることができるように願って

やまない。

（あきやま　まさおみ・全労連副議長、労働総研理事）
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1　2021年最低賃金改定の特徴

（１）2021年度、中央最低賃金審議会が答申
した「目安」の特徴

中央最低賃金審議会（中賃）は昨年（2021 年）、

「すべてのランク一律プラス 28 円」の目安を答申

した。目安を出すにあたり中賃は、「経済財政運

営と改革の基本方針 2021」（骨太の方針 2021）と

「成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ」

に配意して審議を行ってきたと述べている。

その「骨太の方針 2021」は、「民需主導で早期

の経済回復を図るため、賃上げの原資となる企業

の付加価値創出力の強化、雇用増や賃上げなど所

得拡大を促す税制措置等により、賃上げの流れの

継続に取り組む。我が国の労働分配率は長年にわ

たり低下傾向にあり、更に感染症の影響で賃金格

差が広がる中で、格差是正には最低賃金の引上げ

が不可欠である。感染症の影響を受けて厳しい業

況の企業に配慮しつつ、雇用維持との両立を図り

ながら賃上げしやすい環境を整備するため、生産

性向上等に取り組む中小企業への支援強化、下請

取引の適正化、金融支援等に一層取り組みつつ、

最低賃金について、感染症下でも最低賃金を引き

上げてきた諸外国の取組も参考にして、感染症拡

大前に我が国で引き上げてきた実績を踏まえて、

地域間格差にも配慮しながら、より早期に全国加

重平均 1000 円とすることを目指し、本年の引上

げに取り組む」としており、2020 年が「ゼロ」だっ

2022 年最低賃金改定の経過と特徴
衛藤 浩司

たのに対して 3.1％引き上げる目安を答申した。

1978 年度に現制度が始まって以来最大の上げ

幅である一律 28 円引き上げ、加重平均で 930 円

とする目安は、これまで A ～ D の地域ランクご

とに示してきた目安をすべてのランクで一律の目

安額が示されたのも特徴である。もう１つの特徴

は、すべての地方で目安どおりの引き上げなら、

最も高い東京都が 1,041 円、最も低い県が 820 円

となり、全ての都道府県で 800 円を超えることに

なる一方、昨年同様 221 円の格差は縮まらないま

まとなる。

（２）地域間格差の是正を求める地方最低賃金
審議会の答申

2021 年８月 12 日、すべての都道府県で最低賃

金の改定額が答申された。地方最低賃金審議会（地

賃）では労働者委員が目安を上回る引き上げを求

める一方、経営者委員はゼロ円改定を主張するな

ど厳しい審議がすすめられた。

地方労連も大幅引き上げと格差是正を訴えたほ

か、審議会の労働者委員の奮闘もあり、プラス４

円が島根県、プラス２円が２県（秋田・大分）、

プラス１円が４県（青森・山形・鳥取・佐賀）と、

７県で中央最賃の「目安」を上回る答申が出された。

目安を４円上回る金額となった島根県は、６月

の県議会で「最低賃金の改善と中小企業支援策の

拡充を求める意見書」を採択している。意見書は、

「コロナ禍でライフラインを支え続けている労働

者の多くが非正規雇用労働者で最低賃金近傍の低
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賃金で働いている。また、最低賃金が低い C・D

ランクの地域ほど、中小零細企業が多く経済的ダ

メージはより深刻である。この難局を乗り越える

には、GDP の６割を占める国民の消費購買力を

引き上げること、賃金の底上げを図ることが不可

欠である。格差と貧困を縮小するためには、最低

賃金大幅引き上げと地域間格差をなくすことがこ

れまで以上に重要になっている。2020 年の地域

別最低賃金改定は、最高の東京で時給 1,013 円、

島根県など最も低い７ 県では 792 円に過ぎない。

毎日８時間働いても年収 130 万～ 170 万円であ

る。最低賃金法第９条３項の『労働者の健康で文

化的な生活』を確保することはできない。さらに

地域別であるがゆえに、島根県と東京都では、同

じ仕事でも時給で 221 円もの格差がある。若い

労働者の都市部への流出が、地域の労働力不足を

招き、地域経済の疲弊につながっている」として、

①政府は、労働者の生活を支えるため、最低賃金

を抜本的に引き上げるとともに、全国一律最低賃

金制度をめざし地域間格差の是正をはかること、

②政府は、最低賃金の引き上げができ、経営が継

続できるように、中小企業への支援策を最大限拡

充し、国民の生命とくらしを守ること、を国に求

めてきた。

2　2022年、最低賃金改定の特徴

（１）2022年度、中央最低賃金審議会が「目安」
を答申

2022 年６月 28 日（火）から７月 25 日（月）

にかけて４回にわたり中央最低賃金審議会の目安

小委員会が開かれたが、目安額の「水準とその根

拠」についての考えに隔たりが大きく結論を出す

ことができなかった。

８月１日には５回目の目安小委員会が深夜まで

開催された。目安小委員会で労働者側は、物価高

を背景に大幅な引き上げを求めていた。一方、経

営者側は、仕入れ価格の上昇を納入価格へ転嫁し

切れずに収益が圧迫されており、引き上げ幅は小

幅にとどめたい考えで、両者の間で隔たりがあっ

たが、引き上げ額を 30 円台前半とする方向で調

整がすすめられ、同日深夜にようやく決着した。

翌８月２日に開かれた中賃で、A・B ランクで「31

円」、C・D ランクで「30 円」、加重平均で 961 円

（3.3％）を厚生労働相に答申した。

（２）労働者側委員の見解

　労働者側委員は「今後重要なことは、経済を

より自律的な成長軌道にのせていくことであり、

そのためには、経済・社会の活力の源となる『人

への投資』が必要で、その重要な要素の１つが最

低賃金の引き上げにほかならない」と主張した。

そのうえで「現在の最低賃金の水準では、年間

2,000 時間働いても年収 200 万円程度と、いわゆ

るワーキングプア水準にとどまり、国際的にみて

も低位であること、また、連合が公表している最

低限必要な賃金水準では、最も低い県であっても

時間単価で 950 円を上回らなければ単身でも生活

できないとの試算結果が出ていることも踏まえ、

最低賃金は生存権を確保したうえで労働の対価と

してふさわしいナショナルミニマム水準へ引き上

げるべき」と、連合のリビングウェッジの水準を

「最低生計費」として主張している。この点では、

私たち全労連と地方組織が取り組んできた「最低

生計費試算調査」の結果である全国どこでも時給

1,500 円以上（月 150 時間）とは大きな隔たりが

ある。

また、この間の物価高騰について労働者側委員

は「生活水準の維持・向上の観点から消費者物価

上昇率を考慮した引き上げが必要」だと主張して

いる。

2　2022年、最低賃金改定の特徴
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（３）使用者側委員の見解

使用者側委員は「今年度の目安については、引

き続き新型コロナ感染症や、急激な原材料費等の

高騰や物価の上昇、円安の進行、海外情勢等の影

響を受けている中小企業の経営状況や、地域経済

の実情を各種資料から的確に読み取り、各種デー

タによる明確な根拠を基に、納得感のある目安額

を提示できるよう、最低賃金法第９条における３

要素に基づいて慎重な審議を行うべき」と主張し、

「企業の支払能力」を考慮するよう求めた。

また、「『生産性が向上し、賃上げの原資となる

収益が拡大した企業が、自主的に賃上げする』と

いう経済の好循環を機能させることが重要であ

り、スムーズな好循環の実現のため、中小企業に

対する一層の支援を含め、産業構造上の上流から

下流まで、企業規模にかかわらない、さらなる生

産性の向上や価格転嫁を含む取引環境の適正化へ

の支援等の充実が不可欠である」と、最低賃金の

引き上げのための中小企業支援策の強化を求めて

いる。

（４）「目安」の特徴

中賃は８月２日に、A・B ランク「31 円」、C・

D ランク「30 円」、加重平均で 961 円（3.3％）と

の目安を厚生労働大臣に答申した（表）。

特徴の１つは地域間格差を広げる目安だ。昨年

がすべてのランクでプラス 28 円だったのに対し

て、A・B ランクと C・D ランクの格差を 1 円広

げるものとなり、目安どおりだと A ランクの最

高額 1,072 円と D ランクの最低額 850 円との格差

は 222 円となる。審議会に示された賃金上昇率は、

A ランクで 1.4％、B で 1.3％、C で 1.6％、D で 1.9％

と最低賃金が低い地域ほど高くなっているのに逆

行するものである。

特徴のもう１つは、異常な物価高を反映してい

ないことだ。「今年度は、特に労働者の生計費を

重視した目安額とした」としているが、少なくと

も３％程度の物価上昇を考慮すれば、昨年の 28

円に物価上昇分を加味しなければ現在の生計を維

持することすらできない低水準と言える。

3　全労連・国民春闘共闘委員会のたた
かい

全労連と国民春闘共闘委員会は、今年に入り 1

月 27 日に厚生労働省に対して目安の在り方に関

する全員協議会への意見書と署名を提出し、①現

在 4 つあるランク制度を段階的に減らして、最低

賃金の全国一律化を図ること、②最低賃金額の決

定は、単身で 8 時間働けば人間らしく暮らせる

1500 円とすること、③改定にあたっては、科学的、

民主的な調査を実施し、分析すること、④すべて

の審議を公開とすることを求めた。

2 月 6 日の「第一次最賃デー」は「ローカルビッ

グアクション」として 30 地方で実施（昨年、18

地方）、東京では新宿駅東口での宣伝行動には 70

人が参加した。

また、2 月 10 日には「最賃院内学習会＆最賃

運動全国交流会」を開催し、会場 30 人、オンラ

イン 70 人が参加。院内学習会は國學院大學の小

越洋之助名誉教授が「全国一律最低賃金の実現に

向けて、最低賃金法の問題点を考える」と題して

表　中央最低賃金審議会の「目安」額
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講演。議員 9 人（自民、共産、立憲、国民、れい

わ）、秘書 10 人が参加した。最賃運動全国交流集

会は、地元国会議員への要請行動や地方自治体で

の意見書採択を求める取り組みなどを交流し、春

闘期の最賃運動の取り組みを提起した。

3 月 2 日には「22 春闘総決起集会＆請願署名

提出行動」が取り組まれ、参議院議員会館講堂に

は約 200 人が参加し、「新いのち署名」・「全国一

律最賃署名」の提出と、労働法制 2 署名の議員要

請を手分けして行った。最賃署名 12 万 1517 筆を

103 人の紹介議員に届ける取り組みを行った。

３月 29 日には厚生労働省「政策統括官要請」

が取り組まれ、最低賃金の大幅な引き上げと全国

一律制度の早期実現を求めた。

4 月 15 日は「第二次最賃デー」として、厚生

労働省に対して署名（168 団体・640 人分、総計

590 団体・7,642 人分）と VOICE（438 人分）を

提出するとともに、最賃近傍で働く人たちが記者

会見を行い、生協労働者とオリンパスの子会社で

働く人が記者会見で厳しい生活実態を訴えた。

５月 11 日の中央行動は「第三次最賃デー」と

して「全国一律最賃署名」の提出と紹介議員の要

請行動を行った。当日は、全国から

約 200 人が参加。署名は 3 月提出分

とあわせて 18 万 5,178 筆を提出す

るとともに、与野党の参院議員、衆

参の厚生労働委員に紹介議員の要請

を行い、その日のうちに 1 議員が応

諾の回答を寄せた。

6 月 24 日の「第四次最賃デー」は、

午前中に厚生労働省と中小企業庁へ

の要請行動、お昼休みは非正規セン

ターの厚労省前行動に合流した。14

時からは厚生労働省で兵庫県と高知

県の最低生計費試算調査結果につい

ての記者会見を行った。

7 月 15 日の「第五次最賃デー」は、雨天のた

め予定していた日本商工会議所前での宣伝行動は

中止し、夕方にディーセントワーク宣伝を新宿駅

西口地下で行い、50 人が参加した。

そのほか、6 月 26 日から 8 月 1 日まで 5 回に

わたって開催された中賃の目安小委員会の開催に

合わせて、全労連・国民春闘共闘のほか全労協な

どとともに最低賃金の大幅な引き上げを求める宣

伝行動を展開した。

4　最低賃金引き上げの議論は地方最低
賃金審議会へ

目安を受けて、各地方で最低賃金の引き上げ額

について審議が続けられてきた。８月 23 日に山

梨県と岩手県で答申が出され、すべての都道府県

で最低賃金の引き上げ額の答申が出そろった（最

賃マップを参照）。今年の特徴は、中賃で A・B

ランクと C・D ランクの格差を広げる目安が出さ

れたのに対して、格差の縮小を求める地方の抵抗

で、C・D ランクを中心に目安を１円から３円上

回る改定額を答申したことだ。昨年は７県で目安

地域別最低賃金マップ

資料：全労連作成

https://rodosoken.com/



《特集》新型コロナ禍・日本型グローバリゼーションと中小企業

24

を上回る答申が出されたのに対して、地域間の格

差是正を求める地方の声の広がりで、今年は 22

県で目安を上回る改定額が答申され、地域間の格

差も 221 円から 219 円と２円縮まった。

プラス３円は５県（島根・岩手・鳥取・高知・

沖縄）、プラス２円は８県（山形・大分・愛媛・佐賀・

長崎・熊本・宮崎・鹿児島）、プラス１円は９県（兵

庫・茨城・山梨・北海道・新潟・山口・徳島・青

森・秋田）となっている。

「答申」のもう１つの特徴は、中小企業に対す

る支援を求める付帯決議が増えていることだ。

岩手県の「答申」の付帯決議は、「中小企業・

小規模事業者への実効性のある支援のための現行

制度の拡充及び早急な制度創設を次のとおり政府

に対し要望する」として、以下の３点を挙げている。

①賃上げのための環境整備として、業務改善助

成金の拡充、及び賃上げ分を補填するような

新たな助成金の早急な創設を求める。

②企業間取引の適正化、価格転嫁に関する問題

解消を目指し「パートナーシップによる価格

創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」及

び「取引適正化に向けた５つの取組」等の施

策を確実に実行するよう求める。

③賃金引き上げに起因する就業調整の原因とな

る税控除制度の見直しや社会保険料の減免措

置等の検討を求める。

としている。また、兵庫県では「社会保険料の事

業主負担部分の免除・軽減をはじめとした社会保

険料・税の負担軽減策など十分な支援策を行うこ

と」が明記されたほか、滋賀県でも「中小企業、

小規模事業者に対し、価格転嫁できる環境と各種

支援策を拡充すること」などの要望が付帯された。

5　全国一律制度の実現を求める全労連

日本以外で地域別最低賃金制度を採用している

国は少ない。州別最低賃金制度をとっているカナ

ダ以外のＧ７加盟国である米国、英国、ドイツ、

フランスのほか、韓国も全国一律の最低賃金制度

を採用している。地方からも地域間の格差是正を

訴える声があがっている。

全国労働組合総連合（全労連）は、1989 年の

結成時から「私たちは、大幅賃上げ、全国一律最

低賃金制の確立、労働時間短縮、『合理化』反対、

雇用保障、働く女性の地位向上、ILO 条約など国

際労働基準への到達をはじめとする労働者の切実

な要求の実現をめざします」と、全国一律最低賃

金制度の確立を掲げてきた。翌年の 1990 年 10 月

には「全国一律最低賃金制にたいする全労連の政

策」を発表し、最低賃金の決定基準を「健康で文

化的な生活を営むために必要な生計費を基本」と

することや、最低生計費は「単身者の理論生計費

によって算出」することなどとし、最低生計費試

算調査を取り組んできた。これまで、27 都道府

県で４万 6,800 人の協力を得て「最低賃金は都市

と地方で差がないこと」「月額 25 万円・時間額

1,500 円（月 150 時間）以上必要」であることを

明らかにしてきた。

「最低賃金、誰でもどこでも 1500 円以上」とい

う私たちの要求は広く認知され、最低賃金の引き

上げが市民連合と立憲野党の政策合意に盛り込ま

れた。「格差と貧困を是正する」項で、「最低賃金

の引き上げや非正規雇用・フリーランスの処遇改

善により、ワーキングプアをなくす」としている。

そして、2021 年に行われた衆議院議員選挙や今

年行われた参議院選挙でも立憲、共産、社民、れ

いわ４野党が「最低賃金 1500 円」を公約に掲げた。

全労連は、2024 年の最低賃金法の改正を実現

するために「最低賃金アクションプラン 2024」

を補強し、今後も運動を大きく広げていく。

（えとう　ひろし・全労連常任幹事）
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1　韓国の最低賃金制度

韓国で最低賃金（以下、「最賃」）に関する規定

は、1953 年労働基準法（韓国では「勤労基準法」）

が制定される際に、最賃に関する条文（第 34 条１

と第 35 条２）が設けられた。しかし、経済が最

賃に応えられるほどの水準ではないと判断し、運

用を見送った。1970 年代中盤以降、韓国政府は、

行き過ぎた低賃金を解消するために企業に対して

行政指導を行ったものの、目的を達成することは

できなかった。低賃金の解消及び労働者の一定水

準以上の安定生活を保障するために、1986 年、「最

低賃金法」が制定されて 88 年から施行された。

同法では、最賃の目的を「労働者に対し賃金の

最低水準を保障し、労働者の生活安定と労働力の

質的向上を図ることによって国民経済の健全な発

展に資する」こととしている。最賃は、決定基準

として労働者の生計費、類似労働者の賃金、労働

生産性及び所得分配率などを考慮して定めること

になっている。

毎年、最低賃金委員会が翌年の最低賃金を審議・

議決し、雇用労働部長官（日本の厚労大臣）がそ

れを決定しているが、最賃委員会の審議が尊重さ

れている３。同委員会は、公労使の代表者各９人

によって構成されているが、議決は在籍委員の過

半数の出席と出席委員の過半数でなされる。議決

の際には、労使代表委員はそれぞれ 1/3 以上出席

をしなければならない。ただし、２回以上出席要

韓国の最低賃金引き上げと中小企業
呉　 学殊

求をされても正当な理由なく出席しなければその

限りでないとされている。公益委員の案に労使の

どちらかが賛成して最賃が決まることが多い。

2022 年の場合、労働者委員の一部（４人）が退

場する中、5.0％アップし 9,620 ウォンとする公益

委員案に対し、賛否を問うた結果、賛成 12 人、

反対１人、棄権 10 人４という割合で同案が議決

された。議決の前に労使が４回にわたりそれぞれ

の案を次のように出した。

すなわち、1 回目労 18.9％対使凍結、２回目労

12.9％対使 1.1％、３回目労 10.1％対使 1.6％、４

回目労 10.0％対使 1.7％であった。公益委員は、

労使の案の隔たりが大きすぎる中、労使からの要

請を受けて、審議促進区間の最賃案を示した。上

限は 7.6％、下限は 2.7％であったが、それに対し

ても労使の歩み寄りが見られない中、上記の通

り、公益委員案が提示された。なお、同公益委員

案の根拠は、2022 年、経済成長率の予想値 2.7％

＋消費者物価上昇率の予想値 4.5％－就業者増加

率 2.2％であるとされているが、主に労働者の生

計費基準を重視して出されたものとみられる。

最賃決定をめぐる労使の攻防は激しく法定の審

議期間を過ぎることが多いが、2022 年の場合、

８年ぶりに期限を守ったという（労使の攻防の激

しさについては後述）。

2　最賃の引き上げ推移

1988 年以降、韓国の最賃（時給）と引き上げ

韓国の最低賃金引き上げと中小企業https://rodosoken.com/
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率は、図１のとおりである。最賃制度の施行以

降、35 年間、最賃の平均引き上げ率は 9％であっ

た。施行してから間もない時期に相対的に引き上

げ率が高かったが、保守と革新の政権交代があっ

た 2000 年以降を見ると、革新系の金大中大統領

（1998 年～ 2003 年）と盧武鉉大統領（2003 年～

08 年）の在任期間中の平均引き上げ率は 9.8％、

10.6％と平均以上であった。保守系の李明博大統

領（2008 年～ 13 年）と朴槿恵大統領（13 年～ 17 年）

はそれぞれ 5.2％、7.4％であった。直近、革新系

文在寅大統領（17 年～ 22 年）は 7.4％と朴槿恵

大統領と同じ割合であった。各大統領の在任期間

中、国内外の経済・社会情勢などが異なるので、

単純比較には無理があるものの、革新系の大統領

の時期に最賃の引き上げ率は高い傾向がみられる

といってよかろう。なお、韓国の最賃は、日本の

地域別最賃と違って、全国一律である。

韓国で最賃に対する国民の注目が最も高かった

のが、大統領選挙があった 2017 年と、文在寅大

統領の就任以降１年目の最賃決定である。2018

年に適用される最賃の引き上げ率が 16.4％と、

2000 年以降、２番目の高さであった。2001 年の

16.6％は、1997 年経済危機以降、２年間押さえら

れた最賃水準を正常化する意味もあって高い引

き上げ率が理解できるものの、2017 年はそのよ

うな経済的状況ではなかったからである。2017

年、朴大統領の弾劾に伴う大統領選挙の際に、５

人の主要立候補者が揃って最賃水準を１万ウォン

に掲げたが、文大統領は 2020 年までにそれを達

成する公約であった。それを達成するために５、

16.4％という大幅な賃上げ率となったが、それは、

立候補者の共通公約であり、また、所得主導成長

の成長戦略の一環であった。しかし、大幅最賃引

き上げによって中小企業への否定的な影響が予想

されて、支援策を講じることになった（後述）。

韓国の最賃は、前述の通り、全国一律であり、

また、具体的な金額を決めるので、労使の攻防が

激しい。毎年、委員会の会議が重なるにつれて労

使の最賃提示率の隔たりは多少縮小していくが、

最終提示率でも依然として大きい。労使の攻防の

激しさは、最賃決定の際に、最終的に提示する引

き上げ率から読み取ることができる。今まで労使

が同じ最賃引き上げ率を示したのは、1994 年、

96 年、2000 年、08 年、09 年と５回しかなく、そ

のほかは違う引き上げ率を示した（図２参照）。

最終提示率は大変重要な意味を持つ。それは、

公益委員が労使のどちらかの提示率に賛成すれば

それが最賃として決定されるからである。もちろ

図１　韓国の最賃と引き上げ率の推移（単位：ウォン、％）

資料出所：韓国最低賃金委員会 HP「年度別最低賃金決定現況」
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ん、労使の提示率に隔たりが大きければ、公益委

員はどちらかに賛同することに負担感が大きい。

その際には、公益委員が自らの案を示して労使の

賛同を得る形で最賃を決定しているが、多くはこ

れに当たる。特に最近はそういう傾向が強い。そ

ういう意味で、前記のとおり、労使の同一最賃引

き上げ率の提示は極めて異例である。労使の最終

提示率の隔たりは、時期によって異なるが、最も

大きかったのは 2016 年と 2017 年であった。朴大

統領の弾劾という社会的な不安と最賃１万ウォン

への期待、また、労働側委員の競合など６により、

労働者委員の要求が非常に高まった中で、出され

た労働者委員の提示率であったのである。

最低賃金の影響率７と未満率８についてみてみ

ることにする（図３参照）。影響率は最賃が大幅

に上がった 2018 年と 19 年、それぞれ 18.0％、

18.3％と最も高く、最賃によって賃金が上がる対

象労働者が多かった。ところが、最賃を下回る未

満率は、影響率が最も高かった 2018 年と 19 年に

それぞれ 5.1％、4.8％と相対的に低く抑えられて

いる。それは、後述の政府の支援策による影響が

大きいと見られる。

3　中小企業への支援、その効果と課題

韓国政府は、2018 年に適用される大幅最賃引

き上げ（16.4％）の中小企業へのマイナス影響（過

度な人件費負担や雇用削減など）の最小化に向け

て次のような対策を講じた９。

第１に、｢雇用（일자리）安定資金｣ による直

図３　最賃の影響率と未満率の推移（単位：％）

図２　労使の最賃決定時の最終提示率の推移（単位：％）

韓国の最低賃金引き上げと中小企業

資料出所：韓国最低賃金委員会 HP「最低賃金提示現況」

資料出所：韓国最低賃金委員会 HP「最低賃金の影響率と未満率」
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接支援である。2018 年、支援対象要件や支援額

等は次のとおりである。①支援対象は、雇用労働

者数が 30 人未満で雇用保険に加入している事業

主。例外的にマンションの警備 ･ 清掃関係の事業

主には、雇用労働者数が 30 人以上も対象。②賃

金が月 190 万ウォン未満の労働者であること。

対象労働者の範囲を、新しい最賃の月額（157 万

ウォン）の 120％までにして、できるだけ広くし

ようとした。③支援額は、対象労働者１人当たり

月 13 万ウォンであるが、それは、新しい最賃が

過去５年平均引き上げ率（7.4％）より高い９％

分に当たる金額（12 万ウォン）とそれに伴う労

務費用（１万ウォン）から試算したものである。

政府は、雇用安定資金に必要な１年間の費用約

３兆ウォン 10 を予算化したが、同予算は、約 300

万の支援対象労働者を見込んだものである。同安

定資金は、2021 年まで毎年約３兆ウォンが予算

化されて執行された。2022 年の場合、６月まで

の予算が 4,286 億ウォンである。新政権の下で同

安定資金の事業は終了する見込みである。

第２に、社会保険料負担の軽減である。雇用安

定資金の支援対象者を雇用保険加入事業主とした

が、それはセーフティネットを拡充するためであ

る。しかし、保険料の負担を回避するために雇用

保険に加入しない事業主もありうるが、全事業主

が雇用保険に加入するように負担を軽減するこ

とにした。雇用保険料および年金保険料の 80 ～

90％を政府が肩代わりすることにした。それだけ

ではなく、健康保険料も新規加入者に限り、50％

軽減した。その結果、労働者１人当たり社会保険

料の負担は、13 万 7,700 ウォンから１万 7,420 ウォ

ンへ減り、87.3％も軽減された。その結果、雇用

保険新規加入の事業主（５人未満）の場合、最賃

引き上げによる実質の負担増が労働者１人当たり

10 万 7,440 ウォンと見込まれる。

雇用安定資金の受給要件として雇用保険加入を

設定したことにより、雇用保険新規成立事業場数

と新規被保険者数がそれぞれ大幅に増加した。

同安定資金の支給対象となっている 30 人未満に

限ってみてみると、雇用保険新規成立事業場数は

実施前の 2017 年 123 万 6,262 事業場から 2020 年

181 万 2,737 事業場へと 46.6％増加した。５- ９人

と 10-29 人の事業場は減ったものの、５人未満が

大幅に増加したことによる。また、新規加入被保

険者数は、各同年 564 万 2,169 人から 623 万 1,784

人へ 10.5％増加したが、いずれの規模でも増加し

た。雇用保険新規成立事業場と被保険者数の増加

が専ら同安定資金の影響だけであるとは限定でき

ないが、大幅な増加を鑑みると、関係性が大きい

といえる（表１参照）。

このように雇用保険新規成立事業場数と被保険

者数が、コロナ禍の中でも増加したことに注目す

べきところである。コロナによる事業の廃止や雇

用削減の恐れがある中、両指標がむしろ増加した

ことは政府の支援が功を奏したといえる。また、

30 人未満事業場の労働者の平均勤続年数は 2017

年 3.9 年から 2020 年 4.6 年に増加し、低賃金労働

者 11 の割合も同時期 22.3％から 16.0％に減ったこ

とも政府の支援が大きかったのではないかとみら

れる。そして、最賃未満率も、前記のとおり、

表１　雇用保険の新規成立事業場所数と新規加入被保険者

資料出所：雇用労働部・雇用情報院「雇用保険統計表」各年。
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2018 年 5.1％、19 年 4.8％、20 年 4.4、21 年 4.4％

と相対的に低い水準に留まっているのは政府の支

援効果といえよう。

第３に、経営上の諸費用負担の緩和および公正

取引秩序の確立である。クレジットカード手数料

の引き下げ、店舗賃貸料引き上げの抑制、チェー

ン店 ･ 請負契約の公正な取引等である。クレジッ

トカード手数料の引き下げについてみてみると、

年間売上高が５億ウォン未満の事業所に対して

は、2018 年から３億ウォン以下：1.3％→ 0.8％、

３億ウォン超～５億ウォン以下：2.5％→ 1.3％、

それに加えて 2019 年からは売上高：５億ウォン

～ 10 億ウォン：2.05％→ 1.4％、10 億ウォン～ 30

億ウォン：2.21％→ 1.6％に引き下げられた。また、

30 億ウォン～ 100 億ウォン：2.2％→ 1.9％、100

億ウォン～ 500 億ウォン 2.17％→ 1.95％にそれぞ

れ引き下げられた 12。韓国では原則どんなに小規

模事業所でもクレジットカードが一般的に使われ

ているので、カード手数料の引き下げは全ての小

規模事業所にも適用されるものとみてよく、その

効果は大きい。

2018 年、16.4％という大幅な最賃引き上げ率に

より、中小企業の人件費負担から多くの失業者が

発生するのではないかと憂慮されていた。しかし、

分析によると 13、全体の雇用には意味のある影響

が見られない中、日雇労働者のみにわずかな影響

があるが、雇用は 0.324 ～ 0.541％ポイント減少、

時給は 7.04 ～ 10.72％の増加が見られるという。

しかし、最賃の大幅引き上げに対する批判が強

まる中、企業の負担を軽減するために、最低賃金

表２　賞与や福利厚生の最賃未算入比率

出所：韓国最低賃金委員会「2022 年度最低賃金パンフレット」。

法の改正を行い、最低賃金の算定に含まれる範囲

を、既存の基本給や職務手当に加えて毎月１回以

上定期支給の賞与や食事補助などの福利厚生の現

金給付も段階的に多く含まれるようにし、2024

年からは全てが最賃算定に含まれる（表２参照）。

改正法は 2019 年から段階的に適用されるが、そ

の影響は極めて小さいのではないかと見られる。

それは、最低賃金の影響を受ける労働者にはそも

そも賞与や福利厚生が支給されない可能性が高い

からである。

2022 年５月、政権交代により、保守政党出身

者が大統領に就任した。それに伴い雇用安定資金

制度が廃止となった。それにより、中小企業労働

者の雇用や賃金、雇用保険加入率、最賃未満率な

どにどのような影響が現れるのかが注目される。

4　日本への示唆

韓国では、2017 年大統領選挙の際に、主要立

候補者が公約として最賃１万ウォンを掲げたが、

当選した文在寅大統領は、立候補者の共通公約

である最賃１万ウォンを達成するために 2018 年

16.4％という大幅引き上げを断行した。大幅引き

上げによる中小企業への影響を最少化するため

に、雇用安定資金、雇用保険料の補助やクレジッ

トカード手数料の引き下げなどを行った。その結

果、大幅引き上げにもかかわらず、最賃の未満率

は前年よりむしろ下がり、その後も低水準に留

まっている。雇用への否定的な影響はほとんど見

られない中、政府の雇用保険支援対象となる 30

韓国の最低賃金引き上げと中小企業https://rodosoken.com/
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人未満の事業所及び労働者の雇用保険加入率は上

がりセーフティネットの強化につながった。

2023 年、韓国の最賃は 9,620 ウォンと日本円で

換算すると約 962 円となり、日本の最賃加重平

均の 961 円を上回ることになる。OECD による

と 14、労働者１人当たり平均年収は、2015 年、

韓国が日本を上回りその後差を広げているが、最

賃も来年から同じ傾向が見られることになるだろ

１　「一定の事業または職業に従事する労働者のために最低賃金を定めることができる。」
２　「使用者は最賃に満たない額で労働者を使用することはできない。」そのほか、障害者などの対象外の規定もある。
３　最低賃金法の第 8 条では、「雇用労働部長官は、毎年 8 月 5 日まで最賃を決定しなければならない。その場合、同長官は最低

賃金委員会に審議を要請し、同委員会が審議して決定した最低賃金案にそって、最低賃金を決定しなければならない。」と定め
られているからである。

４　票決の宣布後に退場した 9 人の使用者委員の場合、棄権とみなされた。
５　2020 年 1 万ウォンを達成するためには毎年平均 15.7％の引き上げが必要であった。
６　韓国の労働組合組織率は 2020 年 14.2％であるが、主なナショナルセンターは韓国労総と民主労総がある。前者の組合員数は

1,154 千人と全組合員の 41.1％を占め、後者は 1,134 千人と 40.5％を占めており、両ナショナルセンターの勢力は拮抗している。
2018 年と 19 年は、民主労総の組合員数が韓国労総より多くなったことがある。最近、両ナショナルセンターがより多くの組合
員を獲得するために、最賃要求を高く設定しているが、2017 年と 18 年が代表的である。なお、最賃労働者委員は、韓国労総に
5 人、民主労総に 4 人割り当てられている。

７　影響率は、当該年（最賃決定をする年）に決定された最賃が次年度適用される場合に、最賃違反を免れるために、賃上げを
しなければならない労働者が全労働者に占める割合である。ちなみに、韓国の場合、最賃の決定は、最賃の適用年の前年に行
われることになっている。また、影響率は企業に対して行っている雇用労働部の「雇用形態別勤労実態調査」に基づいている。
労働者個人に対する「経済活動人口付加調査」による影響率も合わせて示されているが、企業調査より影響率が高い。例えば、
2022 年の影響率は、雇用形態別勤労実態調査では 4.7％であるのに対し、経済活動人口付加調査では 17.4％である。個人調査よ
り企業調査のほうがより正確であると考えられるので、本稿では企業調査を採択している。

８　最賃未満の労働者が全労働者に占める割合である。調査は影響率と同じである。
９　この部分は呉学殊（2018）「韓国で最賃大幅引き上げの動き」『月刊労働組合』3 月号から多く引用した。
10　2019 年の場合 2 兆 9,165 億ウォン、2020 年の場合 2 兆 6,610 億ウォンが予算として計上された。2021 年は、12 月 17 日まで 2

兆 342 億ウォンが執行され、支援を受けた事業所は約 75 万所、対象労働者は約 315 万人にのぼった（雇用労働部 2021「報道資
料：2022 年仕事安定資金 6 か月継続支援」（2021 年 12 月 23 日発表））。

11　中位賃金の 2/3 未満。
12　金融委員会「報道資料：2018 年適格費用算定を通じたカード手数料改編」（2018 年 11 月 26 日発表）。
13　金テフン（2019）「最低賃金引上げの雇用及び賃金効果」韓国労働研究院『労働政策研究』2019 年第 19 巻第 2 号。
14　ＯＥＣＤ（https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=64160）

【参考文献】（一部除き、全て韓国語）
・金テフン（2019）「最低賃金引上げの雇用及び賃金効果」韓国労働研究院『労働政策研究』2019 年第 19 巻第 2 号
・金融委員会（2018）「報道資料：2018 年適格費用算定を通じたカード手数料改編」（2018 年 11 月 26 日発表）
・韓国最低賃金委員会 HP「年度別最低賃金決定現況」
・韓国最低賃金委員会 HP「最低賃金提示現況」
・韓国最低賃金委員会 HP「最低賃金の影響率と未満率」
・韓国最低賃金委員会（2022）「2022 年度最低賃金パンプレット」
・呉学殊（2018）「韓国で最賃大幅引き上げの動き」『月刊労働組合』3 月号（日本語）
・雇用労働部（2021）「報道資料：2022 年仕事安定資金 6 か月継続支援」（2021 年 12 月 23 日発表）
・雇用労働部・雇用情報院「雇用保険統計表」各年

う。

日本の最賃は最近毎年約３％引き上げられてい

るものの、G7 の中で最低水準であり、来年から

韓国にも抜かれる。日本の最賃についてその適正

水準や引き上げ、また、セーフティネットの強化

などの面から検討するに当たり、韓国から何らか

の示唆が得られることを期待する。

（おう　はくすう・労働政策研究・研修機構統括研究員）
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はじめに（下請二法の新局面とは）

新型コロナの感染拡大から２年７カ月、下請二

法（独占禁止法を補完する「下請代金法」と「下

請振興法」）をめぐる最大の動きは、①燃料や半

導体など原材料費高騰の価格転嫁問題、②労働者

の賃金や最低賃金の引き上げを如何にして取引価

格に反映させるか、という点である。

この間に、政治の舞台では、2020 年８月に安

倍首相が退陣して、９月に菅首相が誕生、翌 21

年９月には岸田首相にバトンタッチされた。首

相は変わったが、「アベノミクス路線の継続」と

いう点では大方の見方は一致している。本稿が検

証する下請二法の新局面においても、指導者が変

わったことによって、力の入れ具合に違いはあ

るものの、歴代政権が掲げた経済財政の骨太方

針・労働分野の政策＝賃上げで消費拡大、物価上

昇２％目標を念頭にしたものである。賃上げは財

界・大企業の抵抗によって低額に抑え込まれてい

るが、同時に、大幅な賃上げや最低賃金の引き上

げ、下請取引の改善は、全労連などたたかう労働

組合が強く求めてきた運動が反映したものである

ことを強調したい。

下請二法は、当初から守られない「ザル法」と

言われてきた。しかしながら、公正取引委員会（以

下、「公取委」）が主管する下請代金法は、2003

年の改正で、違反した親事業者は社名を公表され、

マスコミや世論から「ブラック」なイメージで見

下請二法の新局面
相田 利雄・中島 康浩

られるようになるなど、一定の抑止効果をもつよ

うになった。その後も、自動車業界、コンビニ業

界などと毎年、重点業種を定めて指導を強めてい

る。一方の中小企業庁（以下「中企庁」）が主管

する下請振興法の「振興基準」とその中の「対価

の決定方法」は、下請取引の規範（ガイドライン）

を示したもので、2016 年改正で最低賃金の引き

上げを加味するようにと補強されたが、違反して

も罰則はなく、相変わらず守られていない。

ザル法の目を塞ぎルール化するのは、改正点を

アピールする運動である。原材料の高騰は避けら

れず、最低賃金は大幅に引き上げられる必要があ

る。これが下請代金に反映されない不公正な取引

は、労働組合（上部団体など）が告発したり記者

発表することができる。こうした運動に資するよ

う、下請二法をめぐる動きと新局面を整理してお

きたい。

1　中小企業が直面する不公正な取引問題

下請二法改正の動きを検証する前に、下請取引

の現状の問題点を見てみよう。

① まず、下請いじめの実態である。公取委が

発表する「下請法の運用状況」（2021 年度）よ

り、勧告または指導を行った下請法違反行為の類

型別件数を見ると、その特徴がわかる。全体では

14,011 件で、うち、発注書面の交付義務など手続

規定に係る違反が 6,133 件、親事業者の禁止行為

を定めた実体規定に係る違反が 7,878 件となって

下請二法の新局面https://rodosoken.com/
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いる。とくに、被害が切実な実体規定違反の行為

別件数は、「支払遅延」が最も多く 4,900 件（実

体違反合計の 62.2％）、次いで「下請代金の減額」

が 1,195 件（同 15.2％）、「買いたたき」が 866 件（同

11.0％）となっており、この３つの違反行為が全

体の９割弱を占めている（図１参照）。

このような違反件数は「氷山の一角」と言われ

ているが、公取委ではこうした件数の掌握ととも

に、新型コロナ時代の違反行為の特徴として、①

買いたたきに関連するもの、②新型コロナウイル

ス感染症に関連するもの、③フリーランスに関連

するもの、働き方改革に関連するものなど、下請

法違反の実例を紹介して注意喚起している。

② 次に、価格の転嫁問題である。中企庁は

2022 年４月、2022 年版「中小企業白書」を発表

した。この中で、原油・石油製品の価格高騰によ

るコスト上昇分の価格転嫁について、「まったく

転嫁できていないとする割合は全体の約７割を占

める」と指摘した（吉田論文図６参照）。さらに、「コ

スト変動を価格転嫁できなかった際の対応」とし

て最も多かったのは「利益の減少（対応なし）」で、

約 71％に上ることを紹介している。多くの中小

企業が価格転嫁できず、適切な対応も取れていな

い実態が明らかになった。最近では、本年４月以

降、企業物価指数は 8.6 ～ 10.0％の高水準で推移

しているのに対して、消費者物価指数は同時期に

2.4 ～ 2.6％である。タイムラグはあるものの、末

端の小売店や飲食店などにしわ寄せされている。

③ 以上のような下請法違反の件数と実例が示

すように、親事業者（主として大企業）が優越的

な地位を濫用し続けてきた結果、労働者の賃金は

企業規模別に大きな格差が広がっている。厚生労

働省「毎月勤労統計調査」によれば、大企業労働

者の賃金を 100 とすると、５～ 29 人の小規模事

業所の労働者の賃金はわずか 53 である（図２参

照）。

2　関係機関による下請二法改正の動き

（１）2016年の下請二法改正の特徴

公取委と中企庁は 2016 年 12 月に下請二法の運

用基準を改正し、閣議決定された。主な改正点は、

下請代金法では、トヨタをはじめ自動車産業など

に蔓延している「合理性のない定期的な原価低減

要請による買いたたき」などを違反行為事例に追

加したこと。さらに、自動車に加えて、大型店、

図１　コロナ禍で買いたたきが増加（下請法違反行為
の類型別件数）

注：①この他に、受領拒否 48 件、返品 11 件、報復措置 12 件がある。
②手続き規定違反では、書類交付義務違反 5,401 件、書類保存義務違

反 732 件がある。
資料：公正取引委員会「令和３年度における下請法の運用状況」

注：①１人平均月間給与総額は、時間外手当を含み、一時金などの特別に
支払われた賃金（年収）を 12 で除した金額。

② 2011 年以前は「時系列比較のための推計値」である。
資料：厚生労働省「毎月勤労統計調査」2021 年版

図２　小企業の賃金は大企業の約半分（規模別常用労
働者・月間現金給与総額）

https://rodosoken.com/



33

貨物運輸、建設業、アニメ産業などをターゲット

に違反行為事例を大幅に増やした。実効性を図る

ため、業種別ガイドラインの改定、自主行動計画

の策定、下請Ｇメンの訪問調査などを実施するこ

ととした。

一方の下請振興法では、振興基準の「対価の決

定方法」の中に、「最低賃金の引上げなどを加味

して…決定すること」が初めて明記された。但し、

最賃引き上げなどの労務費上昇分の単価引き上げ

を求めたものではなく、「協議すること」を求め

たものである。

（２）コロナ禍で下請二法をめぐる関係省庁の
対応

① 経済産業省はいち早く 2020 年の２月 14 日、

「新型コロナウイルス感染症により影響を受けて

いる下請等中小企業との取引に関する配慮につい

て」と題する通達を、親会社である関係事業者団

体に発出した。その内容は、第１に、新型コロナ

の発生に伴って親事業者は、下請事業者に対して、

①通常支払われる対価より低い対価による下請代

金の設定、②適正なコスト負担を伴わない短納期

発注や部品の調達業務の委託など、負担を押しつ

けることがないよう、十分に留意することとした。

また第２に、新型コロナの影響を受けた下請事業

者が事業活動を維持し、又は今後再開させる場合

には、できる限り従来の取引関係を継続し、ある

いは優先的に発注を行うよう配慮することを求め

た。

② 公取委は 2021 年９月８日、新たな地域最賃

の発効を前に、下請二法の周知と、中小企業への

不当なしわ寄せ防止のための実行計画をまとめ

た。公取委の実行計画では、政府が「価格交渉促

進月間」に指定した９月以降、下請事業者を対象

にした相談窓口の設置や、定期調査での「最賃引

上げを含む労務費や原材料上昇の影響に関する追

加調査」、買いたたきの多い業種への調査拡大な

どを順次行い、法違反には「厳正に対処していく」

とした。また、下請事業者が、最賃引き上げによ

る人件費上昇分を価格に反映するよう求めている

のに、発注元が一方的に単価を据え置いて発注す

ることは「買いたたきに該当するおそれがある」

として、公取委は疑義応答集などで明示している。

③ 関係省庁の新対応に連動して、中企庁は

2022 年 7 月 29 日、下請振興法の「振興基準」を

新型コロナやウクライナ対応に改定した。改定に

よる主な新規追加事項（親事業者の取組内容）は

つぎのとおりである。

１）価格交渉・価格転嫁＝①毎年９月及び３月

の「価格交渉推進月間」の機会を捉え、少なくと

も年に１回以上の価格協議を行うこと。②労務費、

原材料費、エネルギー価格等が上昇した下請事業

者から申出があった場合、遅滞なく協議を行うこ

と。③下請事業者における賃金の引上げが可能と

なるよう、十分に協議して取引対価を決定するこ

と。

２）支払方法・約束手形＝①下請代金は、物品

等の受領日から起算して 60 日以内において定め

る支払期日までに支払うこと。②令和８（2026）

年の約束手形の利用廃止に向け、できる限り、約

束手形を利用せず、現金支払いを行うこと。

３）パートナーシップ構築宣言＝①パートナー

シップ構築宣言（後述）を行い、定期的に見直す

こと。また、社内担当者・取引先に宣言を浸透さ

せること。

４）知的取引・その他＝①下請事業者の秘密情

報（ノウハウ含む）の提供や開示を強要しないこ

と。②下請事業者の直接的な利益に十分配慮した

協議や書面等での合意を行わずに、協賛金、協力

金等を要請しないこと。③取引上の交渉の際に、

威圧的な言動による交渉を行わないこと。

下請二法の新局面https://rodosoken.com/
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（３）パートナーシップ構築宣言について

新型コロナの影響が長引く中で、経済産業省は

2020 年５月 18 日、取引条件の「しわ寄せ」が懸

念されるとして、経団連会長、日商会長、連合会

長及び関係大臣が協議して、「パートナーシップ

構築宣言」の仕組みを導入することで合意した。

これは、大企業と中小企業の共存共栄の関係を構

築するというものである。

この内容の第１は、サプライチェーン全体の共

存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携が謳わ

れている。第２に、「振興基準」の遵守である。

具体的項目は、①価格決定方法、②型管理などの

コスト負担、③手形などの支払条件、④知的財産・

ノウハウ、⑤働き方改革等に伴うしわ寄せ、など

である。第３に、その他として、任意に記載する

事項を記述するようになっている。最後に、同意

する企業名と代表者名を列記して、宣言の PDF

版を作成する。これを、全国中小企業振興機関協

会が運営するポータルサイトに登録し、公開する

というもの。

2022 年８月５日現在、同宣言企業数は 12,200

社まで拡大してきたが、うち大企業は 820 社（宣

言数の 6.7％）にすぎない。参加すらしない大企

業が多い。ここがネックになっている。

3　まとめに代えて

以上のように、下請二法はこの間の新型コロナ

の感染拡大、ロシアのウクライナ侵攻という国際

的な大障害のもとで、公取委、中企庁はじめ関係

省庁が対応策を模索してきた。

ここに紹介した文言を追っていくと、“原材料

価格の高騰や、賃上げ、最低賃金の引き上げを取

引価格に反映させようとする”大きな改正に見え

る。しかし、冒頭に紹介したように、下請二法は

元々「ザル法」と言われ続けてきた。何故かと言

えば、必要な罰則規定がないこと、体制も予算も

少ないこと、国の法制度そのものが中小企業が主

人公になっていないことである。

したがって、今次下請二法の改正内容を、真に

実効あるものにするには、たたかう労働組合や自

覚的な中小企業団体の運動が不可欠である。これ

までも、全労連や全商連、中同協などがシンポジ

ウムを開催して前進面を共有し、政策立案をすす

めてきた。また、中小企業や地域経済、関係労働

者の切実な声や実態調査にもとづいて、国会や関

係行政機関に要望、懇談、交渉してきた。時には

労使共同の運動も展開された。こうした積極面を

発展させて、改正下請二法をおおいに活用するこ

とを期待したい。

（あいだ　としお・法政大学名誉教授）
（なかじま　やすひろ・労働総研理事）
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はじめに

中小企業は、非 1 次産業における企業数の

99.7％、従業者数では約 70％を占めている１。日

本の産業において大きな位置を占めるとともに、

全国各地に存在しており、地域経済の主要な担い

手にもなっている。また、それぞれの地域で雇用

の機会を創出することを通して、人々の生活を支

えている。

このように重要な役割を担っている中小企業で

はあるが、新型コロナウイルス（以下、「新型コ

ロナ」とする。）の感染拡大にともなう経済社会

活動の制限や原材料、エネルギー価格の高騰など

の影響により、厳しい経営環境のもとに置かれて

いる。今後もこのような状況が続くと、中小企業

の経営はさらに悪化し倒産件数が増加することも

懸念される。そうなると、地域経済は一段と落ち

込み、人々の生活も

いっそう苦しくなっ

ていく恐れもある。

このような状況に対

応していくために

は、中小企業を取り

巻く経営環境や中小

企業の経営状況を把

握することが必要で

ある。

そこで、本論では、

景況調査から見た中小企業経営の現状
山本 篤民

景況調査などの結果をもとに中小企業の経営環境

および中小企業の経営状況を明らかにしていきた

い。そのうえで、中小企業の経営の悪化をくい止

める方策について検討を加えたい。

1　中小企業の業況等の推移

中小企業をめぐる経営環境がどのような状況に

あるのかを把握するために、まず、業況等の長期

的な推移を確認する。ここでは、日本商工会議所

が実施している、商工会議所 LOBO 調査（早期

景気観測）の結果を利用する２。同調査を利用す

るのは、地域や中小企業が「肌で感じる 足元の

景気感」や「直面する経営課題」（採用、設備投資、

賃金動向等）を全国ベースで毎月調査し、その結

果が集計・公表されているからである３。

まず、図表１は、2007 年１月から 2022 年８月

までの約 15 年間の業況 DI、売上 DI、採算 DI の

図表１　業況 DI、売上 DI、採算 DI の推移

業況 DI ＝「好転」の回答割合－「悪化」の回答割合　売上 DI ＝「増加」の回答割合－「減少」の回答割合
採算 DI ＝「好転」の回答割合－「悪化」の回答割合
出所：日本商工会議所ホームページより作成。（https://cci-lobo.jcci.or.jp/about）2022 年 8 月 30 日参照。
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推移を示している。2020 年の新型コロナの感染

拡大による業況等の落ち込みは、2008 年のリー

マンショックや 2011 年の東日本大震災による業

況等の落ち込みに匹敵するほど深刻なものであっ

たことがわかる。

さらに細かく 2020 年前後の状況をふり返ると、

2019 年には消費税率の引き上げにより業況等が

後退していた。そこから回復をみないまま、2020

年には日本国内でも新型コロナの感染が拡大し、

飲食店や商業施設などに営業時間の短縮や休業要

請が出されることになった。また、市民には不要

不急の外出をしないことや、企業や労働者には在

宅ワークが呼びかけられることになった。このよ

うに、経済社会活動が制限されたことにより、中

小企業をめぐる業況等も一段と落ち込んでいった。

こうしたなかで中小企業者は、休業補償や家賃

補助、雇用調整助成金の助成額の引き上げなどを

政府に要求した。しかし、当初、政府はこれらの

要求に応じなかったことから、多くの中小企業が

経営難に陥っていった４。業況等は、第１回目の

緊急事態宣言が発令された翌月の 2020 年５月を

底にして改善に向かったが、その後も水面下で推

移している。直近では、2022 年２月に業況等が

落ち込み、その後は持ち直しつつあるが、売上高

DI に比べると採算 DI は低迷している。採算の悪

化は、中小企業の存続を左右することになるため、

その推移を注視していく必要がある。採算 DI の

低迷に関する問題は、次節でも言及していきたい。 

2　中小企業の経営状況

（１）仕入単価の上昇

新型コロナの感染拡大は、2020 年以降も世界

各地でくり返し発生しているものの、中国やアメ

リカなどでは経済が回復し、需要も急速に拡大し

ている。一方、生産や物流の現場では新型コロナ

の影響が残っているため、原材料や製品・部品な

どの供給が滞り、価格上昇を招いている。さらに、

2022 年２月のロシアによるウクライナへの侵攻

は、小麦などの穀物やエネルギー不足をもたらし

ている。

このような原材料や製品・部品価格、さらには

エネルギー価格の高騰は、中小企業の経営を圧迫

している。図表２は、仕入単価 DI と販売単価 DI

の推移を表している。仕入単価 DI は、2021 年は

じめからほぼ一貫して上昇している。一方、販

売単価 DI も上昇傾向

をたどっている。ただ

し、仕入単価 DI と販

売単価 DI のポイント

の ギ ャ ッ プ は、2021

年１月には 26.2 ポイ

ントであったものが、

2022 年 ４ 月 に は 51.6

ポイントまで広がっ

た。その後、仕入販売

ギャップは縮小しつつ

あるが、依然として原

材料などの仕入単価の

図表２　仕入単価 DI と販売単価 DI、仕入販売ギャップの推移

仕入単価 DI ＝「上昇」の回答割合－「低下」の回答割合　販売単価 DI ＝「上昇」の回答割合－「低下」の回答割合
仕入販売ギャップ＝仕入単価 DI －販売単価 DI
出所：日本商工会議所ホームページより作成。（https://cci-lobo.jcci.or.jp/about）2022 年 8 月 30 日参照。
仕入単価 DI は出所では「低下」の回答割合－「上昇」の回答割合として記載されているが、本論では上記のように

集計し直している。
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上昇分を販売価格に十分に転嫁できていないこと

がうかがえる。こうしたことが中小企業の採算悪

化の原因の一つになっている。

（２）資金繰りの悪化

続いて、コロナ禍において深刻化した中小企業

の資金繰りの状況について取り上げていきたい。

図表３は、資金繰り DI の推移を示している。国

内で新型コロナの感染が拡大していった 2020 年

２月から５月にかけて、急激に資金繰りの悪化が

進んだことがわかる。営業時間の短縮や休業を余

儀なくされた飲食店などを中心に、売上が減少す

る一方で店舗の家賃や賃金の支払いは継続するこ

とにより、資金繰りが厳しくなっていった。

こうしたなかで、中小企業者や中小企業団体の

みならず野党各党からも政府に対する中小企業支

援を求める声が高まっていった。こうしたことか

ら、政府も中小企業の資金繰り対策に力を入れる

ようになっていった。その結果、資金繰り DI は、

2020 年５月を境に上昇に転じている。しかし、

新型コロナの感染拡大前の水準には回復していな

い。

後から言及するように、このような資金繰り支

援が行われたことによ

り、コロナ禍における

中小企業の倒産件数は

比較的に低水準にとど

まっていた。しかし、

今後、コロナ禍で融資

を受けた中小企業の多

くが返済時期をむかえ

ることになる。これら

の中小企業が返済に耐

えうるまで経営体力が

回復しているのか見定

めていく必要がある。

新型コロナの感染拡大にともなう経済社会活動の

制限は徐々に緩和されてきたが、それに代わり原

材料やエネルギー価格の高騰が経営を圧迫してい

る。こうしたことから、計画通りに返済が進まな

くなる中小企業が増加することも予想される５。

3　増加基調に転じる倒産件数

続いて、企業の倒産件数についてみていくこと

にしたい。ここでは、帝国データバンクが公表し

ている「全国企業倒産集計」を取り上げていく６。

なお、同集計の倒産件数には大企業も含まれてい

るが、企業数の 99.7％は中小企業であることから、

中小企業の倒産件数とみなして論じていく。

さて、企業の倒産件数は、コロナ禍における資

金繰り支援によって、低水準に抑えられてきた。

しかし、倒産件数は、増加基調に転じている。図

表４は、2019 年１月から 2022 年７月までの倒産

件数と、2020 年７月から 2022 年７月までの「コ

ロナ融資後倒産」７件数を示している。まず、倒

産件数全体をみると、2020 年５月は倒産件数が

極端に少なくなっている。これは、緊急事態宣言

の発令により裁判所などの業務が滞り法的整理の

図表３　資金繰り DI の推移

資金繰り DI ＝「好転」の回答割合－「悪化」の回答割合
出所：日本商工会議所ホームページより作成。（https://cci-lobo.jcci.or.jp/about）2022 年 8 月 30 日参照。
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手続きが減少したことが原因である。その反動で

翌月の６月と翌々月の７月には倒産件数が増加し

ているが、その後は低下をたどっている。ただし、

年度末をむかえる 2021 年３月には倒産件数が増

加に転じたが、それ以降はひと月 500 件前後で

推移している。なお、2020 年の年間の倒産件数

は 7,809 件と 2000 年代以降２番目の低水準となっ

た。翌年の2021年の年間の倒産件数は6,015件と、

さらに前年を下回っている。

このように、倒産件数は低水準で推移してきた

が、ここにきて倒産件数は増加基調に転じようと

している。倒産件数は、2022 年５月から７月の

３カ月間連続して、前年同月を上回るようになっ

ている。倒産件数に占める割合は少ないながら

も、図表４に示したように、「コロナ融資後倒産」

は増加傾向にある。今後、コロナ禍で融資を受け

た中小企業の多くが返済時期をむかえることにな

る。そのため、資金繰りがつかなくなった中小企

業の倒産が増加する恐れがある。

さらに、原材料等の価格高騰の影響により倒産

した、「物価高倒産」８も増加している。「物価高

倒産」の件数は、2020 年が 97 件、2021 年が 138 件、

2022 年は 7 月までで 116 件となっており、しか

も 2022 年７月の「物価高倒産」の件数は 31 件と、

ひと月当たりの件数としては最多を記録した９。

このように、「コロナ融資後倒産」も「物価高倒産」

も増加傾向にあり、倒産件数を押し上げていくこ

とが懸念される。

4　おわりに

これまで述べてきたように、現在、中小企業を

めぐる経営環境は、新型コロナの感染拡大による

業況等の大幅な落ち込みから回復しつつあるもの

の、コロナ禍以前の水準には戻っていない。また、

業況 DI や売上 DI と比較すると、採算 DI は低迷

している。採算 DI が低迷する理由の一つとして

は、原材料やエネルギー価格が上昇しているにも

かかわらず、上昇分を価格に転嫁できていないこ

とがあげられる。こうしたなかで、「物価高倒産」

が増加しており、これまで低水準で推移してきた

倒産件数も増加基調に転じている。今後、多くの

中小企業がコロナ禍で借り入れた資金の返済時期

をむかえることになるが、返済の見通しがたって

いない中小企業も少なくない。そのため、倒産件

数がさらに増加することも予想される。

このような状況を踏まえ、中小企業の経営状況

の悪化をくい止める方策について検討しておきた

い。

第 1 には、中小企業

がコロナ禍で借り入れ

た資金の返還期間や据

置期間の延長に柔軟に

対応するなど、資金繰

り支援を継続すること

が必要である。新型コ

ロナの感染拡大による

経済社会活動の制限は

緩和されつつあるもの

の、原材料やエネル

図表４　倒産件数とコロナ融資後倒産の推移

出所：帝国データバンク「全国企業倒産集計 2022 年 7 月報」より作成。（https://www.tdb.co.jp/tosan/syukei/
pdf/2207.pdf）2022 年 9 月 3 日参照。
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ギー価格の上昇など新たな問題に直面しており、

当初の返済の見通しも変更せざるを得なくなって

いるといえよう。もちろん、返還期間や据置期間

の延長といったことだけではなく、新型コロナの

感染拡大や原材料やエネルギー価格の上昇に対応

するための経営改善に向けた取り組みなどの支援

も求められる。

第２には、中小企業が適正に価格転嫁ができる

ような公平・公正な取引関係を整備していくこと

が求められる。昨年から政府も「パートナーシッ

プによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッ

ケージ」を策定したり、「価格交渉推進月間」を

制定したりするなど、中小企業が価格転嫁を行え

る環境整備に取り組んでいる。このような取り組

みを中小企業や大企業に対して周知を図るととも

に、取引の実態を調査したり、下請法に違反した

りするような取引が行われないよう監視体制を強

化することも重要であると考えられる。

第３には、原材料やエネルギー価格の上昇に対

するきめ細かい支援を実施するべきである。既に

多くの自治体において、物価上昇の影響を受けた

中小企業に対して一律に支援金を給付したり、業

種ごとの特性に合わせた補助金を給付したりして

いる。原材料やエネルギー価格の上昇が継続する

ようであれば、これらの支援を継続・拡充するこ

とが必要である。このような自治体の取り組みを

政府が支えていくことが求められる。

さらに、本論では詳しく触れることはできない

が、円安により海外からの原材料やエネルギーの

調達が割高になり、中小企業の経営を圧迫してい

る。急速な円安の原因にもなっている金融や為替

政策についても、政府は是正を図る必要がある。

また、世界経済に混乱をもたらしているロシアに

よるウクライナへの侵攻を平和的に解決すること

に貢献することも政府には求めていきたい。

以上のような取り組みは、中小企業や中小企業

団体のみならず、政府や自治体、金融機関などが

連携しながら進めていくことが不可欠であると考

えられる。

（やまもと　あつたみ・日本大学商学部教授）

１　中小企業庁編『中小企業白書 小規模企業白書 2022 年版　上』（https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2022/PDF/
chusho.html）2022 年 8 月 30 日参照。

２　商工会議所 LOBO 調査（早期景気観測）は、338 商工会議所により、約 2,700 企業を対象に実施されている。調査協力商工
会議所職員（含む経営指導員）により調査票が配布・回収される。調査期間は、毎月中旬となっている。（https://cci-lobo.jcci.
or.jp/about）2022 年 8 月 30 日参照。

３　出所：日本商工会議所ホームページ（https://cci-lobo.jcci.or.jp/about）2022 年 8 月 30 日参照。
４　コロナ感染の拡大期における政府の対策については、山本篤民（2021）「中小企業の廃業・解散」『経済』No.305 を参照されたい。
５　帝国データバンクが2022年2月14日から28日に全国2万4,213社（有効回答企業数は1万1,562社、回答率47.8％）を対象に行っ

た調査によると、新型コロナ関連の融資について「借りた・借りている」と回答があったのは 52.6％となっている。このうち、
返済に不安を抱えている企業は 9.0％となっている。帝国データバンクホームページ（https://www.tdb.co.jp/report/watching/
press/p220308.html）2022 年 8 月 30 日参照。

６　帝国データバンクの「全国企業倒産集計」で集計されているのは、法的整理（会社更生、民事再生、破産、特別清算）手続
きによる倒産のみを集計対象としている。

７　コロナ融資後倒産とは、帝国データバンクの「全国企業倒産集計 2022 年 5 月報 別紙号外リポート」による定義で、法的整理（倒
産）となった企業のうち、政府系金融機関および民間金融機関による「無利子・無担保融資（コロナ融資、通称：ゼロゼロ融資）」
を受けたことが判明した倒産としている。

　帝国データバンクホームページ（https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p220604.pdf）2022 年 9 月 3 日参照。
８　物価高倒産とは、帝国データバンクの「『物価高倒産』動向調査」にもとづくもので、法的整理（倒産）となった企業のうち、

原油や燃料、原材料などの「仕入価格上昇」、取引先からの値下げ圧力などで価格転嫁ができなかった「値上げ難」などにより、
収益が維持できずに倒産した企業としている。

　帝国データバンクホームページ（https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p220802.pdf）2022 年 9 月 3 日参照。
９　帝国データバンクホームページ（https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p220802.pdf）2022 年 9 月 3 日参照。
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JMITU（全日本金属製造情報通信労働組合）

で組織する職場は中小零細企業が多く業種もさま

ざまであるが、産業機器製造の分野で大きな問題

となっているのが部品入手困難問題である。問題

部品は製品の主要部品というわけではなく、製品

からすればアクセサリーとでもいうべき補助部品

が手に入らずに製品出荷に支障を来す事態を引き

起こしている。その実態の特徴と JMITU として

取り組んでいる対策を述べたい。

この状況は昨年（2021 年）夏頃より顕著になっ

た。コロナ禍の影響と言われ、一部の電子部品を

はじめとする部品が手に入らなくなってきた。ま

ずは、中小零細企業のものづくりにおける部品調

達の流れを説明する。

ここでは産業用ロボットの製造を例に取る。ロ

ボットというと多関節を持ったアーム型で自動車

を製造しているような姿を思い浮かべるかもしれ

ない。そのようなロボットは複雑な構造と複雑な

制御が必要であり、様々な技術の蓄積がなければ

まともなものはつくれない。すなわち、一定の開

発費を用意できて一定の量をつくらなければ商売

として成立しない。よって、このようなロボット

を製造できるのは一定規模の企業に限られる。一

方、もっと単純化したロボットも存在する。一直

線上、あるいはこれを２つ組み合わせて二次元空

間を動けるようにしたロボットである。産業機器

としては、むしろこのような単純な機構のものを

組み合わせることのほうが多く、制御も簡単な上

にコストも安価である。JMITU の中ではこのよ

【単産からの報告】製造業における部品入手
困難な状況と対策

鈴木　透

うなロボットを活用して製品をつくっている職場

がいくつかある。

このような、一軸のみが動く単純なロボットを

製造する場合を見てみよう。単純とは言ったもの

の、これをつくるためには数多くの部品が必要で

ある。まず機械部分としては、ロボット本体とな

る架台、動く部分であるスライダ、スライダをス

ムースに動かすためのスライドベアリング、スラ

イダを実際に動かすモーター、モーターの回転を

直線運動に変えるボールねじ。さらにモーターを

制御する電気部品としてモータードライバ、制御

用コンピューター、操作パネル等々、大雑把に見

てもこれだけの部品が必要であり、実際には 1,000

点近くの部品が必要になる。

この部品の中で主要部品と呼べるのは、モー

ター、スライドベアリング、ボールねじで、この

部品によってロボットとしての性能が決まる。こ

れらは専用部品メーカーから購入することになる

のだが、単純に手に入るというわけではない。産

業機械では必ず使う部品であることから、大企業

から零細企業まで、およそすべての機械メーカー

の間で取り合いになるからである。部品メーカー

側からすれば、さまざまなサイズや性能の部品が

ある中で、注文が多い部品のために製造ラインを

組み替えるのは当然であり、JMITU の職場であ

る中小零細企業職場からの少数注文は後回しにさ

れるケースがある。そのため、なかなかこれらが

手に入らないことを前提として、製品受注が決ま

ると同時に主要部品だけ即座に購入手続きをとる
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のである。

ところが、昨年来見られるようになったのは思

いもかけない部品の入手困難であった。主要部品

であるモーターは電気配線をする必要があり、そ

のためには中継する線を繋ぐコネクタが必要とな

る。コネクタの単価は数百円程度のものであって、

通常は補助部品として大量にストックしている。

このコネクタが手に入らない事態となった。

製品の性能に無関係な部品でもあり、手に入る

代替品を使えばいいのではと考えるところではあ

るが、そう簡単にはいかない。同様の製品を今ま

でも作ってきて数多く出荷している中で特定の装

置だけコネクタが異なっているとなれば、例えば

モーターを交換する修理が必要なとき等、混乱を

招く。不要な管理が増えるため部品は統一してお

かなければならない。そのため、同型のコネク

タを手に入れるためにさまざまな入手経路を模

索し、結果的に高価な買い物となってしまう。

通常 100 個～ 1,000 個単位で購入していたものを

Amazon 等の通販サイトから１個単位で購入す

る。これだけでも通常ルートから購入する額の

10 ～ 20 倍はかかる。海外の怪しげなサイトから

100 倍以上のコストをかけて手に入れた例もあっ

た。

JMITU の職場では、このようなコネクタに代

表される樹脂部品だけでなく半導体をはじめとす

る電子部品の入手困難も数多く報告されている。

問題を複雑にしているのは、コネクタのように具

体的な部品ではなく、一定の製品としての部品が

入手困難となったときに具体的に何が手に入らな

いかが見えてこないところにもある。前記のロ

ボットの例では、客先からすればロボットという

部品が手に入らないとなる。この場合、具体的に

はコネクタが手に入らないことは見えてこない。

JMITU の職場で、液体を送り出すポンプやかき

混ぜる撹拌機メーカーがある。ここでは製品を駆

動するモーターを購入できずに製品出荷が滞って

いる。このモーターがなぜ手に入らないのかは

モーターメーカーにしかわからない。

JMITU では、昨年秋と今年春にこの問題につ

いて経済産業省・中小企業庁との交渉を行った。

省庁側も注目している内容であり、材料の入手困

難な状況と原因はある程度つかんでいた。例えば

コネクタの件は、世界的なナイロン供給不足から

くること、半導体は米中貿易摩擦やコロナロック

ダウンの影響、その他個別の素材についても素材

メーカーの問題も把握しているようであった。し

かし、実際の製造現場での状況は認識できていな

いようであった。JMITU としては職場から交渉

参加を募って省庁交渉で現場の状況を説明しても

らい、現状調査と改善を要求した。

今年も 10 月に省庁交渉を予定している。今年

は、経営者に対して部品入手困難な状況に関する

アンケートを行い、その内容を集計して交渉に臨

む。先に述べたように、一つの部品が手に入らな

い原因がどの素材／部品にあるのかはその部品

メーカーにしかわからない。それを調査し根本原

因を見つけ改善するには行政に動いてもらわねば

ならない。

今年の春闘における賃上げ交渉を見ても、本件

は経営側の大きな問題となっている。来春闘に向

けてもこの取り組みは重要であると考えている。

（すずき　とおる・JMITU 副執行委員長）

【単産からの報告】製造業における部品入手困難な状況と対策https://rodosoken.com/
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貨物自動車運転者における脳・心臓疾患の

2021 年度の労災支給決定件数は 53 件で、全業

種に占める割合が 30.8％と最も高く、雇用者数

との対比では全業種の 10.3 倍に及んでいる（図

表）。

このような過労死等の実態が長期間続くも

と、2018 年に成立した「働き方改革関連法」

【単産からの報告】「トラック運転者」の
過労死等防止に向けて

鈴木 正明

脳・心臓疾患の職種別労災支給決定件数（厚生労働省調べ）

脳・心臓疾患の職種別労災支給決定件数（総務省「労働力調査」及び厚労省調べ）

では、自動車運転者は５年間の猶予期間が設け

られ、猶予後においても時間外労働の上限規制

は一般則を大きく上回る休日労働を除いた年間

960 時間とした。

一方、「働き方改革関連法」では衆参両院に

おいて附帯決議が確認され、過労死等を防止す

る観点で「自動車運転者の労働時間等の改善の

https://rodosoken.com/
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【単産からの報告】「トラック運転者」の過労死等防止に向けて

ための基準（以下、改善基準告示）」の総拘束

時間等の改善について速やかに検討することを

明記している。

現行の改善基準告示は年間総拘束時間 3,516

時間、月間拘束時間 293 時間・最大 320 時間ま

で延長が可能で、脳・心臓疾患の労災認定基準

を超える時間外労働や休日労働がおこなわれて

きた。また、勤務終了から次の勤務開始までの

時間を休息期間＝勤務間インターバルとして、

自動車運転者においては８時間以上としてき

た。このことは、その８時間に通勤時間や食事

時間などが含まれ、十分な睡眠時間を確保でき

るものではない。

附帯決議における改善基準告示の見直しは、

トラック運転者の長時間労働を改善させること

ができる重要な機会である。

９月 27 日、厚生労働省労働政策審議会労働

条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会

において、トラック・ハイヤー・タクシー・バ

スの「自動車運転者の労働時間等の改善のた

めの基準の在り方について（報告）」がまとめ

られた。改善基準告示は 2022 年 12 月に改正さ

れ、周知期間を経た 2024 年４月に適用となる。

改正内容は、拘束時間について年 3,300 時間

を原則としつつも、１カ月の拘束時間は原則

89 時間の時間外労働が可能な 284 時間とし、

例外として年間６カ月かつ 284 時間を超える月

が３カ月を超えて連続しないこととしている。

しかしながら、年 3,400 時間、１カ月の拘束時

間を 310 時間まで延長でき、最大 115 時間の時

間外労働を許容し、１カ月の時間外・休日労働

時間数が 100 時間未満となるようにとする努力

義務になっている。このことは、最大 125 時間

の時間外労働から 10 時間短縮したのみで、過

労死等防止を考慮した改正とは言い難いもの

だ。

とりわけ１日の休息期間では、先行して３月

にとりまとめられたバス・タクシー運転者の

「勤務終了後、継続 11 時間以上与えるよう努め

ることを基本とし、継続９時間を下回らないも

のとする。」とした内容に合わせた。それぞれ

トラック・タクシー・バスの実態調査をおこな

い、各作業部会で議論してそれぞれの特性など

にもとづき決定すべき内容が、先に決めていた

という理由で合わせるのであれば各作業部会の

意味をなさない。

また、現在の８時間以上としている休息期間

を９時間とした場合、１日（始業時刻から起算

して 24 時間をいう。以下同じ。）の拘束時間

が 15 時間となる。現在では１日の拘束時間を

原則 13 時間から延長する場合であっても、15

時間を超える回数は１週間につき２回が限度と

なっている。しかしながら、とりまとめ報告で

は、「１日についての拘束時間は、13 時間を超

えないものとし、当該拘束時間を延長する場合

であっても、１日についての拘束時間の限度は

15 時間とする。この場合において、１日につ

いての拘束時間が 14 時間を超える回数（※通

達において、１週間について３回以内」を目安

として示すこととする。）をできるだけ少なく

するよう努めるものとする。」となった。

このことは、14 時間を超える回数を目安と

して、できるだけという努力義務の範囲であれ

ば、連日 15 時間拘束が可能であり、現在の 14

時間 59 分までと変わりなく、過労死等防止を

目的とした拘束時間の短縮になり得ないばかり

か、規制の緩和と言わざるを得ない。

一方、例外規定として改善基準告示の新たな

考え方である、長距離貨物運送においては週２

回８時間以上とする休息期間が維持され、裏を

https://rodosoken.com/



《特集》新型コロナ禍・日本型グローバリゼーションと中小企業

44

返せば１日 16 時間拘束も引き続き維持される

ことになる。改善基準告示は近距離運転者より

も長距離貨物運送の運転者を重点対象として、

拘束時間や休息期間を規制する側面が強くあっ

たものをより複雑にしたものだと言わざるを得

ない。

このようなことは、厚労省が自ら過労死認定

基準をも上回る時間外労働を助長し、最も多い

トラック運転者の過労死をなくすという観点に

立たない重要な問題であると同時に、改善基準

告示をさらに形骸化させたものと考える。

あわせて、国土交通省と改善基準告示の関係

では、最初の勤務を開始してから最後の勤務を

終了するまでの時間を「一の運行」として、１

週あたり 144 時間以内の連続運行が 2001 年に

認められ、また、2003 年には営業区域が廃止

されたことによって、日本中どこでも１週間、

自宅や会社に帰らなくても運行ができるように

なったことが長時間労働を生む原因の一つと

なっている。

車両内ベッドにおける休息を前提とした運行

では、重大事故や過労死を生む長時間労働の是

正につなげることはできない。このことは「勤

務と勤務の間の時間で睡眠時間を含む労働者の

生活時間として、労働者にとってまったく自由

な時間」ということの定義が十分に周知されず

に現在にいたっており、車両内ベッドでの休息

という労働慣行を是認していることを改めなけ

ればならない。

2024 年４月１日の改正改善基準告示の施行

とともに、「働き方改革関連法」による年 960

時間の時間外労働の上限規制が開始する。ま

た、2023 年４月１日からは、月 60 時間を超え

る時間外労働に対する割増賃金率が、中小企業

においても 50％へ引き上げられる。　

多くの職場で 60 時間を超える時間外労働を

おこなっているトラックの中小零細企業の職場

では、人件費が大幅に増加することから、急激

な時間外労働の抑制がおこなわれる可能性があ

る。長時間労働を前提にした賃金体系が多いト

ラック職場では、時間外労働割増賃金が減少

し、大幅な減収が懸念される。

建交労のトラック職場においては、すでに

2024 年問題を見越した労使交渉をおこない、

労働時間抑制への対応について協議している職

場がある一方、現状では俎上に載せることがで

きていない職場も多く存在する。職場内におい

て 2024 年問題を早期に議論し、経営者への申

入れ等の対応が必要であることを組合員に周知

し、過労死等防止を目的にした賃金減額のない

労働時間の短縮をめざした運動を進めている。
（すずき　まさあき・建交労全国トラック部会

事務局長）

https://rodosoken.com/
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1　不可逆的な市場縮小

総務省・経済産業省の「21 年経済センサス―

活動調査産業別集計」によると、印刷・同関連産

業の 2020 年の出荷額は、従業員４人以上の事業

所集計で４兆 5,756 億円（前年比 5.6％減）となり、

下げ幅は東日本大震災によるものを超えた。新型

コロナによるダメージの重さが明らかになった。

21 年の市場動向は、少なくとも 20 年よりは改

善したが、コロナ前の 19 年との乖離は小さくな

いのは間違いない。中小企業では売り上げが 19

年比で 10 ～ 15％減となったとする推計もある。

22 年の改善も力強いとは言えない。

印刷・同関連産業はコロナ前から稼働率が７割

程度という設備過剰に悩まされてきた。20 年の

コロナ禍当初、経済活動停滞による需要減に見舞

われた形だが、以降、“新たな生活様式”などと

して従前からのデジタル化・紙離れが加速、不可

逆的に市場が縮小している。コロナ禍のダメージ

とともに回復しにくい構造が懸念される。

2　続く労働条件の低下

職場では 20 年のコロナ禍以降、副業の容認を

求める声が高まった。仕事量の激減で、低賃金を

長時間労働（残業代）で補うことが成り立たなく

なったためだ。雇用調整助成金で基本給は保障さ

れても、残業代がないと暮らせないという声は切

【単産からの報告】コロナ禍が加速させた市場縮
小と資材高騰――価格転嫁のアピールと新たな指針作り

田村 光龍

実だ。

長期にわたる市場の縮小は、いつでも設備が過

剰であるという状況を招いてきた。そのことが価

格交渉力を弱め、印刷単価は下がり続け、賃金水

準も下がり続けてきた。「日本語」が障壁となって、

製造の海外移転は他産業と異なり大きくは進まな

かったのは確かだが、インターネットメディアの

台頭や社会インフラの ITC 活用で、「設備の過剰」

が加速した。

多くの職場に定期昇給制度がなく、春闘ごとに

賃上げ幅を決めてきたが、バブル崩壊以降、低調

な回答によってすでに前年の同じ年齢、同じ勤続

年数の労働者の賃金に届かない「もぐりこみ」と

呼ばれる事実上の賃下げが常態化していた。かつ

て劣悪な労働条件で私たちと争議になったことも

ある印刷通販が価格破壊を行っていることもあ

り、近年では 60 歳まで勤めても基本給が 30 万円

に満たない職場が広がっている。定着率の低下や

採用の困難という形で顕在化していたが、その上

での仕事量の激減＝残業代の激減は、職場を守り、

働き続けてきた労働者の暮らしを打ちのめしてい

る。

3　かつてない資材高騰

コロナ禍の困難に加え 22 年に入り、原材料費

の高騰が相次ぎ、職場の持続可能性をさらに削ろ

うとしている。

用紙代、インク代、その他印刷にかかわる資材

【単産からの報告】コロナ禍が加速させた市場縮小と資材高騰――価格転嫁のアピールと新たな指針作りhttps://rodosoken.com/
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で４月からの値上げが申し入れられた。メーカー

の戦略があり一斉とまではならず、タイミングは

少しズレたが１～２割といわれる幅で価格が引き

上げられている。すべての価格が引き上げられる

ことに加えて、これまでであればメーカー発の値

上げがあっても市場の中で揺り戻しも起きてきた

が、今回はそれもないとされる。20 年近く資材

調達にあたるベテランの労働者が「かつてない」

事態を迎えていると言う。用紙代に至っては春に

続いて今秋・冬にも値上げが表明されており、天

井が見えない状況でもある。

職場の努力で呑み込める水準ではなく、価格転

嫁しなければ企業、労働者の暮らしも立ち行かな

い。その緊急性に鑑み、全印総連では値上げが明

らかになった１月と、その第２弾が示された７月

の２度にわたって価格転嫁のアピールを発信し

た。経営が「仕事が減っても構わない」構えでの

価格転嫁交渉を打ち出す例もある。ただし、公正

取引委員会と中小企業庁が５月、21 年度の下請

法違反被疑事件の処理状況などから取りまとめた

「価格転嫁に係る業種分析報告書」の「価格交渉

月間アンケート調査及び下請Ｇメンヒアリング」

では、価格転嫁の状況がよくない業種として、印

刷は１位のトラック運送に続く２位となってい

る。価格転嫁が進まないことは、労働条件のさら

なる切り下げにつながりかねない状況だ。

22 年秋年末闘争では諸物価の高騰から暮らし

を守る年末一時金の獲得を目指し、価格転嫁の不

全を労働者に押し付けさせない闘いを展開し、23

年春夏闘も継続するが、一方、職場を守る視点で、

価格転嫁のアピールを強める必要がある。

4　『提言』持ち闘い続ける

これまでも全印総連は、長期にわたる市場縮小

のもと、労働条件の後退に抗する闘いを展開して

きた。労使交渉で生活改善を求め続けてきたのは

当然だが、さらに「文字活字文化を支えるに相応

しい賃金と労働条件を実現し、印刷出版関連産業

の発展と産業民主主義を確立するために」を掲げ

た『産業政策提言』を 2010 年に発信、それに基

づく運動を展開してきた。

最新の 21 年７月に改訂した４版では「適正印

刷単価の確立と公平な取引条件の確保」「公契約

条例（法）制定」「入札制度改善と官公需の適正化」

「印刷出版関連産業の育成と振興」「『文字・活字

と紙文化』を守り発展させる」と提言しており、

暮らし、働き続けられる賃金の確保につながる適

正な印刷単価の確立に向けて、とりわけ官公需の

入札制度改善につながる公契約運動に力を注いで

きた。他産別組織あるいは地域組織と連携、官製

ワーキングプアの社会問題化や地場産業の保全の

価値観の醸成を含めて、実効性の高い公契約条例

の制定を求めている。

さらに４版の発信を機に、提言の全面改訂を決

定した。公契約運動などの重要性は変わらないが、

コロナ禍で加速する産業さらには職場の危機に向

き合う指針とする構えだ。限られたメンバーにと

どめず、多くの組合員の声を集める運動体として

の機能を持たせた議論を進めている。改訂の決定

以降に今回の資材高騰が顕在化し、改訂に向けた

議論の場がそれに対する当面の施策の発信拠点と

なっている。

社会の変容を捉えつつ、職場の持続可能性の観

点から現時点では公正や公平とはいえない取引慣

行など、官公需に加えて民間取引の適正化にアプ

ローチすることが検討されている。

（たむら　みつたか・全印総連書記長）
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全国生協労働組合連合会（生協労連）は、全

国の生協及び生協関連ではたらくなかまを組織

している。現在の組織人数は約 65,000 人で、う

ち 40,000 人余りの約６割がパートなど時間給で

働くなかまだ。運動方針の柱として、生協や関連

企業で働くすべての労働者の組織化と均等待遇の

実現、どこでもだれでも８時間働いたら暮らせる

社会、全国一律最低賃金制度の確立と、最低賃金

1500 円以上をめざしている。

生協労連では、重点課題でもある最低賃金の引

き上げのために、2021 年度は「全国一律最低賃

金制度の実現を求める」請願署名 10 万筆をめざ

してとりくんだ。全国のなかまと意思統一を図る

ために、昨年の秋には「最賃闘争交流決起集会」

をおこない、それぞれの地連や単組での署名数の

目標を立てた。あわせて、最賃のとりくみ状況は

署名に限らず、駅頭などでおこなう宣伝行動、最

低生計費試算調査のとりくみや、自治体への要請

行動、各地での最低賃金審議会にむけた行動など

「最賃のとりくみ重点集約表」で毎月の進捗状況

を把握することとした。

今回のとりくみの大きな特徴として、最賃署名

の推進のために「最賃署名チャレンジャー」50 筆、

100 筆のエントリーを募り、全国から 138 人がエ

ントリーし、各自で目標枚数を決め、署名を達成

したなかまが多数出た。これまでも各単組で職場

や地域などでもとりくんできた署名だが、今回の

「最賃署名チャレンジャー」は、同じやり方では

目標に到達しないと、さまざまな工夫をおこなっ

【単産からの報告】全国一律最低賃金1500円以
上をめざした「最賃署名」のとりくみ

渡辺 利賀

た。チャレンジャー各自の特徴的なとりくみの一

部を紹介する。

「現在、在宅勤務で事務所出勤の日程の制限

などがあり、署名集めの時間が取れない、用紙

を渡しても個人情報保護から不在の時の回収に

ついて不安がありましたが、事務所の出勤の日

の昼休みに最賃署名のとりくみをしました。署

名用紙を出勤している人に直接一人ひとりに手

渡し、本人だけではなく家族の署名も記入して

もらうようお願いしました。正規の２年目の人

の意見で『もっと給料が上がってほしい、使い

すぎかな？』という声がありました。そこで『最

賃が全体的に上がれば正規も上がるよ。だから

署名お願いしますね』と声がけして記入しても

らいました」

「最賃署名チャレンジャーに４人（100 筆 1 人、

50 筆３人）が登録しました。署名にとりくむ

うえで確認したことがあります。それは『チャ

レンジャーは労組員以外から署名を集めよう』

ということです。娘の働くデパートの従業員、

孫の通う看護師学校の生徒たちやアルバイト先

の同僚、夫の通う床屋さん、隣近所の人たち

など、家族や地域、職場 OB などのつながりを

頼りに、頭に浮かんだ人に片っ端から声をか

けて、現在目標の 100 筆を大きく上回って 180

筆！ 生協・九条の会の集まりでのこと。地域

で人気の産直販売店を数店舗営む、生協 OB の

経営者であるなかまに署名を頼んでみました。

経営者なので遠慮気味にお願いしたのですが、

【単産からの報告】全国一律最低賃金 1500 円以上をめざした「最賃署名」のとりくみhttps://rodosoken.com/
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『店長会議でみんなに書いてもらうから！』と

持ち帰り、たくさん集めてくれました。これま

で署名を頼んで断られた人はいません。『最低

賃金を全国一律に！最賃の大幅引き上げを！』

は、大人から子どもまでみんなの願いになって

います。ダブルスコア 200 筆めざしてがんばり

ます！」

「うちの単組では、新たに１分会が目標の『署

名数』を達成しました。全体では、57.6％の達

成率です。あと 764 筆で単組目標の 1800 筆を

達成します。達成分会には引きつづき、お菓子

をプレゼント。『最賃署名チャレンジャー』に

エントリーしたなかま５人がすでに目標を達成

しています。『最賃署名』は２月までの集約を

めざしてさらに声がけします」

それぞれのとりくみの工夫はほんの一部だが、

これまでと違うのは、職場内だけの広がりではな

く、知人、友人をはじめ各地域にも最低賃金全国

一律制度にむけた運動と、その重要性がさらに広

がったことだと思う。最終的には５月末時点で

39,417 筆の集約となり、かかげた目標の 10 万筆

を達成することはできなかったが、2020 年度の

26,658 筆を大きく上回る結果となった。

集めた「最賃署名」は、紹介議員のとりつけの

ために署名のとりくみと同様に、全国の各地域で

2022 年の年明けから 700 人を超える地元の国会

議員要請行動をおこなった。まずは要請懇談のア

ポ取りの電話かけからはじめ、生協労連が毎年作

成している「パート労働黒書」を持参し、最賃近

傍で働くなかまの声を紹介した。「要請に賛同し、

紹介議員になる」「紹介議員にはならない」の回

答をふくめて、５月末までに 66 人の国会議員か

ら回答用紙が届いた。また、５月におこなった中

央行動では、各自が集めた「最賃署名」を国会議

員に届ける行動に生協労連から 96 人が参加した。

地元の国会議員要請行動のとりくみは、昨年もお

こなったが、それぞれの地域の地元の国会議員事

務所を訪問するため「中央行動などで、東京の国

会議員事務所訪問をおこなった時より話を聞く時

間を取ってくれる」「直接国会議員とも話ができ

た」など、手ごたえのあるものになってきている。

各単組では春闘期の忙しい時期と、新型コロナ

ウイルス感染拡大もあり大変な中だったが、全国

各地のとりくみの工夫をさらに広げて、引きつづ

き 2022 年度の全国一律最低賃金 1500 円以上の運

動を大きく盛り上げていく。

（わたなべ　りか・生協労連書記次長）
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1　新型コロナウイルスの感染拡大に伴
う建設産業への影響

建設産業は長時間労働、低賃金をめぐる課題か

ら国内労働者の入職が減り続け、高齢化と後継者

不足の問題を抱えてきた。そうした状況の中、新

型コロナ感染拡大により、労働者の解雇や事業所

の廃業などにつながる大きな影響を与えた。また

国内労働者が不足している状況に対して外国人技

能実習生制度などで対応した結果、入国が厳しく

なったため事業が順調な事業者も労働者の確保に

関する影響を受けることとなった。新型コロナに

より建設資材や労働者を国内できちんと対応でき

るようにしないと、国際的な情勢の影響で左右さ

れる弱い産業になることが明確になったことが特

徴といえる。

2　「建設資材の不足」に対する運動を
「建設アクション」として労働組合に
よる共同の取り組みとして取り組む

住宅設備機器や冷暖房機器、建具の部材など建

設資材の不足はすでに 2020 年３月には表面化し

ていた。新型コロナ感染による影響で、中国やア

ジア諸国の工場の生産が停止あるいは限定的な工

場の稼働となったことが一因だ。このことにより、

建設資材の供給に遅れが発生し、引き渡しができ

ず、代金回収への影響が発生した。

【単産からの報告】建設資材の高騰、資材不
足に対する東京土建の取り組み

北川 誠太郎

東京土建は 20 年４月１日に建設資材の不足に

よる影響で「引き渡しをすることができない」「検

査済証の発行ができず、ローンの実行がされない」

などの状況に対して「金融機関に対する柔軟な融

資の実行」を求め、「建設資材」の国内生産を後

押しする施策を求める「建設労働者と中小零細事

業所の支援及び建設産業発展のための緊急の要望

提言」を提起した。

その後、建設木材・建設資材の安定的な供給を

求める取り組みとして東京土建は埼玉土建、神奈

川県連、千葉土建をはじめとした共闘団体との「建

設アクション」としての運動を展開することと

なった。

3　建設木材不足に対する林野庁に向け
た取り組み

日本集成材工業協同組合は 2021 年３月 29 日に

「構造用集成材について新型コロナによる世界的

な DIY ブームによる需要拡大、米国の住宅着工

戸数が高水準にあることからコンテナが米国、中

国に集中している」と状況について通知した。日

本の建設業への影響が懸念される事態となった。

東京土建は全建総連とともに、21 年９月から

林野庁の「国産材の安定供給に向けた需給情報連

絡協議会」の委員となり、21 年度に３回、22 年

度も６月に木材の安定供給について協議を重ね

た。その結果、22 年度予算の予備費で「国産材

の安定供給体制の構築」のため 40 億 2,400 万円

【単産からの報告】建設資材の高騰、資材不足に対する東京土建の取り組みhttps://rodosoken.com/
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の確保につながった。

東京都に対しても、東京都連と共に都市整備局

などに「多摩産材の活用などを求める」交渉を数

度にわたり行った。21 年５月 31 日には多摩産材

情報センターでの現地情報の確認、22 年６月に

は多摩産材の主伐地や木材の加工現場の見学を行

い実態の把握に努めた。

東京土建では木材の安定供給のためには国際情

勢に左右されない供給体制を築くことが重要であ

り、そのためには国産材の活用は欠かせないと考

えている。継続的に国や都、そして自治体に対し

て本部と支部でそれぞれの立場で木材と建設資材

の安定供給を求める要請を進めていく方針である。

4　建設資材不足に対する経済産業省・
中小企業庁に向けた取り組み

建設資材の不足は納品時期が見えず工期に影響

を与え、価格の高騰から価格転嫁の問題となって

いる。価格転嫁の問題については、関係する省庁

から 21 年 12 月 27 日には「転嫁円滑施策パッケー

ジ」、22 年２月 10 日には「取引適正化に向けた

５つの取り組み」を公表した。しかしその後、ウ

クライナへのロシアの侵略によりさらに深刻な状

況となった。全建総連のアンケートでは価格の転

嫁は工務店が一部または全額しているという回答

が 59.7％に上っており、更には建設資材の納品遅

延による「工期を延ばした」「キャンセルになった」

のは新築で 75.8％、リフォームで 88.0％であった。

こうした状況から、22 年２月 25 日に「建設ア

クション」として経済産業省交渉を行った。経産

省から「国境を越えた資材の安定供給について国

内生産化の働きかけを進め、当面は代替調達で対

応をする」という回答を得た。しかし、一向に事

態の解決が図られていないことから６月２日に再

度、建設アクションによる経産省交渉を行った。

仲間からの情報提供をもとに「大手には建設資材

は安価で供給されており、納期も守られている。

一方で、小零細事業所は資材を高価で仕入れ納期

も約束されていない」という厳しい現場の実態を

訴えた。小零細事業所が厳しい環境の中で事業運

営を迫られている事態に対し、早期の解決を強く

求めた。経産省からは「今日の意見を踏まえて対

応を講じていきたい」と回答があった。

終わりに

東京土建では、組合員のコロナに関する生活と

仕事に関する総合的な相談対応に 20 年４月から

取り組んでいる。22年５月までに累計で２万5,094

件の相談対応をした。直近の４月も 1,279 件、５

月は 1,096 件と多くの相談が寄せられている。事

業を支援する制度として事業復活支援金は６月

17 日で申請受付を終了し、雇用調整助成金も給

付額が縮小している。返済を必要とする融資では

なく、事業を支え、生活を守る公的な支援制度が

必要だ。建設産業では建設資材が大きく引き上

がっていることから、売り上げは減少しなくても

利益が大幅に減少する事態になっている。従来の

売り上げの減少による給付要件に代わる新たな支

援制度の創設が望まれる。

（きたがわ　せいたろう・東京土建一般労働組合
書記次長）
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コロナ禍は３年にわたり、パンデミックによる

「コロナショック」、その後の「ニューノーマル」

と言われる新たな社会への変容が起きてくる中、

変化への対応や優越的地位を利用するなどして発

展成長している企業もあれば、その一方で、立場

の弱い企業や人々へのしわ寄せが浮き彫りにな

り、格差が広がっている。

さらに、ウクライナ侵攻や円安などによる、原

材料費や電力料金の高騰、人材不足、最賃引き上

げなどに伴う賃金上昇の中、緊急融資の返済が始

まり、破綻の危機に瀕する中小企業が増えている。

中小企業家同友会全国協議会（中同協）は 47

都道府県にある中小企業家同友会の協議体で、

46,426 名（８月１日現在）の会員数である。

2020 年３月に発足した中同協新型コロナウイ

ルス対策本部は、これまで６回にわたる会員企

業の影響調査を実施するとともに、10 次の政策・

要望提言を発表し、会員に向けては、危機に対応

する企業づくりのあり方などについて４回「会長

談話」を発表。また４月には価格転嫁と資金繰り

問題で会員に向け本部長談話も発表した。

1　会員企業に見る景況感

今年４～６月期の景況調査（2,200 社中 892 社

回答、サンプル調査）は、「指標は好転するも、

懸念は募る～原材料費等の仕入額は急上昇へ」と

し、「経営上の問題点」では、「仕入単価の上昇」

の回答割合は、８ 期連続で上昇した。全ての業種、

【中小企業の立場から】中小企業が直面する
諸課題と中小企業家の取り組み

平田 美穂

企業規模、地域で「仕入単価の上昇」が続いてお

り、影響は広範囲に及んでいる。

業況判断 DI（「好転」－「悪化」割合）は△７ 

→６、足元の景況を示す業況水準 DI（「良い」－「悪

い」割合）は△ 12 →△３などと、前回悪化した

主要指標はすべてコロナ前に近い状況に回復した。

しかし、仕入単価は本調査開始以来最大水準に

あり、経営の中心課題は価格転嫁となっている。

また、現在実施している「「コロナ禍における

中小企業の金融に関する特別調査」（WEB 回答、

1,287 社回答）の中間報告（８月 16 日）では、キャッ

シュフロー「黒字」は 42％、「赤字」は 21％で、

56％の企業で「持続化給付金（経済産業省）」、「雇

用調整助成金（厚生労働省）」と「地方自治体に

よる補助金、助成金」は 32％の企業が活用して

いる。

2　厳しい価格転嫁

今年２月に実施した「新型コロナウイルスに

関する国への緊急要望アンケート」結果（47 都

道府県 1,941 社回答）では、新型コロナの実質無

利子・無担保融資は 63％の企業が受けており、

返済が始まっている企業は 45％に上る。45％中

11％が「資金繰りが厳しい」としており、４社に

１社は返済に苦慮している。また今後返済が始ま

る 55％中 17％、３社に１社がリスケもしくは借

り換えを希望している。

価格転嫁問題については「原材料費の高騰分」

【中小企業の立場から】中小企業が直面する諸課題と中小企業家の取り組みhttps://rodosoken.com/
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（図１）と「賃上げ分」（図２）に分けて聞いた。

いずれも８割を超える企業が価格転嫁にいたって

いないことがわかる。

原材料費の転嫁は運輸・倉庫業が最もできてお

らず、次いで専門サービス業となっている。専門

サービス業の業況は良い方だが、仕事が増えてい

る割に採算がとれていないことが見て取れる（図

３）。

「賃上げ分」の転嫁は、さらに価格転嫁が難し

く、全く「転嫁できていない」企業が 49％で、「原

材料費の高騰分」が「転嫁できていない」とする

32％を大きく上回っており、「一部転嫁」も 21％

程度で原材料費 36％よりも 15％も下回っている。

最賃の引き上げについて、会として反対の立場

はとっていないが、公正な取引環境、社会保険料

の減免、地域間格差の是正や 130 万円の壁などは

図１　価格転嫁（原材料の高騰）

図３　価格転嫁（賃上げ分・業種別）　ｎ＝回答数

図２　価格転嫁（賃上げ分）

資料：中同協「新型コロナウイルスに関する国への緊急要望アンケート」結果（2022 年３月 1 日発表）より。

資料：図１と同じ。
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課題であると考えている。

3　消費税インボイス制度理解できてい
ない企業が３割

消費税インボイス制度への対応は、「制度を理

解できていない」とする企業が 29％、適格請求

書等発行事業者登録をして対応を進めている企業

は 16％程度。規模別には 10 人未満の企業の対応

が遅れている。「国への要望」のコメントで、自

社だけでなく取引先のインボイス制度への対応の

不安、事務負担増加、廃業も懸念されており、電

子帳簿方式とともに凍結・延期を求める声が多い。

その他の要望では、原材料・資材・石油の価格

高騰の抑制、雇用を維持するための社会保険料の

減免、納税猶予期間の延長などを求める声が多い。

また、新事業展開にあたってのデジタル化、DX

化の支援や事業再構築補助金、事業復活支援金の

枠の拡大を求める声もある。

コロナ禍で 10 次にわたる政策要望・提言

中同協は、1969 年設立以来、自助努力による

経営の安定・発展を図るとともに、中小企業をと

りまく経営環境の是正に努めている。「雇用と地

域社会を守り、日本経済の崩壊を防ぐためには、

中小企業の維持・発展が不可欠」という立ち位置

から、コロナ禍での調査にもとづき、10 次にわ

たる国への政策要望＊を発表。所轄官庁や国会各

政党と懇談を重ねてきた。

在宅勤務などができない現場を抱える中小企業

の中には、感染者や濃厚接触者の増加で、「工場

が回らない」「現場が止まる」などの状況もあり、

厳しい局面を乗り切ろうと奮闘している中小企

業・小規模事業者の存在意義と重要性を国民に訴

えるとともに、柔軟で迅速な支援の取り組みを進

めることを政府に強く訴えた。

第 10 次要望は以下の９点にわたるものである。

１．PCR 検査の体制の強化とワクチン接種の

加速化。

２．ゼロゼロ融資の返済猶予期間の延長と借

り換え時の対応。

３．金融機関に対し、中小・小規模事業者に

積極的に返済条件変更に応じ、長期資本性

ローンや経営支援を行う施策の実施。

４．雇用調整助成金特例措置のさらなる延長。

その財源の国庫からの措置。

５．甚大な影響を受けている企業への支援を

早急かつ計画的に明示し、Go To 事業を中

小企業の事業活性化に結びつける。

６．仕入れや人件費、消費税等の価格転嫁に

対する指導の強化。

７．中小企業の社会保険料の減免。事業主負

担分や税金の納付猶予期間の延長。

８．消費税のインボイス制度の導入の凍結。

９．回復需要を担える前向きな投資活動の推

進。公共調達の中小企業優先発注。事業再

構築補助金制度の延長・要件緩和。

10 次にわたる要望は、国会やマスコミでも取

り上げられ、第 10 次については８のインボイス

を除いて積極的に政策的に対応がすすめられてい

る。
＊ 2020 年３月４日（第１次）、３月 31 日（第２次）、

４月 20 日（第３次）、５月 25 日（第４次）、10 月 13 日（第

５次）、2021 年１月８日（第６次）、２月 12 日（第７次）、

８月 24 日（第８次）、11 月 22 日（第９次）、2022 年２

月 25 日（第 10 次）

4　参議院選挙に向けた政党アンケート

７月の参議院選挙前には、各政党に対し「各党

の中小企業政策に関するアンケート」を以下の５

点にわたる質問項目にて実施し、６月 21 日にホー

【中小企業の立場から】中小企業が直面する諸課題と中小企業家の取り組みhttps://rodosoken.com/
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ムページ上で発表し、会員に周知した。

１．中小企業憲章の国会決議や中小企業振興

について

2．公平・公正な取引環境の実現に向けた原材

料・資材の高騰分や賃上げ分の価格転嫁対

策について

３．中小企業の発展と、最低賃金引き上げを

両立させる具体的政策対応について

４．適格請求書等保存方式（インボイス方式）

の導入について

５．中小企業の事業再構築支援策について

　それぞれの政党が考える中小企業像や対応

が現れ、自助努力を基本とする同友会の姿

勢を尊重しつつ、インボイスについては意

見が分かれた。

5　原材料費や電力料金の高騰などで緊
急要望・提言

選挙後の７－８月にかけて価格転嫁問題と電力

料金の問題で緊急要望も発表し、毎年発表してい

る年度の要望・提言とともに、国会各政党と懇談

を行った。いずれの政党からも中小企業の厳しい

現状と要望提言に理解が示されている。

７月４日に発表した「中小企業家の緊急要望・

提言 急激な原材料・資材や電気代高騰、電気需

給への対策・支援策を」とする要望・提言は、「１．

急激な物価上昇・資材高騰の抑制、価格転嫁・公

正な取引への対策・支援を求めます」として、価

格転嫁の促進や不公正取引への罰則強化などを求

めた４点。「２．電力・エネルギーが逼迫しない

発電体制の早急な整備、電気代高騰への対応・支

援を求めます」では発電体制の整備や地域エネル

ギー自給率向上など４点を掲げた。

また、年度の要望・提言である「2023 年度国

の政策に対する中小企業家の重点要望・提言」（11

項目、A4 判２ページ）および「2023 年度国の政

策に対する中小企業家の要望・提言」（13 項目、

A4 判 40 ページ）も一緒に各政党や中小企業庁

に持ち込み懇談してきた。

6　会員への呼びかけ

中同協として国への働きかけを強めるととも

に、会としては日常的な月例会（年間約 6,000 回）

や経営指針成文化・実践セミナー（毎年 1,200-1,500

名修了）など、「活動を止めない」とコロナでダメー

ジの大きかった業界の経営者も積極的に誘い、

2020 年夏までにはオンラインで活動を再開する

同友会が増え、「激動をよき友に」強じんな企業

体質となるよう、中同協として 2020 年３月から

会長やコロナ対策本部長談話などを出して励まし

た。

直近の談話は、中同協コロナ対策本部長談話「現

状分析を急ぎ、資金繰りと価格転嫁対策の具体化

を」を新年度すぐの４月１日に発表した。

全会員に向けて、本部長から資金繰りと価格転

嫁対策を急ぐことを呼びかけた。「各同友会で第

10 次緊急要望・提言とともに、会員にとどまら

ず地域の経営者にも呼び掛け、また行政にも働き

かけ、中小企業や地域を守ろう」と訴えた。

本談話の内容は「現状分析を急ぎ、資金繰りと

価格転嫁対策の具体化を」として、中小企業とし

てこの変化への対応はできているのか、自主・自

立の精神で、大きな変化の波をとらえ、新たな年

度にあたって、改めて企業づくりの強化のために

以下の４点を呼びかけた。

１．自社の現状を月次、週次、日次で把握し、

課題を明確にして都度対策を。

２．価格転嫁を急ぎ、都度価格交渉を積極的

に行う。販売チャネルを増やすべく、発信

力を強化。
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３．資金繰り表を見直し、リスケと借り換え、

資本性ローンなどについて早急に研究し、

活用。金融機関との関係構築のためには企

業側の情報開示。経営指針をもとに経済産

業省のローカルベンチマーク、内閣府の経

営デザインシートを「共通言語」として活

用を。

４．経営者は孤独ではありません。一人で悩

まず同友会で相談し、さまざまな苦難を乗

り越えてきた仲間や先輩経営者の教訓に学

ぼう。

この４点の呼びかけの最後には「厳しい時代で

はありますが、『激動をよき友に』この苦境を、

全社一丸の力とし、仲間とともに乗り越えていき

ましょう」としている。

まとめ

自主・自立を大事にする同友会の姿勢は、企業

づくりにおいても、地域づくりにおいても新たな

可能性を切り開くものである。中同協では 2019

年に「同友会運動の将来展望（10 年ビジョン）」

を発表し、①一人ひとりのすばらしさが発揮でき

る企業づくり、②中小企業憲章の精神を体現し広

める、③強靭な組織つくり、④同友会理念の実践

と世界への発信を打ち出した。

コロナ禍の経験と同友会の活動は、「１社もつ

ぶさない」「活動を止めない」という対策本部発

足直後からの連帯の精神の発揮と、「雇用を守り、

地域を守る」と、会内で声かけあい、外部機関と

連携して、窮状に立ち向かい地域全体で取り組む

など、10 年ビジョンを豊かに裏付けるものとも

なった。

会長談話や本部長談話で会員に呼びかけるとと

もに、調査や要望・提言を通じて対外発信・連携

を強化し、中小企業庁や金融庁、国会各政党、金

融機関の全国組織や中小企業団体、労働団体、報

道機関との関係性を広げている。

ポスト・コロナにおける同友会運動は、日本の

未来、地域の未来における中小企業の役割を踏ま

え、「三つの目的」「自主・民主・連帯の精神」「国

民や地域と歩む中小企業」の理念を、確実に実践

していくことが求められている。

（ひらた　みほ・中小企業家同友会全国協議会政策
広報局長）

※本稿は８月下旬に執筆されたものです（肩書は執筆当時
のものです）。

【中小企業の立場から】中小企業が直面する諸課題と中小企業家の取り組みhttps://rodosoken.com/
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はじめに

既に２年半を超える長引くコロナ禍に加え、原

油資材高騰・物価高騰が中小企業者の暮らしと営

業に大きな苦難をもたらしている。

全国商工団体連合会付属中小商工業研究所では

「営業動向調査」を年２回実施（３月、９月）し

ている。2022 年の上期調査の実施は２月 16 日～

３月 19 日である。コロナパンデミックの感染拡

大は第６波のピークを過ぎ、徐々に低減する兆し

が表れてきた頃であった。１日当たりの感染者数

は２月 16 日 90,806 人、３月 16 日は 57,817 人と

低下が見られた。

その矢先、緊張が高まっていたウクライナ情勢

が急激に悪化する。２月 24 日にはロシアによる

ウクライナ侵攻が開始され、その影響が直撃する。

周知のように、我が国はロシアからエネルギー

や鉱物資源、農産物など多くを輸入しており、直

後からガソリン価格や電気料金、小麦粉やパン、

食用油など幅広い商品の値上げが相次ぐ。総務

省が８月 19 日に発表した消費者物価指数では、

11 ヵ月連続の上昇で２％超は４カ月連続。物価

高騰はウクライナ情勢ばかりでなく、アベノミク

スの異次元の低金利政策や最賃の引き上げなどの

影響もあってのものだが、生鮮食品は前年同月比

8.3％、生鮮を除く食品は 3.7％、電気代やガス、

ガソリンなどエネルギー関連は 16.2％アップなど

大きな影響が広がっている。

【中小企業の立場から】第７波のコロナ禍で異常な物価
高騰。中小企業を守る緊急対策待ったなし！

藤田 信好

さらに、沈静化するかに見えた感染拡大は７月

初旬から急激な上昇に転じ、本稿執筆時点の８月

中旬の新規感染者数は 20 万人を超え、昨冬のピー

クの２倍を超える。それにもかかわらず、岸田内

閣のコロナ対策はなりゆきまかせで、「社会経済

活動の維持」を優先し医療のひっ迫を回避すべき

手立ても講じていない。感染者は必要な医療も受

けられず、自宅療養を強いられる事態も常態化し

ている。

第７波の感染爆発の渦中で自治体がコロナ対策

として講じうる措置は、「医療の負荷の増大が認

められる場合に、地域の実情に応じて、都道府県

が「BA.5 対策強化宣言」を行い、すでにおなじ

みになった感染防止対策への「協力要請又は呼び

かけ」を住民や事業者に求める程度になっている。

緊急事態宣言は 21 年９月 30 日に終了。その後の

まん延防止重点措置も３月 21 日に終了した。「宣

言」にともなって講じられてきた事業者への協力

金、事業復活支援金もともに打ち切られている。

今、中小企業者は、コロナ禍、物価・資材高騰、

円安の三重苦にあり、しかもコロナ禍で講じられ

てきた支援も打ち切られている。「下期営業動向

調査」（９月初旬の予定）ではこの実態が集約さ

れることになるが、当調査はその入口期にあた

り、その実態は端緒的にしか反映されていない。

その制約を補うための緊急アンケートも紹介しな

がら、三重苦の特徴と求められる対策、そしてそ

れに呼応し民商・全商連がすすめてきた取り組み

を紹介したい。
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1　続くコロナ禍で資材物価高騰―「経
験したことのない苦境」

「2022 年上期（３月）営業動向調査」の最大の

特徴は、原材料・商品の仕入れ値の急上昇であ

る。原材料・商品の仕入値 DI 値（注）は、前々

期 21 年上期 36.7 から前期 22 年下期に 60.1、今

期 22 年上期は 75.6 と、２期連続で上昇した。リー

マン・ショックが起きた過去のピーク（08 年下

期の 80.4）に次ぐ値である。モニターからは、原

材料やガソリン・軽油等の価格上昇の実態が多数

寄せられ、建設資材等の物不足などで仕事が回せ

ないなど厳しい経営環境が伺える。「販売価格（単

価）引き上げ」20.7％など経営努力も行われるが、

利益 DI 値は低迷している。急激な仕入れ値の上

昇にもかかわらず価格への転嫁が進んでいないこ

とが分かる。

総合的経営判断 DI 値は、マイナス 55.9 で前期

と比べ 5.3 ポイントの改善がみられ

た。業種別に見ると金属製品・機械

器具製造、サービス業、食品・繊維・

木製品・印刷関連製造の３業種で改

善傾向が見られる、建設業、宿泊・

飲食業の２業種は新型コロナ感染症

不況から抜け出せていない。

売上 DI も全体マイナス 49.7 で前

期から 4.7 改善である。しかし、原

材料・商品の仕入 DI 値が全業種で

上昇している。食料・繊維・木製品・

印刷関連では 26.0 ポイント上昇し

79.4 に。商業・流通は 20.5 ポイント

の上昇で 65.4 に。宿泊・飲食業は

17.1 ポイント上がり 81.5、建設業は

13.2 ポイントのアップで 84.4。サー

ビス業は 10.2 アップで 60.2 などで

ある（図１、２参照）。コロナの感染拡大が減少

傾向にあったことが要因と考えられる。総合経営

判断や売上高の改善傾向がうかがわれるも、仕入

DI 値の上昇が利益 DI を引き下げる要因になっ

ている。次期経営見通し DI 値も全体でマイナス

44.2 と 2.2 ポイントの悪化を見通している。

上期調査後、前述の三重苦のなか、事業者・会

員から、「これまで経験したことのない厳しさ」

が指摘された状況となった。民商・全商連は緊急

アンケート実施を提起し、実態の掌握を現在進め

ているところである。いち早く取り組みを開始し

た広島県商工団体連合会の「営業動向調査」（以下、

「広島県調査」）の中間集約が手元にある。経営実

態の厳しさとともに事業存続のためには、資金等

の確保への柔軟な資金繰り支援や、固定費を補助

する直接支援策等が緊急に求められていることが

明らかになっている。次の章では、現下の経営実

態と支援のあり方について検討したい。

図１　各種 DI 値の推移

資料：全商連付属・中小商工業研究所「営業動向調査」より

【中小企業の立場から】第７波のコロナ禍で異常な物価高騰。中小企業を守る緊急対策待ったなし！https://rodosoken.com/
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2　経営危機回避へ対策は…

（１）３割が返済に困難。第一は資金繰り支援

「広島県調査」（中間集約 791 事業者）によると、

全事業者のうち「借入金」が「ある」は 43.9％、「な

い」は 56.1％。返済について「順調」が 66.7％、「条

件変更中」13.7％、「利息のみ」2.7％、「遅延」8.0％、

「延滞」2.3％、「据え置き中」6.7％となっている。

33.3％が返済に困難を来していることが分かる。

東京商工リサーチは第 23 回「新型コロナウイ

ルスに関するアンケート」調査 （調査期間８月１

～９日、インターネット調査）で、新型コロナ感

染の第７波が高止まりするなか、企業への影響が

再び悪化していると報じた。企業活動への「影響

が継続している」と回答した企業は 71.9％で、前

回（６月）から 3.2 ポイント悪化。「廃業検討率」

は 5.3％と、前回から 0.2 ポイント悪化としている。

今年７月の単月売上高が、コロナ前の 2019 年７

月に届かない企業は約６割（59.1％）に上るとする。

「７月からコロナ新規感染者数が急増した第７

波は、行動制限は行われていないが、感染拡大へ

の懸念から消費者意識も行動も変わってきた。自

粛ムードも強いし、４人以上の予約は入らない。

売上は経営維持水準にも届かない」と飲食関連業

者は語る。「困難」（自由記載）の中で、「仕事・

顧客の減少」「資金繰り」「物価・経費の高騰」が

多いことが特徴である。

コロナ危機が継続している上、物価の上昇はさ

らに深刻化する見通しで、返済に窮し倒産に追い

込まれる中小企業が急増することが危惧される。

対策は待ったなしである。このようななか、アン

ケートで業者が求める要求・施策は以下（表１）

の通りである。

『2022 年版中小企業白書』は、コロナ禍にも企

業倒産が少ないことを指摘し、その理由として「コ

ロナで売り上げが減少した企業を支援する特別貸

付（ゼロゼロ融資）をはじめ各種補助制度が講じ

られてきたため」と述べる。

ゼロゼロ融資は、実質無利子・無担保で最長３

年間お金を借りることができる仕組みで、コロナ

危機のもと、中小企業の資金繰りのために始めら

れ、この融資を含めたコロナ対応の融資残高の規

模は、政府系金融機関と民間金融機関を合わせ

21 年４月末で 56.3 兆円に達する。

コロナ関連融資の返済はこれから本格化する。

融資の返済が重い課題となってのしかかることは

間違いない。資金繰りへの支援制度の継続・拡充

図２　2022 年上期の各数値（カッコ内は前期）

資料：全商連付属・中小商工業研究所「2022 年上期営業動向
調査」より。

資料：全商連付属・中小商工業研究所「2022 年上期営業動向
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とともに、早急に中小企業の過剰債務を軽

減・免除する仕組みが求められる。

（２）実情を踏まえた自治体による直接支
援が励みに

国による事業者に対する直接支援が打ち

切られるなか、中小企業者に救いの手を差

しのべてきたのは自治体施策である。2020

年、国は総額１兆円規模の地方創生臨時交

付金を創設した。コロナ禍における原油価

格・物価高騰等に直面する生活者や事業者に対し

て、自治体が地域の実情に応じて活用することが

可能とされる。この地方創生臨時交付金を財源と

した自治体によるコロナ対応の事業者支援制度

は、多くが事業者の声や要望を踏まえたものに

なった。

政府の協力金は営業規制を受ける飲食料者等に

限定されていたし、応援金では業種規制は緩和さ

れたものの、売上減 50％以上などの条件が設け

られるなど制約が残った。申請をウェブに限定し

「不備ループ」問題を引き起こしたばかりか、経

済産業省官僚らによる詐取なども生んだ。これに

対し、自治体の独自支援は固定費補助、雇用補助、

休業補償、観光業等補助、感染防止対策補助、芸

術補助など、地域特性に対応した多彩な支援が行

われた。

これらの支援は、自治体への要請や働きかけで

改善・拡充されてきたものである。

全商連の調べでは、８月末時点でのべ 125 自治

体が事業者への直接支援に踏み出していることが

わかった。北海道・津別町「原油高騰対策支援金」、

山形・南陽町「燃料価格・物価高騰緊急経営支援

給付金」、神奈川・厚木市「あつぎ中小企業原油

価格・物価高騰対策交付金」、福井・勝山市「運

送事業者等燃料費疎遠交付金」、山口・萩市「が

んばろう萩！原油価格・物価高騰対策支援金」、

福岡・岡垣町「令和４年度岡垣町中小事業者支援

金」、鹿児島・大崎町「令和４年原油価格・物価

上昇対策支援金」等である。支援は少額であるも

のの、「先が見えないなか、それだけでも励みに

なる」という声が寄せられている。

地方創生臨時交付金は今後も増額を含め措置さ

れる見込みである。活用が期待される支援制度を

調査・紹介し、各自治体で創設・普及・利用の運

動を呼びかけているところである。

（３）価格転嫁と公正な取引ルールの確立を

原材料価格や燃料費の高騰、人件費の上昇が続

く中、「値上げラッシュ」が続く。大手外食 53 社

が値上げを公表しているが、中小企業者は競争や

取引先との関係などでたやすく値上げできないと

いう特殊事情を有する。

中小商工業研究所「営業動向調査 2022 年上期」

では、価格転嫁では「きちんと転嫁できている」

は 23％にすぎず、「一部転嫁」が 45％、「ほぼ転

嫁できていない」が 18％に上る（図３）。

建設業では「物価スライド条項」を約款に入れ

ることが推奨されているが、民間工事では、それ

があっても認めてもらえないという悲鳴も聞こえ

る。立場の弱い企業にしわ寄せされないよう中小

企業の取引環境を整備し、価格転嫁がスムーズに

進むよう、公正な取引ルールの確立への啓発と不

表１　中小商工業者が求める新型コロナウイルス危機打開策
　　

資料：広島県商工団体連合会「営業動向調査」（2022 年８月実施）中間集約より。
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断の監視が求められる。

3　むすびにかえて

物価・資源高騰の背景には、食料もエネルギー

も自給には程遠い我が国の脆弱な経済構造があ

る。再生可能エネルギーへの転換と自給をはじめ

持続可能な循環型経済への転換を急ぐ必要があ

る。また、インボイス制度の実施が 2023 年 10 月

に迫っている。インボイスが実施されれば、消費

税実務の負担から「廃業を検討する」免税業者は

28％にものぼる。コロナ廃業に加えインボイス廃

業が続く事態はなんとしても阻止しなければなら

ない。インボイス導入の根拠は「税率 10％と複

数税率のため」である。さらなる税率引き上げを

食い止め、物価高騰の影響を抑えるためにも、消

費税減税とインボイス中止が重要になっている。

（ふじた　のぶよし・全商連元事務局）

図３　原材料・仕入れ値の上昇分を価格転嫁できてい
るか

資料：全商連付属・中小商工業研究所「営業動向調査 2022 年上期」より
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コロナ禍は内需への依存度が高い中小企業の経

営と生業を直撃した。コロナ関連の経営破たん

は 4,759 件に達し、このうち従業員数が判明した

4,344 件の正社員だけで４万 2,029 人にものぼっ

ている１。感染拡大の長期化による世界的な供給

網の寸断に加え、ロシアのウクライナ侵略にとも

なう原油・原材料の高騰と物価高。さらに急激な

円安による仕入れコストの上昇で、いま中小企業・

小規模事業者の経営がかつてない危機に直面して

いる。ここで十分な支援を行わなければ、「ギブ

アップ」廃業や倒産をもたらしかねない。

ところが自公政権は、コロナ禍を奇貨とするか

のように、生産性の低い中小企業の淘汰を「成長

戦略」の基本方針として掲げた。菅前首相が肝い

りで設置した成長戦略会議のメンバーに、かねて

から「日本の中小企業は生産性が低い」として、

その数を半分以下にする「中小企業淘汰論」を主

張する実業家・デービッド・アトキンソン氏を起

用したことに象徴されている２。まさに、自己責

任の名のもとで中小企業を切り捨てるものにほか

ならない。

政権を引き継いだ岸田首相は、「新しい資本主

義実現」と看板を掛け替えたが３、世界でも異常

な「賃金が上がらない」「大企業と中小企業の格差」

などの、ゆがんだ経済を正そうともせず、弱肉強

食の新自由主義をいっそう推し進めようとしてい

る。

日本共産党国会議員団は、国会論戦で現場の

切実な要求や実態を突き付けながら、事業所の

【政党の立場から】コロナ禍の中小企業支援
策と直面する課題

佐田 珠実

99.7％を占め、労働者の３人に２人が働いている

雇用の担い手、地域経済の支え手でもある中小企

業を支えぬくよう求めてきた。さらに、コロナ禍

が浮き彫りにした、食料やエネルギー、原材料を

海外に依存した、冷たくてもろい経済・産業構造

の根本的な転換を提案してきた。本稿では①中小

企業・小規模事業者の“頼みの綱”となった給付

金の検証、②エネルギー危機をあおり原発再稼働

を推し進めようとする動き、③半導体工場の誘致

に大盤振る舞いの３つの角度から、直面する課題

について明らかにしたい。

1　頼みの綱の給付金――審査の改善、
巨額の委託費の解明を

政府や地方自治体からの、休業や営業時間の短

縮要請により、仕事と収入を奪われた中小企業の

頼みの綱となったのが、持続化給付金を皮切りと

した直接支援策だ。

当初直接支援に後ろ向きだった安倍政権は世論

に押される形で、持続化給付金を実施。開始初日

（2020 年５月１日）に 18 万件もの申請が殺到し、

給付金事務局のウェブサイトがダウンしたことか

らも、切望ぶりが見て取れる。持続化給付金は、

コロナの影響で売り上げが 50％以上減少となっ

た中小企業・個人事業主に対して、「半年分の固

定費」に相当する、法人 200 万円、個人 100 万円

を上限とした給付を行うものだが、当初は対象が

「事業所得」で申告を行っている事業者のみに限

【政党の立場から】コロナ禍の中小企業支援策と直面する課題https://rodosoken.com/
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定されていた。雑所得や給与所得で申告している

フリーランスなど、当事者らの機敏な動きで、対

象の拡大を求める署名が短期間に４万人分を超え

て集まった。国会での度重なる追及も相まって、

２カ月遅れでようやく対象に追加された。

７月には、固定費の中でも比重が大きい家賃へ

の直接支援も実現した。野党が共同提出（2020

年４月 28 日）した、売上が 20％以上減少した中

小企業者に対し、家賃の支払いを１年猶予する法

案がその先鞭となった。その後、与党もようやく

家賃負担軽減を求める提言をまとめ政府に提案。

第２次補正予算に２兆円が盛り込まれたことで、

半年分の家賃の３分の２の補助が実現した。

これまでに事業者向けに、持続化給付金、家賃

支援給付金、一時支援金、月
げつ

次
じ

支援金、事業復活

支援金の、累次の給付金が措置された（表）。給

付総額は 8.6 兆円に及び、「助かった」「一息付け

た」と喜ばれたが、支援規模は徐々に縮小され、

岸田首相が「持続化給付金第二弾」（2021 年 10 月）

だと打ち出した事業復活支援金は、持続化・家賃

両給付金の８分の１規模にとどまっている。第７

波に続き第８波の感染が広がっているにもかかわ

らず、22 年４月以降は、何ら直接支援策がない

状態に置かれている。コロナ危機の中で必死にが

んばっている中小企業・小規模事業者を支えぬく

支援策が切実に求められている。

実現にあたっては、これまでの給付金の問題点

の検証と改善が必要だ。第一に、給付金の申請が

オンラインのみに限定されたことだ。申請から２

週間で給付を行う迅速性を売りとしていたが、形

式ありきで実態を見ない審査が不正受給を許し、

逆に、いかに実態があろうとも機械的・画一的な

審査ではねつける事例が多発した。一時支援金や

月次支援金では、事務局からの書類の提出要求が

延々と繰り返される「不備ループ」という言葉ま

で生まれたほどだ。不正受給への厳正な対処は当

然だが、現金商売など、多様な事業の実態をどう

把握するのか。届けきるための審査への改善が不

可欠である。

第二は、中小企業庁から給付金事業の委託を受

けた事務局の実態の解明だ。持続化給付金事務局

を委託されたサービスデザイン推進協議会（サ推

協）から電通への委託費の丸投げが問題となった

が、会計検査院報告書によると、委託費 669 億円

表　中小企業・個人事業主向け給付金の実績と事業委託先

＊経済産業省・中小企業庁公表資料を元に作成、事業復活支援金の給付実績は 22 年 11 月 14 日時点。
＊委託額が確定していない事業の委託額は契約額を記載。
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の 96％が電通に再委託された上、のべ 723 者、

最大９次請けという多重下請構造のもとで実施さ

れていた４。その他の給付金事務局については詳

細が明らかになっていない。とりわけ、一時支援

金以降の事務局を独占しているデロイトトーマツ

については、累計で 2,200 億円にも及ぶ委託費の

大きさからみても、しっかりメスを入れる必要が

ある。

2　エネルギー危機をあおり原発再稼働
へ意欲――再エネ中心・気候危機打
開に逆行

コロナ禍で苦境にあえぐ中小企業に追い打ちを

かけているのが、資材や原材料、燃料、食料品の

価格高騰だ。経済産業省の調査でも、価格高騰分

をすべて転嫁できたのは、わずか 14％にとどまっ

ている５。仕入れコストの上昇分を価格に転嫁で

きなければ、さらに採算が悪化する。「自分たち

の利益を削ってやってきたけれども、もう限界」

とあらゆる地域・業種から悲鳴が上がっている。

政府は、ガソリンなどへの補助金で価格を抑える

「激変緩和対策事業」に 6.2 兆円を投入６、さらに

「節電ポイント」等による電気・都市ガス料金の

負担軽減策７などを打ち出し、多額の国費を投入

してきたが、その恩恵は過去最高益を上げた石油

元売り８など、ごく一部にとどまり、中小企業に

は届いていない。

日本のエネルギー自給率はわずか１割程度で、

先進国で最低水準だ。エネルギーの 85％を海

外からの化石燃料に頼っていることで、原油や

LNG の国際的な供給量や価格の変動に大きく振

り回されてしまうことになる。海外依存のエネル

ギーから、純国産で燃料費ゼロの再生可能エネル

ギー中心に転換することは、中小企業の経営の安

定にも寄与する。さらに、それぞれの地域の条件

にあった再エネ源と、畜産や林業など地域の産業

を結びつけることで、地域の雇用や仕事起こし、

資金循環など、地域経済の活性化に役立つ。この

方向は、かつてない豪雨や暴風、猛暑をもたらし

ている気候危機打開の道筋とも重なる。

しかし政府・経産省は「電力不足」「需給ひっ迫」

や資源の争奪戦など、エネルギー危機をことさら

にあおり、原発活用路線に大きく舵を切った。岸

田首相は８月 24 日に開催された「GX（＝グリー

ン・トランスフォーメーション）実行会議」で、

17 基の原発の再稼働に向け国が前面に立つと表

明。さらに、原発を「将来にわたる選択肢として

強化」するため、運転期間の延長や次世代型原発

の開発・建設などの方策について年末までに具体

的な結論を出すよう指示した９。これを受けて経

産省・資源エネルギー庁は、原発の運転期間を「原

則 40 年」とする原子炉等規制法の条文を削除す

る方針を打ち出した。規制側の原子力規制委員会

は「運転期間は利用政策側が判断すべき」と、こ

れを容認。東京電力福島第一原発事故で厳しく批

判された「規制の虜
とりこ

」の再来である。原発事故が

なかったかのような政策を強行することは断じて

許されない。

3　“経済と安全保障の要”半導体への
日米一体の巨額支援

コロナ禍による半導体不足が長期化している。

自動車の納車遅れや、給湯器が品薄で工事を待っ

てもらっているなど、その影響は広く及んでいる。

全国建設労働組合総連合（全建総連）の工務店ア

ンケート 10 には、「給湯器が規模の大きな建設会

社に搬入されても、町場の小さな工務店は後回し

になっている」との声が寄せられている。立場の

弱い事業者にしわ寄せが及んでいる一方で、経済

安全保障を口実に、半導体工場の新規誘致に巨額

【政党の立場から】コロナ禍の中小企業支援策と直面する課題https://rodosoken.com/
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の国費がつぎ込まれようとしている。

2021 年秋の臨時国会で 5G 投資促進法が改正

され 11、先端半導体の施設整備計画を国が認定し、

認定計画に基づく設備投資に対して、最大２分の

１の補助を行う仕組みが創設された。その認定第

１号となったのが、世界最大手の台湾の半導体製

造会社・TSMC が熊本県菊陽町に新設する工場

だ。現時点での補助額は 4,760 億円。これは 2022

年度の中小企業対策費 1,713 億円の 2.8 倍に相当

する。少なくとも過去 10 年、１社に対しこれ程

の規模の補助金を措置した例はない 12 が、政府・

経産省は誘致によって「ミッシングピース」を埋

めることになると、正当化した。

しかし、80 年代まで世界市場をリードしてき

たわが国半導体産業の凋落は自然現象ではない。

日米半導体協定の対米従属、産業空洞化と大リス

トラによる技術流出がもたらした今日の衰退は、

自民党・経産省の失政が招いたものだと言わざる

を得ない。その反省もなく TSMC 頼みでは、破

たんした過去のプロジェクトの二の舞にしかなら

ない。

７月 29 日の日米経済政策協議委員会（経済版

2 プラス 2）で合意された行動計画では、次世代

半導体の日米共同研究開発の推進が明記され、日

本側の取り組みとして、年末までに新たな研究開

発拠点「技術研究組合最先端半導体技術センター

（LSTC）」の立ち上げも決まった。将来の量産製

造拠点となる新会社 Rapidus（ラピダス）には、

国から 700 億円の技術開発費が投じられる 13。

半導体を経済安全保障上の「特定重要物資」に

指定し、「経済と安全保障の要」（レモンド米商務

長官）として、対中国を念頭に、まさに日米が一

体となった技術覇権争いに突き進もうとしてい

る。日本の強みである半導体装置、素材産業を支

える町工場や下請事業者へのきめ細やかな支援に

よる、ものづくり技術全体の底上げという視点は

どこにもない。

（さだ　たまみ・日本共産党国会議員団事務局）

１　東京商工リサーチ 2022 年 11 月 22 日公表資料
２　内閣総理大臣決裁 2020 年 10 月 16 日「成長戦略会議の開催について」
３　内閣総理大臣決裁 2021 年 10 月 15 日「『成長戦略会議の開催について』の廃止について」
４　会計検査院 2021 年 11 月 5 日「2020 年度決算報告」
５　経済産業省 2022 年 8 月 15 日「価格転嫁対策等について」（第 3 回物価・賃金・生活総合対策本部資料 5）
６　経済産業省・資源エネルギー庁「燃料油価格激変緩和対策事業」2021 年度補正予算 893 億円、2021 年度予備費 3,500 億円、

2022 年度予備費 2,774 億円（4/28）、2022 年度第一次補正予算 1 兆 1,655 億円、2022 年度予備費１兆 2,959 億円（9/20）、2022
年度第２次補正予算案３兆 272 億円

７　経済産業省・資源エネルギー庁「電気利用効率化促進対策事業」2022 年度予備費 1,784 億円、「電気・ガス価格激変緩和対策事業」
2022 年度第２次補正予算案３兆 1,074 億円

８　2021 年度有価証券報告書による最終利益は、ENEOS ホールディングス 5,371 億円、出光興産 2,795 億円、コスモエネルギーホー
ルディングス 1,389 億円で、いずれも過去最高を計上

９　首相官邸 2022 年 8 月 24 日「総理の一日」GX 実行会議
10　全国建設労働組合総連合（全建総連）2022 年 4 月 26 日「建材・住宅設備の価格高騰・納期遅延の影響に関する工務店アンケー

ト調査」
11　正式名称は「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律」。経産省所管の法律で初めて目的

に「我が国の安全保障に寄与する」が盛り込まれた
12　2021 年 12 月 15 日、衆議院経済産業委員会での笠井亮議員に対する萩生田経産大臣答弁
13　経済産業省 2022 年 11 月 11 日「次世代半導体の設計・製造基盤確立に向けて」によれば、Rapidus（株）にはトヨタ自動車、

NTT、ソニーグループ、キオクシア、ソフトバンク、デンソー、NEC、三菱 UFJ 銀行が合計 731 億円を出資
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「組合の真価が問われる」──物価高の23春闘
――連合は 29年ぶり５％程度要求、「国葬」出席で会長弁明、

全労連は 24年ぶり３万円・10％以上要求と国民的春闘、
岸田政権から国政転換へ

23 春闘構築への論議が始まった。焦点は物価高

騰下の実質賃金の引き上げと、組織の強化拡大で

ある。連合は 29 年ぶりに定昇込み５％程度（ベ

ア３％程度）の賃上げ要求を決めた。また 10 月

には参院選の総括論議と「国葬」に出席した芳野

友子会長の弁明も行われた。全労連は 3 万円・賃

金 10％以上の引き上げを提起し、24 年ぶりの要

求水準を設定。消費税減税などを含む国民的な春

闘を展開する方針である。憲法が生き、人権が守

られる社会ヘ岸田内閣から国政転換ヘ市民と野党

の共闘も掲げた。

■連合は29年ぶりベア３％込み５％要求

連合は 23 春闘の賃上げ要求として、３％程度

（ベア）と定昇相当を含む５％程度を設定した。

中小は１万 3,500 円となる。５％程度の要求は

1994 年の「５～６％」以来 29 年ぶり。

賃上げ要求について連合は「賃金が物価に追い

つかない実質賃金マイナスの打開」「国際的に見

劣りする日本の賃金水準の引き上げ」「分配構造

の転換」を掲げ、経済・社会のステージを変える

転換点としている。

その背景には物価高騰下の生活防衛や成果配分

の歪みがある。物価は 10 月に 3.6％と 40 年ぶり

の上昇である。一方、実質賃金は９月で 1.3％マ

イナスと連続して低下し、先進国でも異例とされ

ている。逆に大企業の内部留保はコロナ禍でも 21

年度で過去最高の 484.3 兆円に増加。大企業 1,100

青山　悠

社の今年４～９月期の純利益も前年同期から５％

増え、2 年連続して過去最高を更新している。分

配のゆがみ是正は 23 春闘で大きな課題となって

いる。

ところが、連合の要求は 29 年ぶりに水準を引

き上げたとはいえ、昨年より１％程度の微増であ

り、要求内容も過年度物価分（予測 2.6％）が中

心で、物価ミニマム要求となっている。連合の組

合からも「５％の提示で物価上昇に賃金が追い付

かない状況を打破できるのか」などの意見が表明

され、日本総研の山田久・副理事長も「もう少し

高めの要求があってよい」と提言している。

連合の芳野会長は集会などで「物価上昇に賃上

げが追いついておらず、家計の厳しさが増してい

る」と指摘。先進国で最下位争いをしている日本

の賃金水準の長期停滞の打開へ「コロナ禍で業種

格差はあるが、物価分３％に取り組む賃上げを」

と表明。内部留保の活用を問われ「人への投資が

重要であり、大きなテーマになる」と語っている。

さらに「今春闘への社会的な期待もあり、これま

での延長でなく歴史のターニングポイントとなる

社会的なうねりを」と訴えている。

討論では、「23 春闘は消費者物価の上昇だけで

なく、企業物価上昇で企業のダメージも大きい。

企業の収益確保・賃金原資のため価格転嫁を推進。

政府や会社だけでなく、働く仲間、連合も大きな

行動を」（JAM）、「物価高騰で生活は厳しい。23

春闘では賃上げ水準の社会的波及の拡大を」（全

「組合の真価が問われる」──物価高の 23 春闘https://rodosoken.com/
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国ユニオン）などが出された。

23 春闘の闘争体制では、製造や流通・サービス、

公益、交通・運輸など５つの部門別共闘連絡会議

の連携を重視。5 共闘による春闘相場形成・波及

力が注目される。また労働基本権にこだわる闘争

の展開も提起した。

■ＪＣ春闘「閉鎖」し、連合春闘に移行へ

自動車、電機、鉄鋼、JAM などの金属労協（JCM）

は９月の大会で、組織改革を確認した。組織の役

割を国際労働運動と人材育成に絞り、春闘や政策

は連合の「連合産業別活動センター（仮称）」へ

移行とする組織見直しであり、来年の大会までに

完了する計画である。金子晃浩議長（自動車総連

会長）は「大事にしていた JC 共闘の灯が消えて

しまうのではないかという懸念があるが、今後も

守り続ける」と述べた。

23 春闘に向けては、22 年度の過年度物価上昇

率を２％程度と予測。その上で、金属産業にふさ

わしい賃金水準や「成果の公正な配分」、物価上

昇に対応した実質賃金の引き上げを図っていくこ

とが基本になるとしている。

金属労協は 1964 年の結成以降、春闘の相場形

成への影響を強め、労働戦線再編の軸として運動

してきた。特に 75 年の政官財労一体の「管理春闘」

からは、春闘相場をそれまでの高位平準化から、

ストなし一発回答で低位平準化へと春闘変質を推

進してきた。連合春闘への移行で連合運動への影

響や相場形成のあり方など、今後の動向が注目さ

れる。

■要求自粛の自動車、電機

連合では、ベア要求３％を守る産別と、連合要

求以下の金属労協との足並みの乱れも起きている。

自動車総連、電機連合など金属労協は、これま

でも共闘より「産別自決」を優先し、連合より

低い要求で自粛。23 春闘でも連合より低いベア

6000 円以上（２％程度）を検討し、当初から実質

賃金マイナス要求で、組合の存在意義と社会の期

待に背くことにもなりかねない。しかも金属労協

は産別間でも要求でスタンスの違いがみられる。

自動車総連は産別として要求を設定せず、企業

連・単組自決としている。自動車総連の金子晃浩

会長は、２％超の物価上昇の 23 春闘について、

コロナ禍でも労働の質の向上や、昨今の物価上昇

に伴う生活への影響、適正取引を推進する必要性

をあげ、「産業・企業の競争力をいかに高めるか。

日本経済の好循環につながる取り組みとなるよう

総合的に判断」と抽象的である。

電機連合の神保政史委員長は 23 春闘に触れて

「物価上昇に注目した要求策定になると思うが、

物価上昇だけに注目しすぎると、これまで積み重

ねてきた交渉との整合性が取れなくなるのではな

いか。経済成長や産業を取り巻く環境、生活実態、

賃金水準から、賃金改善を 14 年以降積み上げて

きた。それらの重みを踏まえながら、物価上昇を

加えて要求内容をつくりあげたい」と語っている。

電機は 23 年闘争の課題として、単組の妥結水準

の違いを認め合う「妥結の弾力化」と統一闘争推

進ヘ情報連携を強めるとしている。産別統一闘争

61 年史で大きな転機を迎えている。

基幹労連は２年サイクルの春闘で既に鉄鋼大手

は 22 年 3,000 円、23 年 2,000 円で結着。23 年は

個別年度で造船や、格差是正へ業種・グループ関

連の支援が中心になる。

一方、中小金属の JAM は「物価が上がれば、

賃金が上がるのは常識だ」として連合要求を踏ま

え、ベア 9,000 円（３％）と定昇込みで１万 3,500

円以上を要求し、付加価値の還元を重視。「これ

までと違った成果が必要だ」と表明し、ドイツ金

属労組は７％（鉄鋼）の賃上げを獲得していると

強調している。
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■UAゼンセン、連合上回る６％要求

UA ゼンセンは連合要求の引き上げも視野に、

他産別に先駆け連合要求を超えるベア３％以上、

４％程度とし、定昇込み６％程度を設定した。

松浦昭彦会長は、日本の実質賃金は先進国の中

でも長期停滞しているなか、物価高で実質賃金低

下は内需を冷え込ませ、企業も苦境に陥ると指摘。

欧米では物価上昇に対応して賃金は急速に上昇と

述べ、「労働組合への社会的な賃上げ期待や組合

員の期待を失望に変えることは、私たちのやるべ

き事ではない」と強調している。

さらに、「物価高の生活実感と他産別より相対

的に低い賃金実態も考慮し、ベア４％程度を提起

した」と強調。「我々で社会的水準をつくり、先

進国並みに賃金も物価も上がる好循環へ雇用社会

の改革に努力しょう」と提起。長期停滞の賃金ベ

クトル転換の分岐点であり、チャンスの春闘と訴

えている。ゼンセンは産別会長が妥結権を持ち、

23 春闘でも産別統一闘争を強める方針だ。

食品関連 13 部会で運動するフード連合は物価

高の 23 春闘について「産別共闘と相乗効果の発

揮」を提起し、闘争体制の強化を重要課題として

いるのが特徴である。

■人材確保も各産業・業種で重要課題

23 春闘では、各産業・業種とも人材確保が労使

の重要な課題となっている。『22 年版労働経済白

書』では、雇用人員は全産業で「不足」で推移し、「宿

泊・飲食サービス」でも 21 年 12 月調査から「不足」

に転じている。白書は「労働市場は再び、コロナ

感染拡大前から続く人手不足の状況になった」と

指摘している。

組合でも日本通運やヤマト運輸などの運輸労連

は、６年後にトラック運転手が約 28 万人不足す

ると予測。人材確保へ他産業との賃金・労働条件

の格差是正を実現し、魅力的な運輸産業に変わる

ことが必要だと強調している。

私鉄でもコロナ禍を理由とする会社のリストラ

と青年層の離職増加で要員不足などの問題が起き

ており、春闘で賃上げを含む処遇改善が重要と

なっている。JR 連合なども人材確保からも春闘

で賃上げを重視している。

一方、非正規公務員の会計年度任用職員は来年

度末の再任３回制限で数十万人が雇止めの危機に

あり、制度の乱用防止が大きな課題となっている。

■問われる昨年比4倍のベア獲得と闘い方

問題はベアの獲得水準と闘い方である。連合は

この８年間、賃上げ４％（定昇２％・ベア２％）

を要求し、結果は１～２％台、ベアは 0.4 ～ 0.6％

台にすぎない。23 春闘でベア３％程度の実質賃金

を確保するためには、22 春闘（0.63％）より約４

倍強のベア獲得が求められる。さもないと実質マ

イナス春闘に転落し、「賃金ベクトルの転換」と

はならない。

連合総研フォーラムでは、仁田道夫東京大学名

誉教授が「ベア３％を獲得しないと賃上げになら

ない。定昇込み５％獲得でトントンとなり、組合

は信頼される」と提言している。会見では記者か

ら「欧米ではスト攻勢で成果を獲得している。連

合もストを含む労働基本権を行使するのか」など

も出されている。

連合は賃上げ世論を高めるため春闘では珍し

く、12 月から来年４月まで「賃上げ実現・くらし

支援、あしたを変える緊急アクション」を全国で

展開する方針である。

23 春闘は「賃金上昇へのベクトル転換のチャン

ス」とされている。産別統一闘争と共闘を強め、

スト権など労働基本権行使を含む連合春闘のたた

かい方が社会的にも問われている。

「組合の真価が問われる」──物価高の 23 春闘https://rodosoken.com/
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■「自律的労使関係制度の確立へ」自治労

自治労は重視する運動課題として定年引き上

げ、会計年度任用職員の処遇改善、「自律的労使

関係制度」の整備、改憲阻止、組織強化拡大など

を掲げている。人事院勧告を踏まえ、給与水準の

引き上げと一時金の改善を確実に行わせるほか、

初任給の引き上げ、昇給・昇格基準の見直しなど、

賃金の運用改善へ「１単組・１要求」を行うよう

求めている。

労働基本権が制約されている問題の改善へ働き

かけも強める。消防職員への団結権付与について

国と協議を進めるとともに、民主党政権時に検討

された非現業職員に協約締結権を付与する「自律

的労使関係制度」の検討・協議を政府に求める。

併せて立憲民主党のプロジェクトチームを通じ、

来年通常国会での議員立法をめざす方向である。

■フリーターなど組織拡大・強化へ動き

各産別は組織拡大・強化も重視している。

実績では UA ゼンセンの年間 4 万 8,228 人の拡

大が注目される。コロナ禍で日本全体では組合員

が減少するなか、産別として組織化活動に精力的

に取り組んだ成果としている。

ゼンセンは組織拡大で業種戦略、地域戦略、自

社内拡大を重視し、ターゲットに外食、介護など

を設定。この 10 年間で 44 万人を拡大し、食品スー

パー 60 組合、ドラッグストア 25 組合、外食 30

組合、介護 30 組合の合計 145 組合を拡大している。

全国オルグは本部に 9 人、都道府県に約 200 人を

配置して運動を展開している。

フード連合も組織拡大で「ターゲット」を設定

し、JEC も６業種別部会で「ターゲットリスト」

をあげているのも注目される。

全国ユニオンは、インターネット通販大手のア

マゾンジャパンで組合支部を増やしている。神奈

川では 6 月に「東京ユニオン・アマゾン配達員横

須賀支部」を 10 人で結成し、9 月 5 日には 2 番目

として「長崎支部」を 15 人で結成した。労組が

結成された職場では、就労時間など労働環境の一

部が早くも改善されている。

会社は配達員を個人請負労働者として、組合を

認めていないが、「話し合い」として協議に応じ

ている。組合はアマゾンや下請会社の指揮命令を

受けているとして、労組法、労基法とも労働者性

があるとして、個人請負契約を労働協約に改めよ

うに求めている。

都労委は 11 月 25 日、ウーバーイーツの配達員

を労組法上の労働者と認める判断を日本で初めて

出し、ウーバーの運営会社に団交に応じるように

命じた。

連合もフリーターなど「あいまい雇用」の組織

化を重視して、新たな組合結成を支援。「Wor-Q

アドバイザリーボード」を設置し、緩やかなネッ

トワークづくりを広げたい考えだ。

■選挙で集票力低下し、産別で政党間きしみ

連合は 10 月に参院選まとめを行い、23 年春の

統一地方選挙での前進を提起した。まとめでは集

票力の低下に危機感を表明。比例代表で連合は立

民、国民党から 9 人を擁立し、8 人が当選。個人

名票 152 万 5,800 票（連合組合員 704 万人）は過

去最低であり、「深刻に受け止める必要がある」

と指摘している。

連合の集票力低下については、「野党間の争い」

や「政権交代の機運が低下し、与党を応援した方

がよいという組合員の意見もあるという」ことな

どをあげている。芳野会長も「連合としても、組

合員からの共感が得られ、期待に応えられる存在

になっているか」と述べ、政策実現と政治の取り

組み強化を訴えた。

産別では集票力の低下に危機感を表明しつつ、
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立憲民主と国民民主党との支援関係でミゾが生じ

ている。自動車総連の金子会長は「連合組織内議

員の所属政党はできるだけ大きい固まりで結集す

る必要がある」と述べ、「国民民主党の政策を柱

に多くの仲間が集えるように、関係組織と連携し

ていく必要がある」との見解を示した。

UAゼンセンの松浦会長は政党関係について「国

民民主党と立憲民主党との共闘で、立憲民主党は

共産党との関係や、エネルギー政策の見直しなど、

国民民主党が歩み寄ることのできる環境づくりを

求めていきたい」との見解を示した。

基幹労連は、JAM と連携して組織内候補者を

15 年ぶりに立憲民主党から当選させたことを評価

し、「立憲、国民両党を中心に対応していく」と

述べ、大会の来賓も両党から出席した。

自治労の川本淳委員長は支援の立憲民主党に対

して「提案型野党が敗因の一つと総括している。

追及すべきは徹底的に追及し、政権と対峙する姿

勢も示すべきだ。存在感を高め、野党第一党とし

て野党間の連携に尽力してほしい」と提言した。

■「国葬」出席で連合会長弁明

安倍元首相の「国葬」は 9 月 27 日に終わったが、

「国葬」問題は終わってなく、国会無視の強行や

安倍元首相の統一協会との癒着問題など民主主義

にかかわる問題として国会、政府などで検証論議

が行われている。

連合では芳野会長の「国葬」出席をめぐり、産

別や世論の反対意見もあり、10 月 6 日の中央委員

会のあいさつで会長の弁明も行われた。

芳野会長は「国葬」について、「政府は、国民

の理解が広がらない中で行われたことを重く受け

止めるべきだ」と指摘。さらに「国会の関与をお

ろそかにし、閣議決定だけで行われたことは議会

制民主主義や立憲主義の軽視であり、安倍政権以

降の一強政治のおごり」と批判した。

一方、「出席」については、「政労使三者構成の

一角であるナショナルセンターとして、国際社会

が参加する式典に対応する責任」をあげたほか、

「諸問題の検証と、弔意の区別」などを勘案。「苦

渋の判断として、連合会長として弔意を示す一点

で出席せざるを得ないと判断した」と弁明した。

産別では自治労、日教組、全国ユニオンや連合

加盟産別などで構成する平和フォーラムも「国葬」

反対を表明していた。

岸田首相は、「国葬」を安倍政権の礼賛と「故

人に対する弔意と敬意を国全体で表す儀式」と

語っている。連合の言うように「弔意の一点」と

か、「諸問題の検証と、弔意の区別」などはしな

いで一体の儀式としている。

また「出席」は、「政労使三者構成とナショナ

ルセンターの責務」にしても、国民の 6 割超が反

対し、全労連、全労協なども反対している。連合

会長の「国葬」出席が、すべての働く者の利益を

代表するナショナルセンターとして適合した行動

かどうかの検証も求められよう。

■全労連24年ぶり3万円・10％要求と組織拡大

全労連など国民春闘は、賃上げ要求案として歴

史的な物価高を踏まえ、3 万円・10％以上の引き

上げを提起した。3 万円台は 1999 年の「35,000 円

以上」以来、24 年ぶりの要求水準となる。要求根

拠の１つとして、職場アンケートが例年より 4,000

～ 5,000 円高く、これまでの要求 25,000 円にプラ

ス要求としている。

最低規制は誰でも、どこでも時給 1,500 円以上、

月額 22 万 5,000 円以上の産業・企業内賃金を掲げ

ている。労働時間は 1 日 7 時間、週 35 時間など

を掲げた。

闘い方では、春闘のバージュンアップとしてス

トを重視。最大のヤマ場に初めて、「納得のいか

ない回答の抗議と上積みを求め、産別・地方・地

「組合の真価が問われる」──物価高の 23 春闘https://rodosoken.com/
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域はスト支援の行動、集会に取り組む」ことを掲

げた。内部留保の社会的還元も重視し、社会的に

「賃金上げろ」の大波をつくり、すべての職場で

要求提出（22 年 61％）、スト権確立（49.3％）、ス

ト実施（4.8％）をめざしている。職場のストを促

進するため、全労連として「ストライキの手引き」

も作成する予定である。

回答は 23 年 3 月８日で連合大手より 1 週間先

行し、9 日に全国的スト、10 日に記者会見で先行

回答発表を予定している。

23 春闘討論集会も 11 月 24 ～ 25 日に横浜で開

かれ、小畑雅子全労連議長は「物価上昇を乗り越

える賃上げと、大軍拡による生活・福祉破壊を阻

止し、政治転換へ本気の春闘を」と呼びかけた。

討論では「納得できる回答をめざし、職場と世

論の支持を背景に 5 波のストで成果」（JMITU）、

「大幅賃上げと大幅増員へ産別統一闘争を強める」

（医労連）、「44 回目のトヨタ総行動を展開する」（愛

労連）、「非正規支援のスト集会で組合員を 50 人拡

大した分会もある」（全労連全国一般）、「最賃闘

争を拡大させている」（神奈川）、「地域春闘を強化」

（埼玉）、「企業内組合春闘でなく、産別・地方共

闘の強化を」（東京地評）、「闘争強化ヘ労働基本

権回復を求めている」などの決意が相次いだ。

春闘では組織拡大・強化も展開されている。組

織強化拡大交流集会を 9 月に開催し、映演労連は

「会社が『ジョブ型』を導入し、人事評価で最大 4

割の賃下げを計画したため、若手社員に生活不安

が広がり､ 50 人が新たに組合に加入した」など、

要求実現と組織拡大の成果も交流されている。

23 国民春闘結成総会の 10 月には組織化と要求

実現運動で成果をあげているアメリカのレイバー

ノーツ大会の参加を報告。これまでの幹部請負型

の「ビジネス・ユニオニズム」に対し、労組や職

場の組合員が社会や地域の課題に向き合い連携す

る「ソーシャル・ムーブメントユニオニズム」（社

会運動的労働運動）で全員参加型運動の「対話」

や組織拡大のオルグ育成などを紹介。「ストがス

ト呼ぶ」状況下で賃上げや組織拡大で成果を獲得

しており、全労連の運動にも生かしてきていると

報告した。12 月にはレイバーノーツのスタッフの

来日講演会も計画している。

■全労連など国民的な総がかり春闘ヘ

「このままでは自民党に殺される」とツイッター

でトレンドされるほどの労働者と国民生活の危機

打開へ向け、全労連などは国民的な春闘の展開を

重視している。

要求課題は「消費税５％への減税、インボイス

の中止」「生活保護費や年金引き上げ」「社会保障

と教育の負担軽減」「農産物の価格保障・所得補償」

「再生エネルギーの普及」「気象危機打開」など約

10 項目を掲げ、政治転換を含む国民的な春闘を展

開する方針だ。

かつて総評は 73 年の狂乱インフレ下で「第 2

春闘」を展開し、インフレ手当などを獲得した。

次いで 74 春闘では野党を含む反インフレ共闘で

大集会やデモ、ストを背景に賃上げ 32.9％、約 3

万円の賃上げを実現し、新組合結成と組合員増加、

組織率向上など労働運動を前進させている。

今回の運動では、全労連や平和フォーラムなど

の総がかり行動実行委員会が運動領域を拡大さ

せ、「軍事費増やして生活こわすな　改憲反対」

を掲げ、各地で集会・デモを展開。さらに「軍事

を削って、くらしと教育・福祉の充実を」国民大

運動も闘いを強化する方針である。

岸田政権は「構造的な賃上げ」として、「物価

上昇に見合う賃上げの実現」を提起している。し

かし、賃上げ減税を含め実効的な具体策はなく、

「リスキリング」（学び直し）や年功賃金から職務

給への変更など転職を促進。首相が「解雇の金銭

解決」など違法解雇の合法化まで提唱し、雇用流
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動化による正規労働者の転職・入れ替など日本的

雇用システムの造り替えを狙っている。

岸田政権に対して全労連などが物価高騰下の大

幅賃上げと軍事費を削減して福祉充実などを掲

げ、野党・諸階層を含む国民的な春闘の展開はこ

れまで以上に重要な総がかり運動となっている。

■欧米のスト闘争と成果に関心強まる

「欧米では物価上昇に対応して賃金は急速に上

昇している」と UA ゼンセンの松浦会長。「世界

から遅れた日本の賃金水準の改善を重視。ドイツ

の金属産別は７％の賃上げを獲得している」（JAM

安河内会長）など、連合産別から物価高騰と闘い、

成果をあげている欧米の労働運動に高い関心が寄

せられている。

イギリスでは、物価上昇率を上回る賃上げなど

を要求してストライキが相次いでいる。８月には

港湾、造船、郵便、通信、看護、新聞などが経営

側の低額回答を不満としてストを実施。９月も鉄

道や地下鉄、自治体、ごみ収集などの労働者のス

トを構えた闘いが連日続いた。

６月に３波の 24 時間鉄道ストを打ち抜き、過

去 30 年で最大規模の一連のスト闘争の先陣を

切った鉄道海運運輸労組（RMT）は、単刀直入

に「富を再配分せよ」と訴えている。労働者のスト・

市民の抗議が広がり、10 月 20 日にはトラス政権

を退陣に追い込んだ。

ドイツでは、金属産別 IG メタルが７％（鉄鋼）、

8.5％（電機・自動車・機械）の賃上げを獲得。航

空労働者は 7 月 27 日に賃上げ 9.5％を掲げてスト

を実施し、8 月 4 日に労働協約を締結した。賃上

げは 3 段階で今年 7 月の全一律 200 ユーロ（２万

7,300 円）から 23 年 7 月までの合計で 5.0％賃上

げとなり、13.6 ～ 18.4％の賃上げとなる職種もあ

る。サービス産業労組も賃上げと職場改善を掲げ

てストを行っている。

最低賃金もドイツでは 10 月から 6.7％アップの

1,683 円に引き上げられる。年金水準も大幅に引

き上げられ、5.3％（西独）、6.1％（東独）とこの

30 年間で最大の引き上げとなる。賃上げを最賃・

年金改善へと波及させているのが特徴である。

フランスではナショナルセンター CDT（労働

総同盟）と運輸、医療産別が主催して 11 月 10 日、

物価に応じた賃上げと最賃、年金を掲げて 6 万人

が参加し全土で大規模デモを展開した。

アメリカではストが急増し、組合結成も前進。

「ストライクトーバー」（ストと 10 月オクトー

バー）の造語も生まれ、「米国を覆う労働争議と『大

退職』」（『選択』21 年 11 月号）と報じられている。

ストの波は大手スーパー、農業機械、医療、大

学などに拡大。米貨物鉄道と国際機械工の鉄道部

門など３労組は 24％の賃上げで 8 月 29 日に暫定

合意した。最賃もカリフォルニア州の 2,240 円な

ど 20 州で引き上げられる。組合結成もアマゾン

やスタバなどで相次いでいる。

OECD（経済協力開発機構）調査では加盟 35

カ国のうち、20 年の平均賃金で日本は 22 位と低

位。19 位の韓国は 20 余年で 90％以上の賃上げを

しているが、日本は４％にとどまる。実質賃金で

も韓国 157、フランス 132（97 年 100）と大幅に

増加しているが、日本のみ 89 とマイナスに転落

している。

闘争で日本と異なるのは欧米ではナショナルセ

ンターと金属、鉄道、通信、航空、公務など大企

業の労働組合と官公労がストに立ち上がっている

ことである。物価高騰下で組合の真価が問われる

23 春闘。日本もスト復権に挑戦すべきチャンス。

全労連はこれまでも春闘ストを実施しているが、

さらにスト拡大ヘ闘争のバージョンアップに挑戦

しており、産別、地方、地域で歴史的な 23 春闘

の展開が注目される。

（あおやま　ゆう・ジャーナリスト）

「組合の真価が問われる」──物価高の 23 春闘https://rodosoken.com/
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次号予告（No.126　2023 年冬季号）

【特集】高齢期の生活保障
□総論：「全世代型社会保障政策」は高齢期生活をどう変えるか？
　　　　（浜岡政好）
□各論：
　　　・活き活きとした高齢期生活は国民の権利
　　　・コロナ禍に直面する高齢者の生活の実態
　　　・地域・コミュニティにおける高齢者の支えあいの活動
　　　・コロナ禍が高齢者の健康に及ぼした影響
　　　・最低保障年金創設は女性の「人権宣言」
　　　・「雇用類似の働き方」に対する各国の裁判・法規制と日本への
　　　　示唆
　　　　ほか
　　　　※内容は変更する場合があります。
　　　　2023 年２月中旬発行予定

■今号は、およそ３年間も続いているコロナ禍において、これまでに経験しなかっ
た危機に直面する中小企業について、幅広い観点からの研究成果を取りまとめた

中小企業問題研究部会による特集である。
■吉田論文で指摘されているように、外に出ていく一方のグローバル化においては、国内生産や中小
企業にはそもそも展望が見込めない。国民経済を犠牲にして大企業だけが利潤を増やす構造となって
しまったのは日本の特徴である。30年にもわたる日本経済の低迷から抜け出すためには、この構造
を転換しなければならない。そして、この転換につなげるための象徴的、かつ効果的な一手として期
待されるのが最低賃金の全国一律化であり、1500 円への引き上げである。
■特集以外でも、物価高騰下において実質賃金の引き上げが焦点となった 23年春闘構築の議論、連
合による参院選の総括、闘争のバージョンアップへ向けて組織拡大と強化に取り組む全労連等の解説
を掲載している。ご一読の上、是非感想をお寄せいただきたい。（S.N.）
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